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第 1章 総則

第 1節 原子力事業者防災業務計画の目的

この原子力事業者防災業務計画 (以下「この計画」という。)は原子力災害対策特別措置

法 (平成 11年法律第 156号。以下「原災法」という。)第 7条第 1項の規定に基づき、
美浜発電所 (以下「発電所」という。)における原子力災害事前対策、緊急事態応急対策およ

び原子力災害中長期対策その他の原子力災害の発生および拡大を防止し、ならびに原子力

災害の復旧を図るための業務を定め、原子力災害対策の円滑かつ適切な措置の遂行に資す

ることを目的とする。

第 2節 定義

この計画において次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1)原子力災害

原子力緊急事態により公衆の生命、身体または財産に生ずる被害をいう。

(2)原子力緊急事態

原子力事業者の原子炉の運転等 (原子力損害の賠償に関する法律 (昭和 36年法律第
147号 )第 2条第 1項に規定する原子炉の運転等をいう。以下同じ。)に より放射性
物質または放射線が異常な水準で当Hノス十原子力事業者の原子力事業所外 (原子力事業所

の外における放射性物質の運搬 (以下 「事業所外運搬」という。)の場合にあつては、

当該運搬に使用する容器外)へ放出された事態をいう。

(3)原子力災害事前対策

原子力災害の発生を未然に防止するため実施すべき対策 (原子力災害が発生した際

に必要となる防災体制、資機材の整備等を含む。)をいう。

(4)原子力緊急事態宣言

原災法第 15条第 2項の規定による「原子力緊急事態宣言」をいう。

(5)原子力緊急事態解除宣言

原災法第 15条第 4項の規定による「原子力緊急事態解除宣言Jをいう。

(6)緊急事態応急対策

原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間におい

て、原子力災害 (原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止を図るため実施す
べき応急の対策をいう。
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(7)原子力災害中長期対策

原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、原子力災害 (原子力災害が生ずる

蓋然性を含む。)の拡大の防止または原子力災害の復旧を図るため実施すべき射策 (原

子力事業者が原子力損害の賠償に関する法律の規定に基づき同法第 2条第 2頂に規定

する原子力損害を賠償することを除く。)を いう。

(8)原子力事業者

次に掲げる者 (原子力災害対策特別措置法施行令 (平成 12年政令第 195号 )で定
めるところにより、原子炉の運転等のための施設を長期間にわたつて使用する予定が

ない者であると原子力規制委員会が認めて指定した者を除く。)をいう。

イ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32年法律第 166

号。以下 「規制法」という。)第 13条第 1頂の規定に基づく加工の事業の許可 (承

認を含む。この号において同じ。)を受けた者

口 規制法第 23条第 1項の規定に基づく原子炉の設置の許可 (船舶に設置する原子
炉についてのものを除く。)を受けた

ハ 規制法第 43条の4第 1項の規定に基づく貯蔵の事業の許可を受けた者
二 規制法第44条第 1項の規定に基づく再処理の事業の指定 (承認を含む。)を受け
た者 (同条第 3項の規定により再処理施設の設置について承認を受けた国立研究開

発法人 日本原子力研究開発機構 (以下「日本原子力研究開発機構」という。)を含む。)

ホ 規制法第 51条の 2第 1項の規定に基づく廃棄の事業の許可を受けた者
へ 規制法第 52条第 1項の規定に基づく核燃料物質の使用の許可を受けた者 (同法
第 56条の 3第 1項の規定により保安規定を定めなければならないこととされてい

る者に限る。)

(9)原子力事業所

原子力事業者が原子炉の運転等を行 う工場または事業所をいう。

(10)原子力防災管理者

原災法第 9条第 2項の規定に基づき、発電所を統括管理する美浜発電所長をいう。

(11)指定行政機関

災害対策基本法 (昭和 36年法律第 223号 。以下「災対法」という。)第 2条第 3

号に規定する機関をいう。

(12)指定地方行政機関

災対法第 2条第 4号に規定する機関をいう。

(13)緊急事態応急対策等

原災法第 16条に規定する原子力緊急事態に係る原子力緊急事態応急対策および原

子力災害中長期対策をいう。

(14)所在都道府県

美浜発電所が所在する福井県をいう。

(15)所在市町村

美浜発電所が所在する美浜町をいう。
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(16)関係周辺都道府県

美浜発電所から30kmの 区域内にあり、美浜発電所に関する地域防災計画を有す
る泳賀県および岐阜県をいう。

(17)関係周辺市町村

美浜発電所から概ね 30kmの 区域内にあり、美浜発電所に関する地域防災計画を

有し、当該市町村の区域につき美浜発電所の原子力災害の発生または拡大防止を図る

ことが必要であると所在都道府県知事または関係周辺都道府県知事が認めた福井県の

敦賀市、若狭町、南越前町、越前町、小浜市、越前市、および滋賀県の高島市、長浜市

ならびに岐阜県の揖斐川町をいう。

(18)緊急時対策所

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業

務計画等に関する命令 (以下 「原災法命令」という。)第 2条第 2項 1号に規定する、

原子力発電所の敷地内にあり、原子力防災組織の活動拠点となる対策所として、緊急事

態応急対策および原子力災害中長期対策の実施を統括管理するための施設をいう。

(19)本店緊急時対策室

原災法命令第 2条第 2項 3号に規定する原子力事業所災害対策の重要な事項に係る

意思決定を行い、かつ、緊急時対策所において行 う原子力事業所災害対策の統括管理を

支援するための施設 (以下「原子力施設事態即応センター」という。)と なる本店の緊

急時対策室 (原子力事業本部の緊急時射策室)をいう。

(20)統合原子力防災ネットワーク

緊急時における情報連絡を確保するため、国が整備を行う、総理大臣官邸、原子力規

制庁および緊急事態応急対策等拠点施設を接続する情報通信ネットワーク (地上系ネッ

トワークおよび衛星系ネットワーク)をいう。

(21)テ レビ会議システム

官邸 〔内閣官房〕、緊急時対応センター (原子力規制庁)、 緊急事態応急対策等拠点

施設、原子力施設事態即応センターおよび緊急時対策所を結ぶ、統合原子力防災ネット

ワークに接続するテレビ会議システムをいう。

(22)原子力事業所災害対策支援拠点

原災法命令第 2条第 2頂 2号に規定する原子力事業所災害対策の実施を支援するた

めの原子力事業所の周辺の拠点をいう。

なお、周辺地域において、必要な機能をすべて満たすことができる施設が存在しない

場合は、複数の施設を選定し対処する。

(23)原子力緊急事態支援組織

原災法命令第 2条第 2項 7号に規定する、放射性物質による汚染により原子力事業

所災害対策に従事する者が容易に立ち入ることができない場所において当該対策を実

施するために必要な遠隔操作が可能な装置その他の資材または機材を管理し、原子力

災害が発生した原子力事業者への支援を行 う外部組織をいう。
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(24)ン ビアアクシデント

設計時に考慮した範囲を超える異常な事態が発生し、想定していた手段では適切に

炉心を冷却・制御できない状態になり、炉心溶融や原子炉格納容器の破損に至る事象を

V｀ 9。

(25)緊急時活動レベル (EAL:Emergency Action Level)

国や地方公共団体が防護措置の準備や実施をするべく、原子力施設等の状況に応じ

て、緊急事態の区分を決定するための判断基準をいう。原子力事業者が観測可能な原子

力施設等の状況 (プラントの状態等)で表される。

(26)警戒事象

その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではないが、原

子力施設等において特定事象または緊急事態事象に至る可能性のある事象をいう。
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第 3節 原子力事業者防災業務計画の基本構想

原子力発電所の設計、建設、運転の各段階および事業所外運搬においては、規制法等によ

る国の安全規制に基づき、多重防護等の考え方により、各種の安全確保対策を講じている。

これらの安全確保対策とは別の観点から、万一、放射性物質または放射線が異常な水準で

原子力発電所外 (事業所外運搬の場合にあつては、当該運搬に使用する容器外)へ放出され

るか、またはそのおそれがある場合に備え、あらかじめ必要な措置を講じておくことが原子

力防災対策であり、原災法、その他の原子力災害防止に関する法律に基づき、原子力災害の

発生を未然に防止するために万全の備えを講じておくとともに、原子力災害 (原子力災害が

生ずる蓋然性を含む。)が発生した場合の拡大防止および復旧を図るために実施すべき事項

について定めておく必要がある。

このため、原子力災害事前対策、緊急事態応急対策 (原災法第 10条第 1項に規定する通

報、原災法第 25条に規定する応急措置を含む。以下同じ。)、 原子力災害中長期対策の各段

階における次の諸施策についてこの計画を定め、原子力防災対策の推進を図ることとする。

段  階 施  策
原子力災害事前対策 周到かつ十分な事前射策を行 うための体制の整備、原子力防災

資機材の整備、原子力防災教育および原子力防災訓練の実施等

緊急事態応急対策 迅速かつ円滑な応急対策を行 うための事象発生時の通報、原子

力防災体制の確立、情報の収集と伝達、応急措置の実施、関係

機関への要員の派遣および資機材の貸与等

原子力災害中長期対策 適切かつ速やかな原子力災害復旧対策を行 うための計画の策

定、復旧対策の実施、被災地域復旧のための関係機関への要員
の派遣および資機材の貸与等

第 4節 原子力事業者防災業務計画の運用

この計画の運用にあたつては、原子力災害事前対策、緊急事態応急対策および原子力災害

中長期対策の各段階において、災対法に基づく次の諸計画と整合を図り、諸施策が一林的か

つ有機的に実施されるよう留意する。

(1)防災基本計画 第 12編 原子力災害対策編
(2)所在都道府県、所在市町村および関係周辺都道府県の原子力災害に関する地域防災計

画

(3)関係周辺市町村の原子力災害に関する地域防災計画



第 5節 原子力事業者防災業務計画の修正

(1)原子力防災管理者は、この計画が前節 (2)の地域防災計画と抵触しないことについ

て、所在都道府県、所在市町村および関係周辺都道府県の意見も聴いた上で、毎年この

計画に検討を加え、必要があると認められるときは次の手順によりこれを修正する。

なお、原子力防災管理者は、修正の必要がない場合であってもその旨を意見を聴いた

地方公共団体および原子力防災専門官に報告する。

a,修正木去の作成にあたつては、この計画の修正案が地域防災計画に抵触するものでない

ことを確認し、原子力防災専門官の指導および助言を受ける。

b.所定の手続きにより所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事に、

この計画を修正しようとする日の 60日 前までに修正案を提出し協議する。また、この

際は、計画を修正しようとする日を明らかにする。

c.こ の計画を修正した場合、所定の手続きにより様式 1-5-1を 用いて、速やかに内

閣総理大臣および原子力規制委員会に届け出るとともに、その要旨を公表する。

(2)原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市

町村長および関係周辺都道府県知事に対し、この計画の作成または修正の状況につい

て報告できるよう、その履歴について保存しておく。
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第 2章 原子力災害事前対策の実施

第 1節 原子力防災体制等の整備

1.体制の区分

(1)警戒体制

警戒事象が発生したとき、または原子力規制庁から警戒事態の発生について連絡を受

けたときは、要員招集、情報収集および連絡体制の構築を図ることにより初期対応を確

実かつ円滑に行 うため、警戒体制を設ける。

(2)原子力防災体制

原子力災害が発生するおそれがある場合または発生した場合に、事故原因の除去、原

子力災害 (原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大防止その他必要な活動を迅速かつ

円滑に行 うため、下表のとおり原子力防災体制を定める。

原子力防災体制の内容

発生事象 体制の名称

原災法第 10条第 1頂に該当する特定事象が発生した場合 原子力防災体制

2.原子力防災組織、原子力防災要員等

(1)発電所

a.原子力防災管理者は、発電所に別図 2-1-1に 定める原子力防災組織を設置する。
b.原子力防災組織は、この計画に従い、原子力災害の発生または拡大を防止するために

必要な業務を行う。

c.原子力防災管理者は、原子力防災組織に原子力防災要員を置くものとし、その原子力

防災要員は原子力災害が発生した場合、直ちに別表 2-1-1に 定める業務を行 う。
d.原子力防災管理者は、原子力防災要員を置いたときまたは変更したときは、所定の手

続きにより様式 2-1-2を 用いて、配置または変更した日から7日 以内に原子力規制
委員会、所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事に届け出る。

e。 原子力防災管理者は、原子力防災要員のうちから、次の職務を実施するための派遣要

員をあらかじめ定めておくとともに、本店からの派遣要員を確認しておく。

(a)指定行政機関の長および指定地方行政機関の長ならびに地方公共団体の長その他
の執行機関の実施する緊急事態応急対策への協力

(b)指定行政機関の長および指定地方行政機関の長ならびに地方公共団体の長その他
の執行機関の実施する原子力災害中長期対策への協力

(c)他の原子力事業所および事業所外運搬に係る緊急事態応急対策への協力
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(2)本店

a.社長および原子力事業本部長は、本店に別図 2-2-2に 定める緊急時対策本部の組
織を整備する。

b.本店対策本部の組織は、この計画に従い、本店における緊急事態応急対策活動を実施

し、かつ原子力災害の発生または拡大等を防止するために発電所が行 う対策活動を支

援する。

c.社長は、原子力防災体制を発令した場合、指定行政機関および指定地方行政機関なら

びに地方公共団体等と連携して、緊急事態応急対策等を実施する。

なお、本頂 (1)か ら (2)に記載する各対策本部の組織全体図を別図 2-2-3に 示
す。

3.原子力防災管理者、副原子力防災管理者の職務

(1)原子力防災管理者は、原子力防災組織を統括管理するとともに、次に掲げる職務を行

う。

a.原災法第 10条第 1項の規定による通報
b.原災法第 25条第 1項の規定による応急措置
c。 第 2章に規定する原子力災害事前対策の実施、第 3章に規定する緊急事態応急対策の

実施等および第 4章に規定する原子力災害中長期対策の実施 (a。 ぉょび b.の職務を

除く。)

d.第 5章に規定する他原子力事業所等への協力

e.その他法令で原子力防災管理者の職務として定める事項

(2)この計画において原子力防災管理者の職務として記載している事項については、あら

かじめ定めるところにより他の者に実施させ、その結果の確認をもつて原子力防災管

理者が実施したものとみなす。

(3)副原子力防災管理者の代行順位は、別表 2-1-2の とおりとし、原子力防災管理者
を補佐する。また、原子力防災管理者によりあらかじめ指名された副原子力防災管理者

は、原子力防災管理者が発電所にいないときは原子力防災組織を統括する。

(4)副原子力防災管理者は、原子力防災管理者が欠けたとき、旅行または疾病その他の事

故のためその職務を行 うことができないときは、別表 2-1-2の
'頁

位に従って原子

力防災管理者の職務を代行する。

(5)原子力防災管理者、副原子力防災管理者を選任または解任 したときは、原子力防災管

理者は、所定の手続きにより様式 2-1-3を 用いて、選任または解任した日から7日

以内に原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知

事に届け出る。

(6)原子力防災管理者は、他の原子力事業所において原子力災害が発生した場合、その評

価および事象の原因究明結果を踏まえ、必要に応じ再発防止対策を講じることにより、

原子力災害の未然防止に努める。



第 2節 原子力防災組織の運営方法

1.体制の発令および解除の方法

(1)料誉戒体制の発令

a。 発電所

(a)第 2章第 1節 1.(1)に 基づく警戒体制の発令は、原子力防災管理者が行 う。
(b)原子力防災管理者は、警戒体制をヌ九く令した場合、直ちに別図 2-1-1に 記載する

発電所警戒本部を設置し、自ら本部長として発電所警戒本部を統括管理するととも

に、別図 2-2-7に より原子力事業本部原子力発電部門統括に報告する。
b.本店

(a)原子力事業本部原子力発電部門統括は、原子力防災管理者から発電所における警戒

体制発令の報告を受けた場合、直ちに社長および原子力事業本部長に報告するととも

に、別図 2-2-7に より社内関係箇所に伝達する。また、報告を受けた原子力事業
本部長は本店における警戒体制を発令するとともに、直ちに別図2-2-2に 記載す
る本店警戒本部を設置し、自ら本部長として本店警戒本部を統括管理する。

(2)警戒体制の解除

a.発電所

発電所警戒本部長は、次の場合、本店警戒本部長の了承を得て発電所における警戒体

制を解除することができる。

(a)発生した事象が収束し、原子力規制委員会原子力事故警戒本部が設置されている場

合にあつては、当該本部が廃止され、かつ、地方公共団体の警戒木都が廃止された後、

設備等の復旧対策が終了して通常組織で対応可能と原子力防災管理者が判断した場

合

(b)原子力規制委員会原子力事故警戒本部が設置されていない場合にあつては、発生し

た事象が収束し、設備等の復旧紺策が終了して通常組織で対応可能と原子力防災管理

者が判断した場合

b.本店

本店警戒本部長は、発電所警戒本部長から警戒体制の解除について上申があった場合、

本項 (2)a.(a)ま たは (b)の条件に合致していることを確認したうえで、通常
組織で対応可能と判断した場合、本店における警戒体制を解除することができる。

(3)原子力防災体制の発令

a.発電所

(a)第 2章第 1節 1.(2)に基づく原子力防災体制の発令は、原子力防災管理者が行 う。

(b)原子力防災管理者は、原子力防災体制を発令した場合、直ちに別図2-1-1の 原
子力防災組織による発電所原子力緊急時対策本部 (以下「発電所対策本部」という。)

を設置し、自ら発電所対策本部長として発電所対策本部を統括管理するとともに、別

図 2-2-7に より原子力事業本部原子力発電部門統括に報告する。
(c)原子力防災管理者は、複数号機で同時に特定事象が発生した場合または特定事象に
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至ると判断した場合、号機ごとの対応者を明確にするよう発電所対策本部の各班長

に指示するとともに、副本部長または本部附から号機ごとの指揮者を指名して必要

な対
‐
応にあたらせる。

また、不測の事態が発生した場合、発電所対策本部の要員の中から必要に応じて特

命班を編成させるとともに、副本部長または本部附から特命班を指揮する者を指名

して必要な封応にあたらせる。

b.本店

(a)原子力事業本部原子力発電部門統括は、原子力防災管理者から発電所における防災

体制発令の報告を受けた場合、直ちに社長および原子力事業本部長に報告するとと

もに、別図 2-2-7に より社内関係箇所に伝達する。また、報告を受けた社長は、
本店における原子力防災体制を発令するとともに、直ちに別図 2-2-2に 定める

本店原子力緊急時対策本部 (以下「本店対策本部」という。)を設置し、自ら本店対策

本部長として本店対策本部を統括管理する。

(b)原子力事業本部長は、本店対策本部長を補佐し、本店封策本部長が欠けたときは、

その職務を代行する。

(4)原子力防災体制の解除
a.発電所

発電所対策本部長は、次の場合、本店対策本部長の了承を得て発電所における原子力

防災体制を解除することができる。

(a)原子力緊急事態宣言が発出されていた場合にあつては、原子力緊急事態角子除宣言が

公示され、かつ、原災法第 22条で設置された地方公共団体の災害対策本部が廃止さ

れた後、原子力災害中長期対策が終了して通常組織で対応可能と判断した場合

(b)原子力緊急事態宣言が発出されていない場合にあつては、発生事象の原因除去およ

び被害の拡大防止措置を講じ、原子力防災専門官の助言を受けて、第 1章第 4節 (2)

の地方公共団体の意見も聴いた上で、事象が収束したと判断した場合

b.本店

本店対策本部長は、発電所封策本部長から防災体制の解除について上申があった場

合、本項 (4)a.(a)ま たは (b)の条件に合致していることを確認したうえで、
通常組織で射応可能と判断した場合、本店における原子力防災体制を解除することが

できる。

2.権限の行使

(1)発電所の緊急事態応急対策等の活動に関する一切の業務は、原子力防災体制が発令さ

れた場合、発電所対策本部のもとで行 う。

(2)発電所対策本部長は、職制上の権限を行使して活発にこの計画に基づく緊急事態応急

対策等の活動を行 う。ただし、権限外の事項であつても、緊急に実施する必要のあるも

のについては、臨機の措置を講じることとする。なお、権限外の事項については、行使

後速やかに所定の手続きをとるものとする。
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(3)発電所対策本部の要員は発電所対策本部長および班長等の指揮のもとで、自己の属す

る班の業務、自己の役割・任務等に基づき緊急事態応急対策等の活動に従事する。

3.要員の非常招集の方法

(1)原子力防災管理者は、発電所における警戒体制発令時または原子力防災体制発令時に、

別図 2-1-1に 定める発電所対策本部の要員を非常招集するため、別図 2-2-4
に定める招集連絡経路を整備する。

なお、原子力防災管理者は、あらかじめ発電所対策本部の要員の動員計画を策定し、

これを原子力防災要員に周知する。

(2)原子力事業本部原子力発電部長は、発電所から警戒体制発令の連絡があった場合、別
図 2-2-2に 定める本店警戒本部の組織から発生事象に応じ、必要な要員を非常招集
するため、別図 2-2-5に 定める招集連絡経路を整備する。
なお、原子力事業本部原子力発電部長は、あらかじめ本店警戒本部の要員の動員計画

を策定し、これを本店警戒本部組織の構成員に周知する。

(3)原子力事業本部原子力発電部長および本店総務室長は、発電所から原子力防災体制発

令の連絡があった場合、別図 2-2-2に 定める本店対策本部組織の要員を非常招集
するため、別図 2-2-5に 定める非常招集連絡経路を整備する。また、原子力事業本
部原子力発電部長および本店総務室長は、あらかじめ本店対策本部の要員の動員計画

を策定し、これを本店対策本部組織の構成員に周知する。

4.通報連絡先の一覧表の整備

原子力防災管理者は、原子力事業本部の各部門統括の協力を得て、通報連絡に万全を期

すため以下の通報連絡先の一覧表を整備しておく。

(1)別図 2-2-6に 定める警戒事象に基づく通報 (連絡)経路
(2)別図 2-2-7に 定める原子力防災体制発令時の連絡
(3)別図 2-2-8に 定める発電所対策本部が設置された後の連絡
(4)別図 2-2-9お よび別図 2-2-10に 定める原災法第 10条第 1項に基づく通
報連絡

(5)別 図 2-2-11お よび別図 2-2-12に 定める原災法第 10条第 1項の通報後
の報告連絡
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第 3節 放射線測定設備および原子力防災資機材の整備

1.敷地境界付近の放射線測定設備の設置、検査

(1)原子力防災管理者は、原災法第 11条第 1項に基づき別表 2-3-3お よび別図 2-
3-13に 示す放射線沢1定設備を設置する。また、放射線管理層呆長は、あらかじめ定め
るところにより次の措置を講じる。

a.検出部、表示および記録装置その他の主たる構成要素の外観において放射線量の適正

な検出を妨げるおそれのない状態を維持する。

b.設置している地形の変化その他周辺環境の変化により、放射線量の適正な検出に支障

を生ずるおそれのない状態を維持する。

c.年 1回以上較正を行 う。
d.故障等により監視不能となつた場合は、速やかに修理するとともに、必要に応じて代

替手段での測定を実施する。

(2)原子力防災管理者は、放射線測定設備を新たに設置したときまたは変更したときは、

所定の手続きにより様式 2-3-4を 用いて、設置または変更した日から7日 以内に
内閣総理大臣、原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都

道府県知事に届け出る。

(3)原子力防災管理者は、放射線測定設備を新たに設置したときまたは変更したときは、

所定の手続きにより原子力規制委員会に申請し、原子力規制委員会が行 う検査を受け

る。

(4)発電室長は、放射線測定設備により測定した放射線量の数値を記録計により記録し、

1年間保存する。また、この記録に基づいた放射線量の数値を公衆が閲覧できる方法で

公表する。

2.原子力防災資機材の整備

(1)原子力防災管理者は、原災法に定められた原子力防災資機材として別表 2-3-4に

定める資機材を確保する。また、各課 (室)長は、次の措置を講じる。
a.定期的に保守点検を行 う。なお、点検内容等はあらかじめ定めるところによる。
b.不具合が認められた場合には、速やかに修理するか、あるいは代替品を補充すること

により必要数量を確保する。

c.関係機関等へ迅速かつ的確な通報連絡ができるよう、非常用通信機器の機能向上に努

める。

(2)原子力防災管理者は、原子力防災資機材を備え付けたときは、所定の手続きにより様

式 2-3-5を 用いて、備え付けた日から7日 以内に内閣総理大臣、原子力規制委員会、
所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事に届け出る。また、原子

力防災管理者は、毎年 9月 30日 現在における備え付けの現況について翌月 7日 まで

に同様に届け出る。
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3。 その他原子力防災関連資機材等の整備

原子力防災管理者は、前項に加え別表 2-3-5に 定める原子力防災関連資機材およ
び別表 2-3-6に 定めるシビアアクシデント対策等に関する資機材を確保するととも
に、シビアアクシデント対策等に関する資機材については、別図 2-3-14を 目安に配
置する。また、各課 (室)長は、あらかじめ定めるところにより定期的に保守点検を行い、

不具合が認められた場合は速やかに修理するか、あるいは代替品を補充することにより

必要数量を確保する。

4.本店におけるその他原子力防災関連資機材等の整備

各グループチーフマネジャーは、別表 2-3-7に 定める木店対策本部の原子力防災
関連資機材および別表 2-3-8で 定める原子力事業所災害対策支援拠点の原子力防災
関連資機材を整備する。また、各グループチーフマネジャーは、あらかじめ定めるところ

により定期的に点検を行い、不具合が認められた場合は速やかに修理するか、あるいは代

替品を補充することにより必要数量を確保する。

第 4節 緊急事態応急対策等の活動で使用する資料の整備

1.緊急事態応急封策等拠点施設に備え付ける資料

原子力防災管理者は、原災法第 12条第 1項に規定する緊急事態応急対策等拠点施設

(福井県美浜原子力防災センター。以下「原子力防災センター」という。)に備え付ける

ため、別表 2-4-9に 定める資料のうち、同条第 4項の規定に基づくものを所定の手続
きにより内閣総理大臣に提出するとともに、その資料の写しを所在都道府県、所在市町村

および関係周辺都道府県に提出する。提出した資料の内容に変更があったときも、同様と

する。

2.発電所対策本部に備え付ける資料

原子力防災管理者は、発電所対策本部が設置される場所 (以下「緊急時対策所」という。)

に、別表 2-4-9に 定める資料を備え付ける。また、各課 (室)長は、これらの資料につ
いてあらかじめ定めるところにより定期的に見直しを行う。

3.本店射策本部に備え付ける資料

各グループチーフマネジャーは、別表 2-4-10に 定める資料を本店対策本部に備
え付ける。また、これらの資料についてあらかじめ定めるところにより定期的に見直しを

イ子う。

4,原子力事業所災害対策支援拠点が設置される場所に備え付ける資料
各グループチーフマネジャーは、別表 2-4-11に 定める資料を所定の保管場所に
備え付ける。また、これらの資料についてあらかじめ定めるところにより定期的に見直し
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をそこう。

5.原子力規制庁緊急時対応センターに備え付ける資料

各グループチーフマネジャーは、別表 2-4-12に 定める資料を原子力規制庁緊急
時対応センターに備え付ける。また、これらの資料についてあらかじめ定めるところによ

り定期的に見直しを行 う。

第 5節 緊急事態応急対策等の活動で使用する施設および設備の整備、点検

1.緊急時対策所

(1)原子力防災管理者は、発電所に別図 2-5-16に 示す場所に設置した緊急時対策所
を、月可表 2-5-13に より維持する。
なお、緊急時対策所が使用できない場合に備え、別表 2-5-13に 記載する施設 (以
下「代替指揮所」という。)を代替場所として整備する。

(2)原子力防災管理者は、緊急時対策所および代替指揮所について地震等の自然災害が発

生した場合においても、その機能が維持できる施設および設備とするため、別表 2-5
-13に 記載する仕様が維持されていることを確認する。
(3)原子力防災管理者は、非常用電源を緊急時対策所および代替指揮所に供給可能なよう

に整備 。点検する。

(4)原子力防災管理者は、別表 2-3-5に 定める下記の設備について、あらかじめ定め
るところにより統合原子力防災ネットワークとの接続が確保できることを確認する。

a.フ ァクシミリ、電話

b.テ レビ会議システム

c.安全パラメータ伝送システム※

※伝送経路の多重化 :平成 29年度運用開始予定

2.集合・退避場所

所長室長は、別図 2-5-15に 示す場所に、その場所が集合・退避場所であることを
示す立て看板等を設置する。また、所長室長は、集合・退避場所を指定もしくは変更した

ときは、関係者に周知する。

3.緊急医療処置室等

所長室長は、別図2-5-16に 示す場所に緊急医療処置室および健康管理室を整備
する。

4.気象観測設備

計装保修課長は、別図 2-5-16に 示す場所に設置した別表 2-5-14の 気象観
測設備をあらかじめ定めるところにより定期的に点検を行い、当該設備に不具合が認め

14



られた場合は速やかに修理する。

なお、気象観測設備の記録の取り扱いについては、あらかじめ定めるところによる。

5.安全パラメータ表示システム

安全 。防災室長は、発電所における安全パラメータ表示システム (以下「SPDS」 と
いう。)を整備し、定期的に点検を行い、不具合が認められた場合は速やかに修理する。

6。 安全パラメータ伝送システム

(1)電機管理グループチーフマネジャーは、作業等により国が運用する緊急時対策支援シ

ステム (以下「ERSS」 という。)へのデータ伝送に支障がある場合は、必要な手続
きを実施する。

なお、伝送に係る国・通信事業者との責任区分および伝送不具合時の対応について

は、あらかじめ定めるところによる。

(2)危機管理グループチーフマネジャーは、別表 2-5-16に 定めるデータをERSS

に伝送するための安全パラメータ伝送システムを整備 し、定期的に点検を行い、不具合

が認められた場合は速やかに修理する。

7.事故一斉放送装置および所内放送装置等
電気保修課長および土木建築課長は、発電所における事故一斉放送装置、運転指令装置、

所内放送装置を整備し、不具合が認められた場合は速やかに修理する。

8.本店緊急時対策室

(1)各グループチーフマネジャーは、本店の緊急時対策室 (原子力事業本部の緊急時対策

室および本店の非常災害対策室をいう。)および代替場所を別表 2-5-15に より維持
する。

(2)各 グループチーフマネジャーは、本店の緊急時対策室および代替場所を、地震等の自

然災害が発生した場合においてもその機能が維持できる施設および設備とするため、

別表 2-5-15に 記載する仕様が維持されていることを確認する。
(3)各グループチーフマネジャーは、非常用電源を本店の緊急時対策室および代替場所に

供給可能なように整備・点検する。

(4)各グループチーフマネジャーは、別表 2-3-7に 定める以下の設備について、あら
かじめ定めるところにより統合原子力防災ネットワークとの接続 (衛星回線経由による

接続を含む)が確保できることを確認する。

a.フ ァクシミリ、電話

b.テ レビ会議システム

c.安全パラメータ伝送システム
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9.原子力事業所災害対策支援拠点

原子力事業本部長は、以下に示す機能を有する原子力事業所災害対策支援拠点を、別表

2-5-17の とおりあらかじめ選定しておく。
a.被ばく線量・入退域管理
b.汚染検査 (サーベイ)・ 除染
c.車両や重機等の除染・汚染検査

d.更衣および使用済の防護服等の仮保管
e.サイ ト等立入車両の駐車
f.物資輸送体制の準備

なお、美浜発電所と原子力事業所災害対策支援拠点の位置を、別図 2-5-17に 示す。

第 6節 原子力防災教育の実施

1.発電所における原子力防災教育

原子力防災管理者は、原子力防災要員に対し、原子力災害に関する知識および技能を習

得し原子力災害対策活動の円滑な実施に資するため、次の項目について、別表 2-6-1
8に定める原子力防災教育を行 う。また、教育の実施後にはあらかじめ定めるところによ

り有効性等について評価を行い、課題等を明らかにするとともに、必要に応じて教育内容

等の見直しを行う。

(1)原子力防災体制および組織に関する知識

(2)発電所および放射性物質の運搬容器等の施設または設備に関する知識

(3)放射線防護に関する知識

(4)放射線および放射性物質の測定機器ならびに測定方法を含む防災対策上の諸設備に

関する知識

(5)シ ビアアクシデントに関する知識

2.本店における原子力防災教育

原子力事業本部長は、あらかじめ定めるところにより本店の原子力緊急時対策本部の

構成員に対し、原子力災害に関する知識および技能を習得 し原子力災害対策活動の円滑

な実施に資するため、別表 2-6-19に 定める原子力防災教育を行 う。また、教育の実
施後には評価を行い、同呆題等を明らかにするとともに、必要に応じて教育内容等の見直し

を行 う。
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第 7節 原子力防災訓練の実施

1.発電所における訓練
(1)原子力防災管理者は、原子力防災要員等に対し、別表 2-7-20に 定める原子力
防災訓練を実施する。また、原子力防災訓練実施後にはあらかじめ定めるところによ

り評価を行い、課題等を明らかにするとともに、必要に応じてこの計画または原子力

防災訓練の実施方法等の見直しを行 う。

(2)原子力防災管理者は、訓練の実施にあたり策定する訓線計画等について、あらかじ

め原子力防災専門官の指導・助言を受ける。

(3)原子力防災管理者は、原子力防災訓練を実施した場合、あらかじめ定めるところに

よりその結果を評価し、様式 2-7-6に より原子力規制委員会に報告 (地方公共団
体と共同で実施した訓練項目を除く)するとともに、その要旨を公表する。

2。 国または地方公共団体が主催する訓練

原子力防災管理者は、国または地方公共団体が原子力防災訓練を実施するときは、訓練

計画策定に協力するとともに、訓練内容に応じて要員の派遣、資機材の貸与等も含め訓練

実施に参画する。

第 8節 関係機関との連携

1.国 との連携

(1)原子力防災管理者は、本店と平常時から協調し、原子力防災専門官および国の機関と

の間で、原子力防災情報の収集・提供等、相互連携を図る。

(2)原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会または国土交通大臣から原災

法第 31条に基づく業務の報告を求められた場合は、その業務について報告を行う。

(3)原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会または国土交通大臣から原災

法第 32条に基づく発電所の立入検査を求められた場合は、その立入検査について対

応を行 う。

(4)原子力防災管理者は、原子力防災専門官からこの計画および原子力防災組織の設置そ

の他原子力災害事前対策に関する指導および助言があった場合は、速やかにその対応

を行う。

(5)原子力防災管理者は、原子力規制庁または国土交通大臣から規制法第 64条第 3頂に

基づく命令があった場合は、速やかにその射応を行 う①

2.地方公共団体との連携
(1)原子力防災管理者は、本店および関係支社と平常時から協調し、所在都道府県、所在

市町村、関係周辺都道府県および関係周辺市町村との間で、原子力防災情報の収集・提供

等、相互連携を図る。
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(2)原子力防災管理者は、所在都道府県、所在市町村、関係周辺都道府県および関係周辺

市町村から放射線防護に関する教育講師の派遣その他原子力防災知識の啓発に関する

要請があつたときには、協力する。

(3)原子力防災管理者は、所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事

から原災法第 31条に基づく業務の報告を求められた場合は、その業務について報告
を行 う。

(4)原子力防災管理者は、所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事

から原災法第 32条に基づく発電所の立入検査を求められた場合は、その立入検査に
ついて射応を行 う。

3.防災関係機関等との連携

原子力防災管理者は、発電所と関係のある防災関係機関等 (消防本部、消防署、警察本

部、警察署、海上保安部、その他関係機関)と は平常時から協調し、原子力防災情報の収

集・提供等、相互連携を図る。

4.原子力緊急事態支援組織の体制および運用

(1)原子力事業本部原子力安全部長は、別表 2-8-21に 定める原子力緊急事態支援組
織の支援を要請すべき事態が発生した場合に備え、平常時から当該支援組織との連携

を図つておく。

(2)原子力事業本部原子力安全部長は、別表 2-8-21に 定める原子力緊急事態支援組
織が保有する資機材、訓練計画等組織の管理・運営に見直しの必要が生じた場合は、当

該組織を管理運営する機関と都度必要な協議を行 う。

(3)原子力防災管理者は、原子力緊急事態支援組織の支援を要する事態の発生に備え、平

常時からロボット等必要な資機材の操作を行 うための要員を育成しておく。
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第 3章 緊急事態応急対策の実施等

第 1節 通報、報告等の実施

1.警戒体制および原子力防災体制の発令等

(1)警戒体制
原子力防災管理者は、別表 3-1-22に 定める事象 (警戒事象)の発生について
通報を受け、または自ら発見したとき、もしくは原子力規制庁から警戒事態の発生に

ついて連絡を受けたときは警戒体制を発令し、直ちに必要な要員の招集および様式 3

-1-7を 用いて別図 2-2-6に 定める関係機関に通報を行 う。
(2)原子力防災体制
a.原子力防災管理者は、別表 3-1-23に 定める事象 (特定事象)の発生について通

報を受け、または自ら発見したときは、原子力防災体制を発令し、直ちに発電所対策本

部の要員の非常招集および別図 2-2-7に 定める関係機関に連絡を行うとともに、
あらかじめ定める関係機関へ情報連絡を行 う。

なお、原子力防災体制の発令の連絡は本節 3.の通報をもつて行う。
b.原子力防災管理者は、原子力防災体制を発令した場合、発電所対策本部長として、発

電所対策本部の指揮を行 う。

2.施設等の立上げ

(1)発電所警戒本部長は、警戒体制をヌ九k令 した場合、総務班長に警戒本部およびテレビ会

議システムの立上げを指示する。

(2)本店耕誓戒本部長は、発電所における警戒体制発令の連絡を受け、本店における警戒体

制を発令した場合、本店総務班長に本店警戒本部およびテレビ会議システムの立上げ

を指示する。

(3)発電所対策本部長は、原子力防災体制を発令した場合、総務班長に緊急時対策所の立

上げを指示する。

なお、発電所対策本部長は、あらかじめ定めるところにより緊急時対策所が使用で

きないと認めた場合、代替指揮所を使用するよう指示する。

(4)本店対策本部長は、発電所における原子力防災体制発令の連絡を受け、本店における

原子力防災体制を発令した場合、本店総務班長に本店緊急時対策本部の立上げを指示

する。

また、本店対策本部長は、本店総務力)工長に原子力事業所災害対策支援拠点の立上げ

を指示するとともに、要員の派遣、資機材等の運搬およびその他必要な措置を指示す

る。

3.通報の実施

原子力防災管理者 (発電所対策本部を設置したときは発電所対策本部長。以下本章にお

いて同じ。)は、原災法第 10条第 1項に規定する別表 3-1-23の 事象 (特定事象)
の発生について通報を受け、または自ら発見したときは、様式 3-1-8に 必要事項を記
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入し、15分以内を目途として、別図 2-2-9に 定める通報 (連絡)経路により内閣総
理大臣、原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長、関係周辺都道府県知事、

原子力防災専門官および各関係機関にファクシミリ装置を用いて同時に送信する。さら

に、その着信を確認する。また、原子力防災管理者は、あらかじめ定める関係機関への情

報連絡を行うとともに、原子力緊急事態支援組織による支援が必要と認めたときは、あら

かじめ定めるところにより当該支援組織へのυR遣要請を行 う。

また、原子力防災管理者は、別表 3-1-25に 掲げるものの事業所外運搬 (以下この

章および第 4章において単に「運搬」という。)における別表 3-1-23の 事象 (特定
事象)の発生について通報を受け、または自ら発見したときは、様式 3-1-8に 必要事
項を記入し、15分以内を目途として、別図 2-2-10に 定める通報 (連絡)経路によ

り、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、当該事象が発生した場所を管轄す

る都道府県知事および市町村長、原子力防災専門官ならびに各関係機関にファクシミリ

装置を用いて送信する。さらに、その着信を確認する。また、あらかじめ定める関係機関

への情報連絡を行 う。

4.情報の収集と報告

(1)発電所対策本部情報力)王長は、事故状況の把握を行 うため、次の情報を迅速かつ的確に

収集する。

a.事故の発生時刻および場所
b.事故原因、状況および事故の拡大防止措置
c.被ばくおよび障害等人身災害にかかわる状況

d.発電所敷地周辺における放射線および放射能の測定結果
e.放出放射性物質の量、種類、放出場所および放出状況の推移等の状況

fr気象状況
g.収束の見通し

h.放射能影響範囲の推定結果
i.その他必要と認める事項

(2)発電所対策本部情報班長は、前号により収集 した事故状況を様式 3-1-9に まとめ、
別図 2-2-11に 定める報告 (連絡)経路により内閣総理大臣、原子力規制委員会、

所在都道府県知事、所在市町村長、関係周辺都道府県知事、原子力防災専門官および各

関係機関 (原子力防災体制時にあつては、別図 2-2-8)に 報告 (運搬にあつては、
様式 3-1-10に 必要事項を記入し、別図 2-2-12に 定める報告 (連絡)経路に
より報告)するとともに、あらかじめ定める関係機関へ情報連絡を行う。

(3)発電所対策本部情報班長は、本章第 1節から第 3節に掲げる通報および報告を行つた

場合、その内容を記録として保存する。
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5.通話制限

発電所対策本部総務班長は、緊急事態応急対策等の活動時の保安通信を確保するため、

必要と認めたときは、通話制限その他必要な措置を講じるものとする。

6。 原子力事業所災害対策支援拠J点の活動

本店対策本部長は、事態に応じ第 3章第 1節 2.(4)で 設置した原子力事業所災害対
策支援拠点について、復旧作業における放射線管理の実施、復旧資機材の受入れ等、発電

所における事故復旧作業の支援を指示する。

7.他の原子力事業所等からの支援の要請
本店対策本部原子力設備班長は、第 3章第 1節 3.の通報を実施した場合、以下の他の

原子力事業所等からの支援を要請する。

(1)あ らかじめ日本原子力発電株式会社、日本原子力研究開発機構および当社で定める若

狭地域原子力事業者支援連携本部からの要員の派遣および資機材の貸与

(2)全国の電力会社等で締結した「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」に基

づく支援

21



第 2節 応急措置の実施

1.応急措置の実施および概要の報告

発電所対策本部長は、本節 2.か ら12.(運搬にあつては、本節 14.)に掲げる応急

措置の実施にあたり、優先順位を考慮して、措置内容および実施担当者を明確にしたうえ

で、下記事項に関する措置の実施計画を策定する。

(1)施設や設備の整備および点検

(2)故障した設備等の応急の復旧

(3)その他応急措置の実施に必要な事項

また、発電所対策本部情報班長は、様式 3-1-9に その概要を記入し、別図 2-2-
11に定める報告 (連絡)経路により、内閣総理大臣、原子力規制委員会、所在都道府県

知事、所在市町村長、関係周辺都道府県知事、原子力防災専門官および各関係機関 (原子

力防災体制時にあっては、別図 2-2-8)に 報告 (運搬にあつては、様式 3-1-10
にその概要を記入し、別図 2-2-12に 定める報告 (連絡)経路により報告)するとと
もに、あらかじめ定める関係機関へ情報連絡を行 う。

2.退避誘導および発電所内入域制限

(1)発電所対策本部総務班長、広報班長および保修班長は、発電所内の緊急事態応急対策

等の活動に従事しない者および来訪者等 (以下「発電所退避者Jと いう。)を退避させ

るため退避誘導員を配置し、その業務にあたらせる。

(2)発電所対策本部総務班長は、発電所退避者に対して所内放送装置または運転指令装置

等により指定する集合・退避場所へ退避することおよびその際の防護措置を周知する。

(3)発電所対策本部長は、必要と認めたときは発電所退避者を発電所外に退避させるよう

指示する。また、この際、発電所対策本部総務班長は、退避誘導員に発電所外への発電

所退避者の氏名を記録するよう指示する。

なお、発電所退避者をヌ九く電所外に退避させる場合には、発電所対策本部総務班長はそ

の旨を直ちに所在都道府県知事、所在市町村長、関係周辺都道府県知事、原子力防災専

門官および各関係機関に連絡する。

(4)発電所姑策本部安全管理班長は、原子力防災体制発令中においては、発電所内への入

域を制限する。また、発電所対策本部総務班長は、発電所内における原子力災害対策活

動に関係のない車両の使用を禁止する。

3.放射能影響範囲の推定等

(1)発電所対策本部放射線管理蔓長は、発電所内および発電所敷地周辺の放射線ならびに

放射能の測定 (以下 「発電所緊急時モニタリング」という。)を行う。

(2)発電所対策本部放射線管理班長は、排気筒モニタのデータ等から外部へ放出された放

射性物質の量の評価を行 う。

(3)発電所対策本部安全管理班長は、前号の評価結果、気象観測データ等から放射能影響
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範囲を推定する。

4.消火舌動

発電所対策本部総務班長、発電斑長および保修班長は、速やかに火災の発生状況を把握

し、安全を確保しつつ迅速に初期の消火活動を行 うとともに消防署に火災の現場状況等

を速やかに連絡する。

5.緊急時医療

(1)発電所対策本部総務班長、放射線管理班長および保修班長は、負傷した者、放射線に

よる障害が発生した者またはそのおそれのある者 (以下「負傷者等」という。)がいる

場合は、負傷者等を可能な限り放射線による影響の少ない場所に速やかに救出し、必要

に応じ別図 2-5-16に 定める緊急医療処置室に搬送する。
(2)発電所対策本部総務力)王長および放射線管理班長は、前号により搬送した負傷者等に応

急処置および除染等の措置を講じる。また、発電所対策本部総務班長は、医療機関への

移送および治療の依頼の措置を講じる。この際、移送先の医療機関については、福井県

の指示を受ける。

(3)発電所対策本部総務班長は、負傷者等を医療機関へ移送する際に、放射性物質や放射

線に対する知識を有し、線量評価や汚染の拡大防止措置が行える者を随行させる。

なお、随行者は、搬送機関および医療機関に必要な情報を伝達するとともに、負傷者

等の移送を行った救急車や処置を行った医療機関の処置室等の汚染検査に協力し、そ

の結果を発電所対策本部総務班長に連絡する③連絡を受けた発電所対策本部総務班長

は、その旨を福井県に報告する。

(4)発電所対策本部総務班長は、発電所対策本部の要員に対し心身の健康管理に係わる適

切な措置を講 じる。

6.二次災害防止に関する措置
発電所対策本部総務班長は、医療機関への移送、治療や消防機関に消火活動を依頼する

ときおよび救急隊、消防隊等が到着したときに、事故の概要および負傷者等の放射性物質

による汚染の状況等、二次災害防止のために必要な情報を伝達するなどの措置を講じる。

7.汚染拡大の防止および防護措置

(1)発電所対策本部放射線管理班長は、ヌ光(電所内での不要な被ばくを防止するため、立入

りを禁止する区域を標識により明示するほか、必要に応 じ所内放送装置または運転指令

装置等により周知する。また、応急対策を実施する場所において放射性物質による汚染

が確認された場合には、速やかに汚染の拡大防止および放射性物質の除去に努める。

(2)発電所対策本部放射線管理班長は、必要に応じて原子力災害対策活動等に従事する者

に対し、防護マスクの着用および線量計の携帯等の防護措置を講じる。

なお、発電所対策本部総務班長は、発電所対策本部放射線管理班長の協力を得て、原

23



子力災害対策活動等に従事する者に対し、別表 3-2-26に 定める基準により、安定
ヨウ素剤を服用させる。

8.線量評価
発電所対策本部放射線管理班長は、発電所退避者および緊急事態応急対策等の活動を

行 う発電所対策本部の要員の線量評価を行 う。

9.要員の派遣、資機材の貸与

発電所対策本部長は、指定行政機関の長および指定地方行政機関の長ならびに地方公

共団体の長その他の執行機関の実施する発電所外における応急の対策が、的確かつ円滑

に行われるようにするため、本店対策本部長の協力を得て、別表 3-2-27に 定める
要員の派遣、資機材の貸与その他発電所内の状況に関する情報提供等、派遣先の要請に

応じて必要な措置を講じる。

10.広報活動
(1)本店対策本部広報班長は、原子力防災センターにおける運営が開始されるまでに報道

機関から取材要請を受けた場合または当社から緊急記者発表を行 う必要があると認め

た場合、発電所対策本部広報班長と連携を取りながら、その状況に応 じて緊急のプレス

発表を行 う。

(2)発電所対策本部広報班長は、別図 3-2-18に 定める連絡経路により公表する内容
を取りまとめるとともに、別図 2-2-11(原 子力防災体制時にあつては、別図 2-
2-8)に 定める経路により関係箇所に連絡する。また、公表する内容について、あら
かじめ定める関係機関へ情報連絡を行う。

(3)本店対策本部長は、原子力防災センターにおける運営が開始された場合は、同センタ

ー内の活動に必要な要員を派遣し、発電所の状況および実施している応急措置の概要

等周辺住民に役立つ正確かつきめ細かな情報を随時報告させることにより、同センタ

ーにおいて実施される合同記者発表に協力する。

(4)発電所対策本部長は、原子力災害に係る住民からの問い合わせに備え、本店対策本部

長の協力を得て住民広報窓口を設置する。

11.応 急復旧

(1)発電所対策本部発電班長は、中央制御室の計器等による監視および巡視点検の実施に

より発電所設備の異常の状況、機器の動作状況等の把握に努める。

(2)本店対策本部長は、プラントメーカーおよび協力会社への協力を要請するとともに、

発電所が作成する応急復旧計画作成の支援を実施する。また、必要な資機材の確保、お

よび応急復旧要員の派遣等を行 う。

(3)発電所対策本部長は、プラン トメーカーおよび協力会社と連携 して別表 3-2-
28の業務を含め、応急復旧のための計画を作成し、当該計画に基づき速やかに復旧対
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策を実施する。

12.原 子力災害の拡大防止を図るための措置
発電所対策本部長は、以下に示すとおり、原子力災害 (原子力災害が生ずる蓋然性を含

む。)の拡大防止を図るための措置を講じる。

(1)原子炉の運転状態、工学的安全施設等の動作状況の把握を行い、その結果に基づき、

災害の拡大防止に必要な機械、電気設備の応急補修措置および原子炉の運転停止等の

運転上の措置を講じる。

(2)事故の拡大の可能性、放射性物質等が外部へ放出される可能性を評価し、汚染、被ば

く拡大防止対策のための放射線に関する影響範囲および拡大性の把握を行う。

(3)上記 (2)の結果に基づき、立入制限区域の設定を行 う。

(4)上記 (2)の結果に基づき、危険物施設の防護措置を講じる。

13.被 災者相談窓口の設置
本店対策本部長は、原子力緊急事態解除宣言前であっても、可能な限り速やかに被災者

の損害賠償請求等に対応するため、相談窓口を設置する。

14.運搬に係る応急措置
(1)発電所対策本部長は、運搬に係る応急措置を講じる場合、本店封策本部長の協力を得

て、直ちに別表 3-2-27に 定める要員の派遣、資機材の貸与その他必要な措置を講
じる。

(2)現地に派遣された要員は、当社が運搬を委託した者、最寄りの消防機関、警察および

海上保安部と協力して事象の状況を踏まえ、次に掲げる措置を講じ、原子力災害の発生

および拡大の防止を図る。

a.立入制限区域の設定および退避等の実施
b.環境放射線モニタリングの実施
c.消火、延焼防止措置の実施

d.負傷者等の救出
e.輸送物の安全な場所への移動
f.漏えいの拡大防止措置の実施および汚染の除去、遮へい対策の実施
g。 その他必要な措置の実施

なお、上記の要員が到着するまでの間、運搬に携わっている社員および当社が運搬を

委託した者は、携行している資機材を用いて、以下の措置を講 じる。

h.立入制限区域の設定および退避等の実施
i.環境放射線モニタリングの実施
j.消火、延焼ll方止措置の実施

k.負傷者等の搬出
1.その他必要な措置の実施
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第 3節 緊急事態応急対策

1.原子力緊急事態の報告

発電所対策本部長は、原災法第 15条第 1項に関する別表 3-3-29に 定める報告
基準に至った場合は、様式 3-3-11を 用いて、別図 2-2-11(運 搬の場合にあつ

ては、別図 2-2-12)に 定める報告 (連絡)経路に基づき、関係機関に報告するとと

もに、あらかじめ定める関係機関へ情報連絡を行う。

2.応急措置の継続実施

発電所対策本部長は、本章第 2節 「応急措置の実施」に定める措置 (前節 9.の要員の

派遣、資機材の貸与を除く。)を、原子力緊急事態角早除宣言があるまでの間継続して講じ

る。

なお、要員の派遣、資機材の貸与については、本節 3.の とおりとする。

3.要員の派遣、資機材の貸与

(1)発電所対策本部長は、本店対策本部長の協力を得て、指定行政機関の長および指定地

方行政機関の長ならびに地方公共団体の長その他の執行機関が実施する発電所外にお

ける緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため別表 3-3-30に

定める派遣先に対し、同表に定める要員の派遣、資機材の貸与その他発電所内の状況に

関する情報提供等、派遣先の要請に応 じて必要な措置を講じる。

(2)派遣された要員は、原子力災害合同対策協議会等の派遣先の各機関と連携しつつ、別

表 3-3-30に 定める業務を行 う。また、その業務内容について、発電所対策本部長
に報告する。

なお、運搬の場合は、現地に派遣された要員は、当社が運搬を委託した者と協力し、

国の現地対策本部の指揮に基づき、災害現場に派遣された専門家の助言を踏まえつつ、

緊急事態応急封策を主体的に講じる。

(3)発電所対策本部長は、緊急事態応急対策の実施に関し、本店対策本部からの支援を必

要とするときは、要員の派遣および資機材の貸与について、本店対策本部長に要請する。
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第 4章 原子力災害中長期紺策の実施

第 1節 原子力災害中長期封策の計画等

1.原子力災害中長期対策の計画

発電所対策本部長は、原子力緊急事態解除宣言があった場合、次の事項について本店対

策本部長の協力を得て、原子力災害中長期対策計画を速やかに策定し、原子力防災センタ

ーにおける現地事後射策連絡会議等にて、内閣総理大臣、原子力規制委員会、所在都道府

県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事に報告するとともに、あらかじめ定め

る関係機関に送付する。

(1)原子炉施設の復旧対策に関する事項 (本節 2.参照)

(2)環境放射線モニタリングに関する事項

(3)汚染検査、汚染除去に関する事項

(4)広報活動に関する事項

(5)被災者の損害賠償請求等への対応のための窓口に関する事項

(6)原子力災害中長期対策の実施体制・実施担当者および工程に関する事項

2.原子炉施設の復旧対策の実施

発電所対策本部長は、原子力災害発生後の事態収束を図るため、久の事項について復旧

計画を策定し、当該計画に基づき速やかに復旧対策を実施する。

(1)原子炉施設の損傷状況および汚染状況の把握

(2)原子炉施設の除染の実施

(3)原子炉施設損傷部の修理、改造の実施

(4)放射性物質の追加放出の防止

3.原子力防災体制および警戒体制の解除

(1)原子力防災イ本制の角早除

a.発電所対策本部長は、第 2章第 2節 1.(4)a.に より原子力防災体制を角♀除する。
また、原子力防災管理者は、原子力防災体制を解除し発電所対策本部を解散したときは、

原子力事業本部原子力発電部門統括に報告し、別図 2-2-11(運 搬の場合にあつて
は、別図 2-2-12)に 定める報告 (連絡)経路に基づき関係機関に連絡するととも
に、あらかじめ定める関係機関に連絡する。

b.本店対策本部長は、第 2章第 2節 1.(4)b.に より原子力防災体制を解除した場
合、原子力事業所災害対策支援拠点を廃止することができる。

(2)警戒体制の解除
a.発電所警戒本部長は、第 2章第 2節 1.(2)a.イこより発電所の警戒体制を解除す
る。また、原子力防災管理者は、警戒体制を解除し発電所警戒本部を解散したときは、

原子力事業本部原子力発電部門統括に報告し、別図 2-2-6に 定める通報 (連絡)経
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路に基づき関係機関に連絡するとともに、あらかじめ定める関係機関に連絡する。

b.本店警戒本部長は、第 2章第 2節 1.(2)b.に より本店の警戒イ本制を解除する。

4.原因究明および再発防止対策
発電所対策本部長は、本店対策本部長の協力を得て原子力災害の発生した原因を究明

し、必要な再発防止対策を検討、実施する。

5.汚染の除去

本店対策本部長は、原子力災害により放出された放射性物質により汚染された地域が

確認された場合は、国、地方公共団体等と協力して、汚染区域の除染および廃棄物の処理

に必要な措置を講じる。

6.被災者への生活再建等の支援
本店対策本部長は、国および地方公共団体等と協調し、復興過程の被災者への仮設住宅

等の提供など、その間の生活維持のための支援に協力する。

第 2節 要員の派遣、資機材の貸与

発電所対策本部長は、指定行政機関の長および指定地方行政機関の長ならびに地方公共

団体の長、その他の執行機関の実施する原子力災害中長期対策が、的確かつ円滑に行われる

ようにするため、本章第 1節 1.の原子力災害中長期対策計画に基づき、別表 4-2-31
に定める要員の派遣、資機材の貸与その他発電所内の状況に関する情報提供等派遣先の要

請に応じて必要な措置を講じる。

28



第 5章 その他

第 1節 福井県内の他原子力事業所への協力

原子力防災管理者は、福井県内の他原子力事業所で原子力災害が発生した場合もしく

はそのおそれがある場合、原子力事業本部原子力発電部門統括からの要請に応じ、当該事

業所が実施する事業所外での緊急事態応急対策等および原子力災害中長期対策を支援す

るため、次の措置を講じる。

(1)別表 5-1-32に 定める要員の派遣および資機材の貸与のうち発電所関係分
(2)若狭地域原子力事業者支援連携本部からの要員の派遣および資機材の貸与の要請ヘ

の協力

(3)上記 (1)お よび (2)による協力を円滑に進めるための別図 5-1-19に 定める
発電所支援会議の設置

第 2節 福井県外の原子力事業所等への協力

原子力防災管理者は、福井県外の原子力事業所で原子力災害が発生した場合もしくは

そのおそれがある場合、または他の原子力事業者が輸送の安全に責任を有する事業所外

運搬において原子力災害が発生した場合もしくはそのおそれがある場合は、「原子力災害

時における原子力事業者間協力協定」に基づき要請を受けた原子力事業本部の部門統括

からの支援要請に応 じ、当該事業所が実施する事業所外での緊急事態応急対策等および

原子力災害中長期対策を支援するため、次の措置を講 じる。

(1)別表 5-2-33に 定める要員の派遣および資機材の貸与のうち発電所関係分
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別表 2-1-1 原子力防災要員の職務 と配置

注)※ :別途定めるところにより活動を行 う初期対応要員を含む

1

職 務 酉己 置 要 員 要 員 数
特定事象が発生した場合における

当該特定事象に関する情報の整理

ならびに内閣総理大臣および原子

力規制委員会 (事業所外運搬に係

る特定事象の発生の場合にあつて

は、内閣総理大臣、原子力規制委

員会および国土交通大臣)、 関係

地方公共団体の長その他の関係者

との連絡調整

発電所内 本部附

情報ラリエ員

3名以上

原子力災害合同対策協議会におけ

る原子力緊急事態に関する情報の

交換ならびに緊急事態応急対策お

よび原子力災害事後対策について

の相互の協力

発電所内または

原子力防災センター

目1本部長

安全管理班員

4名 以上

特定事象が発生した場合における

当該特定事象に関する広報

発電所内または原子力

防災センター

本部附

広報班員

3名以上

原子力事業所内外の放射線量の測

定その他の特定事象に関する状況

の把握

発電所内または

原子力防災センター

目1本部長

木都附

放射線管理班員
ンデと電班員

5名以上

原子力災害の発生または拡大の防

止のための措置の実施

発電所内 電班員 24名※以上

防災に関する施設または設備の整

備および点検ならびに応急の復旧

発電所内 保修班員 13名※以上

放射性物質による汚染の除去 発電所内または

原子力防災センター

放射線管理班員

保修班員

3名 以上

被ばく者の救助その他の医療に関

する措置の実施

発電所内 総務班員

l呆修班員

3名 以上

原子力災害の発生または拡大の防

止のために必要な資機材の調達お

よび輸送

発電所内 本部附

総務班員

3名 以上

原子力事業所内の警備および原子

力事業所内における従業者等の避

難誘導

発電所内 安全管理班員

l呆修班員

3名以上



別表 2-1-2 副原子力防災管理者お よび原子力防災管理者
の代行順位

順位 副原子力防災管理者

１

２

３

４

５

６

７

原子力安全統括

副所長 (技術 )

安全・防災室長

運営統括長 (1・ 2号機 )

運営統括長 (3号機 )

品質保証室長

原子力防災管理者が指名した課 (室)長 (※ )

(※ ):副原子力防災管理者 を複数名選任 している場合の代行順位は、
あらか じめ定めるところによる。
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別表 2-3-3  発電所敷地周辺の放射線測定設備の種類

※ :原災法第 11条第 1項に基づく放射線測定設備

名  称 測定対象 検出器種類、計測範囲

No.1モニタポスト※ 空間線量率 NaI(10nGy/h～ 10境 Gy/h)、 電高性箱 (102nGy/h～ 108nGy/h)

N02モ ニタポスト※ 空間線量率 NaI(10nGy/h～ 101nGy/h)、 電萬佳箱 (102nGy/h～ 10SnGy/h)

No 3モニタポス ト 空間線量率 Nal(10nGy/h～ 104nGy/h)、 電離 箱 (102nGy/h～ 108nGy/h)

No 4モニタポス ト 空間線量率 NaI(10nGy/h～ 104nGy/h)、 電離箱 (102nGy/h～ 108nGy/h)

No.5モニタポス ト※ 空間線量率 NaI(10nGy/h～ 104nGy/h)、 電離箱 (102nGy/h～ 108nGy/h)

モニタステーション

空間線量率 NaI(10nGy/h～ 101nGy/h)、 電離箱 (102nGy/h～ 108nGy/h)

空気中グス ト プラスチックシンチレーション (0,1～ 105cps)

空気中ヨウ素 NaI(0。 1～ 105cps)
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別表 2-3-4  原子力防災資機材

分 }「l 原子力防災資機材現況届出昔の名称 発電所該当名称 数   足 点検頻度 保管場所

放射線障害防護用

器具

汚染防護ЛR 汚染防護服 110組 1回 /年
B中 央市」御室前

A中央

“

」御室

モニタリングカー

呼Π及用ボンベ付き一体型防護マスク セッレフエアセット 24個 1回 /年
B中 央制御室前

A中央制御室

モニタリングカー

フィル ター付き防護マスク ガス・グスト両用マスク 110個 1回 /年
B中 央制御室前

A中央制御室

モニタリングカー

非常用通信機器 緊急時電話回線 NTT電 話回線 1回線 緊急時対策P)T

ファクシミリ ファクシミツ装置 1台 2回/年 緊急 II寺射矢所

携帯電話等 携杵電話 7台

計測器 等
排気筒モニタリングR史術その他の

固定式測定器

排気筒モニタ

・格納容器排気筒モニタ

・補助建屋リト気筒モニタ

l台/ユ _ノ ト
1台/ユニット

定期検査作

定朗検査毎

1,2号船l力匙屋

3号補助建屋

排水モニ タ

・放水 ロモニタ 2台 /3ユニット 定朗検査毎
1,2号 放水 日

3号放水 日

ガンマ線測定用サーベイメータ 高線里当盈率サーベイメータ l台 1回 /年 A中 央制御室

化離箱式サーベイメータ 2台 1回 /年
B中央「l御室前

モニタリングカー

NaIシ ンチ レーシ ョン式サーベイ メー タ 1台 1回 /年 モニタリングカー

中性子線ィ気l定用サーベイメータ 中性子線サーベイメー タ 2台 1回 /年
A中央制御室
1,2号 ホ ッ トカ ウン

ト∈こ

空F日珂放射線積算線量計 熱蛍光線 量計 (TLD) 4個 1回/午 モニタ伎正室

表面汚染密度測定用サーベイ メー タ

げ線用汚染サーベイメータ 1台 1回 /午 モニタ技正室

β線用汚染サーベイメータ 1台 1回/年 モニタリングカー

可lA覺式グスト測定関連

機器

サ ン プ ラ 可搬式 グス トサンプラ 4台 1回 /午
モニタ枝正室

モニタ リングカー

事務所 5F

測   定  齢 ゲルマニ ウム lヽ箆高分析装 置 1台 1回 /年
1,2号ホットカウン

ト室

可搬式の放射性 ]ウ 素
測定関連機器

サ ン プ ラ 可搬式 ヨウ素サ ンプラ 2台 1恒1/年
モニタリングカー

事務所 5F

測   定  器 ゲル マニ ウム波高分 |「「装置 1台 1回 /年
1,2号 ホ ッ トカ ウン

ト室

lll人用外部被ばく線量測定機器 個人被ばく線盈ィ‖l定器 70台 1恒十/午
第 1出入管理室

第 3出入管J上室

その他
エ リアモニタ リング設備

エリアモニタ
・格納容器内高レンジエリアモニタ

・使 l「 済燃ホlピ ット区城エリアモニタ
12台 定期検査毎

1回 /年

1～ 3号格納容器
1～ 3号使用済燃オl
ビット

モニタリングカー モニタリングカー
移動式とタリンタ

｀
設備 1台 定州検査毎 モニタリングカー

車「 l 1台
道路運送車

両法による

3号燃料取誉州水
タンク付近

その他資機材 ヨウ素剤 ヨウ素刑 700錠 1回 /午 健康管コL室

担 架 担架 1+ヽ 1口 /年 側「康管理室

除染用 具 除染キット li〔 1回 /午 B中 央制御室前

被ばく子の徹送のために使用可能な車両 救急急忠輸送車 ,台 道路運送車

両法による
車ナi

犀外消火栓設備 又はつJ力消 |'方 ポ ンプ設備 屋外消火本令 1式 ll防法によ

る
犀 外

動力消防ポンプ設備 l台 1回 /年 原水ポンブ室
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別表 2-3-5 原子力防災関連資機材

分   類 名 称 数   量 点 検 頻 度 保管場所

放射線障害防護用

器具

グス トマスク 31個 1回/年
B中央制御室前
A中央制御室
モニタリングカー

自給式呼吸器 5個 1回/年
B中央制御室前
A中央制御室

高線量対応防護服 10着 1回/年 B中央制御室前

非常用通信機器
社内ホッ トライン 1回線 1回/年 緊急時対策所

NTT電 話回線 17回線

社内電話 (原子力事業本

部間/各発電所間)
14/8回線 1回/年

衛星回線社内電話 1回線 1回/年 緊急時対策所

無線装置 4台 2回/年
緊急時対策所

事務所
モニタリングカー

衛星電話 10台 1回/年 代替指揮所

衛星携帯電話 10台 1回/年 事務所

緊急時衛星通報 システム

(フ ァクシミリ)
1台 2回 /年 事務所

統合原子力防災ネ

ットワークに接続
する通信機器 (衛
星系/地上系)

テレビ会議システム 2台 1回/年 緊急時対策所

代替指揮所

ファクシミリ 4台 1回/年
緊急時対策所

代替指揮所

電話 8台 1回/年 緊急時対策所

代替指揮所

安全パラメータ伝送

システム※
1式 1回/年 3号機メタクラ室

計測器等 可搬型モニタリングポス ト 1台 1回/年 事務所別館

ホールボディカウンタ 1台 1回/年 ホールボディカウンタ室

その他資機材 緊急時車両 (ライ トバン) 1台 道路運送車両法

|こ よる
発電所敷地内駐車場

非常用食糧 3, 300食 1回/年 発電所敷地内

※ :伝送経路の多重化は平成 29年度運用開始予定
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別表 2-3-6 シビアアクシデント対策等に関する資機材

※ :燃料補充については、陸路を基本とし確実に輸送できる経路をもつて行う。

6

名    称 数  量 点検頻度 設置場所

空冷式非常用発電装置

1825kVA

3台 1回/2週間 1号補助建屋南側

1号補助建屋南側

消防ポンプ (可搬式エンジン駆動ポン

プ )

[定格流量 :36m3/h以上、吐出圧 :

1.OMPa]

12台 2回/年 3号補助建屋北側

2号中間建屋内

3号中間建屋内

消防ポンプ (可搬式エンジン駆動ポン

プ )

[定格流量 :36m3/h以上、吐出圧 :

0.8MPa]

1台 2回/年 3号中間建屋内

消防ポンプ (可搬式エンジン駆動ポン

プ)

[定格流量52m3/h以上、吐出圧 1.0卜IPa]

6台 2回/年 3号補助建屋北側

大蓉量ポンプ (ディーゼル駆動式 )

[定格流量 :1,320m3/h、 定格揚程

120m]

1台 1回/年 3号補助建屋北側

仮設中圧ポンプ

[定格流量 :30m3/h]

2台 定期検査毎 3号補助黛屋南側

化学消防車 1台 車両 :4回/年

艤装部 :1回/年

特高開閉所西側

ホイールローダー 1台 1回/年 第 1廃棄物庫付近

タンクロー リー 2台 1回/年 3号補助建屋西側

第 1廃棄物庫付近

燃料 (ガソリン)※ 約 3m3 2回/年 3号補助建屋北側

燃料 (A重油)※ 約 412m3 1回/年 1号中間建屋東側

2号中間建屋西側

3号中間建屋北側

3号タービン建屋南側



別表 2-3-7 本店原子力緊急時対策木都の原子力防災関連資機材 (1/2)

(原子力事業本部)

分   類 名 称 数  量 点 検 頻 度 保管場所

放射線障害防護用

器具
ガス・グス ト両用マスク 12個 1回/年 緊急時対策室

非常用通信機器
社内ホットライン 1回線 1回/年 緊急時対策室

NTT電 話回線 11回線 緊急時対策室

社内電話 37回線 1回/年 緊急時対策室

衛星電話 5台 1回/年 緊急時対策室

衛星携帯電話 11台 1回/年 緊急時対策室

緊急時衛星通報システム (フ ァク

シミリ)
1台 2回/年 緊急時対策室

統合原子力防災ネ

ットワーク用通信

機器 (衛星系/地
上系 )

テレビ会議システム 1台 1回/年 緊急時対策室

ファクシミリ 4台 1回/年 緊急時対策室

電話 8台 1回/年 緊急時対策室

安全パラメータ伝送システム
※1 1式 1回/年 原子力事業本部

社屋 2階

計測器等
個人被ばく線量測定器 10台 1回/年 緊急時姑策室

NaIシ ンチレーション式
サーベイメータ

1台 1回/年 緊急時対策室

表面汚染密度測定用

サーベイメータ
1台 1回/年 緊急時対策室

電離箱式サーベイメータ 1台 1回/年 緊急時対策室

可搬型グス ト・ヨウ素サンプラ 1台 1回/年 緊急時姑策室

その他資機材
ヨウ素剤 50錠 1回/年 健康管理室

非常用食糧
※2 2,280食 1回/年

原子力事業本部

社屋 4階

非常用発電機 1台 1回/年
原子力事業本部

社屋地下 1階

燃料 (重油)※
2

約 9.5m3 1回/月
原子力事業本部

社屋地下 1階

※ 1

※ 2

ERSSへ の伝送項目は、別表 2-5-16の とおり。
記載数量の他、最寄の小売店より調達する。
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別表 2-3-7 本店原子力緊急時対策本部の原子力防災関連資機材 (2/2)

(中之島)

※ :記載数量の他、最寄の小売店より調達する。

分   類 名 称 数  量 点 検 頻 度 保管場所

非常用通信機器
社内ホントライン 1回線 1回/年 非常災害対策室

NTT電 話回線 3回線 1回/年 非常災害対策室

社内電話 9回線 1回/年 非常災害対策室

衛星電話 2台 1回/年 非常災害対策室

統合原子力防災ネ

ットワーク用通信

機器 (衛星系/地
上系)

テレビ会議システム 1台 1回/年 6階会議室

ファクシミリ 4台 1回/年 6階会議室

電話 8台 1回/年 6階会議室

その他資機材
非常用発電機 2台 1回/年 発電機室

燃料 (重油)※ 約 45m3 1回/月 オイルタンク室
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※ 1

※ 2

※ 3

※ 4

別表 2-3-8 原子力事業所災害対策支援拠点の原子力防災関連資機材

発災後に1処 1点へ搬入する。

最寄の小売店から調達する。

協力会社との輸送車両調達の覚書を締結する。

保管場所からの輸送については陸路を基本とし、確実に輸送できる経路をもつて行う。

9

分   類 名 称 数   量 点 検 頻 度 保管場所

出入管理
入構管理証発行機 1式 1回/年 美浜整備センター

作業者証発行機 1式 1回/年 美浜整備センター

放射線防護教育資料 100部 1回/年 美浜整備センター

計測器類 表面汚染密度沢J定用

サーベイメータ
6台 1回/年 美浜整備センター

NaIシ ンチレーション
サーベイメータ

1台 1回/年 美浜整備センター

電離箱サーベイメータ 1台 1回/年 美浜整備センター

個人被ばく線量測定器 150台 1回/年 美浜整備センター

ホールボディカウンタ
※I 1台 1回/年 非発災発電所

放射線障害防護用
器具 汚染防護服 1, 000組 1回/年 美浜整備センター

全面マスク 250個 1回/年 美浜整備センター

チャコールカー トリッジ 2, 000個 1回/年 美浜整備センター

非常用通信機器
衛星電話 2回線 1回/年 美浜整備センター

携帯電話 5回線

その他資機材
ヨウ素剤 2, 000錠 1回/年

原子力事業本部

健康管理室

除染用機材 (シャワー設備等 ) 2台 1回/年 美浜整備センター

除染キット 1式 1回/年 美浜整備センター

養生資材 1式 1回/年 美浜整備センター

非常用食糧
※2

小型発電機 (2 6kVA) 4台 1回/年 美浜整備センター

資機材輸送車両
※3 2台

燃料 (ガ ソリン)※
2



区 分 資   料   名 保管場所

1.組織および体制に

関する資料

(1)緊急時対応組織資料

※① 美浜発電所原子力事業者防災業務計画
※② 美浜発電所原子炉施設保安規定
③ 原子力防災規程
④ 非常時の措置通達
⑤ 原子力防災業務要綱
⑥ 美浜発電所事故時操作所則
⑦ 美浜発電所電源機能等喪失時における原子炉施設
の保全ための活動に係る対応所達

(2)緊急時通信連絡体制資料

① 原子力防災組織要員名簿等

緊急時対策所

代替指揮所

2社 会環境に関する
資料

(1)美浜発電所周辺人口関連資料

① 方位別人口分布図
② 集落別人口分布図
③ 市町村人口表
(2)美浜発電所周辺環境資料

① 発電所周辺航空写真
② 発電所周辺地図 (2万 5千分の 1)
③ 発電所周辺地図 (5万分の 1)
④ 市町村市街図

緊急時対策所

代替指揮所

8.放射能影響推定に

関する資料

(1)美浜発電所気象関係資料

① 気象観測データ
(2)緊急モニタリング資料

① 空間線量モニタリング配置図
② 環境試料サンプリング位晋ヒ図
③ 宋境モニタリング測定データ
(3)美浜発電所設備資料

① 主要系統模式図
※② l～ 3号機 原子炉設置 (変更)許可申請書
③  l～ 3号機 系統図
※④ プラント配置図
⑤  l～ 3号機 プラン ト関係プロセスおよび放射
線計測配置図

⑥ プラント主要設備概要
⑦ l～ 3号機 原子炉安全保護系ロジックー覧表

緊急時対策所

代替指揮所

4.事業所外運搬に関

する資料

① 全国道路地図
② 海図 (日 本領海部分)
③ 核燃料輸送物安全解析書

緊急時対策所

別表 2-4-9 発電所の緊急事態応急対策等の活動で使用する資料

※ :原災法第 12条第 4項に基づき、原子力防災センターに備え付けるために内閣総理大臣に提出
する資料
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別表 2-4-10 本店原子力緊急時対策本部の緊急事態応急対策等の活動で使用する資料

区 分 資   料   名 保管場所

1.組織および体制
に関する資料

(1)緊急時対応組織資料

① 美浜発電所原子力事業者防災業務計画
② 美浜発電所原子炉施設保安規定
③ 原子力防災規程
④ 非常時の措置通達
⑤ 原子力防災業務要綱
⑥ 美浜発電所事故時操作所貝u
⑦ 美浜発電所電源機能等喪失時における原子炉施設
の保全のための活動に係る姑応所達

(2)緊急時通信連絡体制資料

① 原子力防災組織要員名簿等

原子力事業本部

緊急時対策室

2.社会環境に関す
る資料

(1)美浜発電所周辺人口関連資料

① 方位別人口分布図
② 集落別人口分布図
③ 市町村人口表
(2)美浜発電所周辺環境資料

① 発電所周辺航空写真
② 発電所周辺地図 (2万 5千分の 1)
③ 発電所周辺地図 (5万分の 1)
④ 市町村市街図

原子力事業本部

緊急時対策室

3.放射能影響推定
に関する資料

(1)美浜発電所気象関係資料

① 気象観測データ
(2)緊急モニタリング資料

① 空間線量モニタリング配置図
② 環境試料サンプリング位置図
③ 環境モニタリング測定データ
(3)美浜発電所設備資料

① 主要系統模式図
② l～ 3号機 原子炉設置 (変更)許可申請書
③ l～ 3号機 系統図
④ プラント配置図
⑤  l～ 3号機 プラン ト関係プロセスおよび放射線
計測配置図

⑥ プラント主要設備概要
⑦ l～ 3号機 原子炉安全保護系ロジックー覧表

原子力事業本部

緊急時対策室

4.事業所外運搬に
関する資料

① 全国道路地図
② 海図 (日 本領海部分)
③ 核燃料輸送物安全解析書

原子力事業本部

緊急時対策室
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別表 2-4工 11 原子力事業所災害対策支援拠点の緊急事態応急対策等の
活動で使用する資料

※ :保管場所からの輸送については陸路を基本とし、確実に輸送できる経路をもつて行 う。

区 分 資   料   名 保管場所

1.組織および体制
に関する資料

(1)緊急時対応組織資料

① 美浜発電所原子力事業者防災業務計画
② 美浜発電所原子炉施設保安規定
③ 原子力防災規程
④ 非常時の措置通達
⑤ 原子力防災業務要綱
(2)緊急時通信連絡体制資料

① 原子力防災組織要員名簿等

原子力事業本部

2.社会環境に関す
る資料

(1)美浜発電所周辺環境資料

① 発電所周辺航空写真
② 発電所周辺地図 (2万 5千分の 1)
③ 発電所周辺地図 (5万分の1)
④ 市町村市省図

原子力事業本部

3.そ の他資料 (1)美浜発電所設備資料

① l～ 3号機 原子炉設置 (変更)許可申請書
② プラント配置図

原子力事業本部
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別表 2-4-12 原子力規制庁緊急時対応センターの活動で使用する資料

※ :原災法第 12条第 4項に基づき、原子力防災センターに備え付けるために内閣総理大臣に提出
する資料

区 分 資   料   名 保管場所

1.組織および体制
に関する資料

(1)緊急時対応組織資料

※① 美浜発電所原子力事業者防災業務計画
※② 美浜発電所原子炉施設保安規定
③ 美浜発電所事故時操作所則

緊急時姑応セ ン

ター (ERC)

2.放射能影響推定
に関する資料

(2)美浜発電所設備資料

※① l～ 3号機 原子炉設置 (変更)許可申請書
② l～ 3号機 系統図
※③ プラント配置図
④  l～ 3号機 プラン ト関係プロセスおよび放射
線計測配置図

⑤ l～ 3号機 原子炉安全保護系ロジックー覧表

緊急時対応セン

ター (ERC)
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別表 2-5-13 発電所の緊急事態応急対策等の活動で使用する施設

緊急時対策所 (所在地 :福井県三方郡美浜町丹生 66川坂山5-3)

代替指揮所 (B中央制御室横会議室他)

緊急時対策所 (耐震建屋)※

※ :緊急時対策所 (耐震建屋)については、平成 29年度運用開始予定

項   目 仕  様 点検頻度

広 さ ・面積 約 300m2 1回/年

耐地震・耐台風 ・建築基準法の 1.5倍の耐力を有するコンクリー ト建屋 1回/年

耐津波 ・室内への上水措置 1回/年

耐放射線 ・地下構造

・よう素除去フィルターを備えた空気浄化設備

1回/年

非常用電源 ・ 1, 3号機非常用ディーゼル発電機

・空冷式非常用発電装置

1回/年

燃 料 ・備蓄燃料 約 412m3(3日 以上) 1回/年

通信設備 ・別表 2-3-4お よび別表 2-3-5の とおり 同  左

項   目 仕  様 点検頻度

広 さ ・面積 約 316m2 1回/年

耐地震・耐台風 ・耐震構造 (Sク ラス) 1回/年

耐津波 。T.P約 17mに設置 1回/年

耐放射線 ・よう素除去フィルターを備えた空気浄化設備

・コンクリー ト構造の建屋内に設置

1回/年

非常用電源 ・ 3号機非常用ディーゼル発電機

・空冷式非常用発電装置

。可搬型発電機

1回/年

燃料 ・備蓄燃料 約 412m3(3日 以上) 1回/年

通信機器 ・男可表 2-3-5の とお り 同  左

項   目 仕  様

広 さ 面積 約 400m2

耐地震・耐台風 ・耐震構造

耐津波 ・高台に設置または水密化

耐放射線 ・よう素除去フィルターを備えた空気浄化設備

・コンクリー ト構造の建屋内に設置

非常用電源 ・専用非常用発電機

燃料 ・備蓄燃料  3日 以上

14



分   類 名 称 数   量 点 検 頻 度 保管場所

気象観測設備

風向風速計 (EL約 94.Om) 1式 1回/年 発電所構内

風向風速計 (EL約 18.5m) 1式 1回/年 発電所構内

別表 2-5-14  発電所の緊急事態応急対策等の活動で使用する設備
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別表 2-5-15 本店の緊急事態応急対策等の活動で使用する施設

原子力事業本部緊急時対策室※
I 
航在地 :福井県 方郡美浜町郷市 13号横田8番l

本店非常災害対策室※
1[代
替場所※
2](所在地 :大阪市北区中之島 8丁目6番 16〕

原子力事業本部緊急時対策室および本店非常災害対策室を合わせて本店対策本部とする。

原子力事業本部緊急時対策室の代替場所をとして使用する。

※ 1

※ 2

項  目 仕  様 醜

広 さ ・面積 約 360m2 1回/年

耐地震・耐台風 。一般建築物相当の耐震陛を有するコンクリート建屋 1回/年

而撒 ・T.P約 28mに設置 1回/年

蜘 ・よう素除去フィルターを備えた空気浄化設備

・放射線障害防護用器具硯可表2-3-7の 放射線障害防護用器
具のとおり)

1 [三]/寄―

非常用電源 ・非常用ディーゼル発電機

。発電機車

1回//年

鵬 ・備蓄燃料 約 9.5m3辟 ,1日 ノ刀`l
。その他最寄の小売店より調達可能

1回/年

通信設備 別表 2-3-7(1/2)の とおり 同 左

項  目 仕  様 ツ醜

広 さ ・面積 約 620m2 1回/年

耐地震・耐台風 ・一般建築物相当の耐震性を有するコンクリー ト建屋 (制震

装置あり)

1回//年

耐 ・T.P約 29mに設置 1回//年

非常用電源 ・非常用ディーゼル発電機 1回/年

卿 ・備蓄燃料 約 45m3係〕1日 /刀` l

・その他最寄の小売店より調達可能

1回//年

通信設備 ・別表2-3-7(2/2)の とおり 同 左
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l`o 常時伝送項日 単位 ド、() 常時伝送項 目 単位

1 格納容澪JF気画ノザスモニタ 61 A補助給水流量 m3/h
格納容器〕F気筒高レンジガスモニタ(低レンジ) 62 B柿助給水流量 m3/h

3 格納容器排気筒高レンジガスモニタ(高 レンジ) 63 Aループ給水流量 (CHl) t/h
4 補助建屋排気筒ガスモニタ 64 Aループ給水流三 (CH2) t/h

イ市助建屋排気筒高レンジガスモニタ(低レンジ) 65 Bループ給水流量 (CH3) t/h

6 補助えL屋排気筒高レンジガスモニタ(高 レンジ) 66 8ループ給水流量 (CH■ ) し/h
7 10分間最多風i向方位合号 (山頂 ) 67 A主蒸気ヘッダ人口圧力 (CH2) MPa
8 風速 10分出]平均値 (山頂 ) m/s 68 A主蒸気ヘッグ入 H圧力 (CH3) IヽPa

9 大気安定度 69 B主蒸気ヘッグ入 日圧 力 (CH3) MPa

10 モニタポストNO[ nCy//h 70 B主蒸気ヘッグ入日圧力(CH2) MPa
ll モニタポストN02 nGy//h 71 安全注入動作 発生/復帰
モニタポストN03 nCyッ/h 72 原子炉水位 (レベル 1) 水位有/水位架

1:〕 モニタポストN04 nCy//h 73 原子炉水位 (レベル 2) 水位有/水位無
14 モニタ月ヾストN05 nGv//h 74 原子炉水位 (レベル 3) 水位有/水位無
15 モニタステーション RGy/h 75 原子炉水位 (レベル4) 水位有/水位無

[6 Aループ冷却材圧力 (広城 ) WIPa 76 原子炉水位 (レベル 5) 水位有/水位無
[7 Bループ冷却材圧力(広域 ) MPa 77 原子炉水位 (レベル 6) 水位有/水位無
18 Aループ冷却材高ィ8側温度 (広域 ) ℃ 78 A格納容誅 T『循県ファン 運転/停止

19 Bループ冷」H羽 高温側温度 (広域 ) ℃ 79 B格納容器再循曳ファン 運転/停止

20 低温側女全注入流足 m3//h 80 C格納奈器再循県ファン 運転/停止
21 原子炉容器安全注入流盈 m3/h 81 D格納容器再循環ファン 運転/停 止

22 Aループ余熱除去系流量 m3/h 82 中性子源領域中性子束 (CHl)

23 Bループ余熟除去系流量 rn3/h 83 中性子源領城中性子束 (CH2)

24 A高圧注入ポンプ 運転/停止 84 出力領域中性 了束 (CHl) %

25 B高圧注入ポシプ 運転/停止 85 出力領蚊 中陛子束 (CH2) %

26 C高圧注入ポンプ 運転/停止 86 出力領城中性子束 (CH3) %
27 A余熱除去ポンプ 道市と、/停止 87 出力領域中性子束 (CH4) d/o

28 B余熱除去ポンプ 運転/停止 88 格納客器内ガスモニタ

29 出力領城平均中性子束チャンネル平均値 % 89 放水 ロモニタ

30 中間傾城中性子束 (CHl) A

31 中間領域中性子束 (CH2) A

32 全制御棒企 1市人 全キF入/引抜
33 加圧器水位 (CHl) %

34 加圧器水位 (CH2) %

35 格納容器圧力(CH2)(PAM) kPa

36 格納容器圧力(CH3)(PAM) kPa

37 格納容器隔HllA(T信号 ) 発生/復 l予
38 内部スプレ流量 m3/h
39 A内部スプレポンプ 運転/停 止
40 B内 部 スプレポシプ 運転/停止
4-lC2母練電圧 kV

42 4-lD2母線電圧 kV

43 A D/Gしゃ断器 入/サl

44 BD/Cしゃ断器 入/切
15 炉内T/C最 高 l芭 (瞬時値) ℃

46 炉内T/C平均 111(野時 l直 ) ℃

47 1次冷却材サブクール度 (T/C) ℃

48 Al′春納祭器内高レンジエリアモニタ(高レンジ) rnSv//h

19 B格納容イド内高レンジエリアモニタ(高レンジ) mSv//h

50 AV{納容器循棠ファン入日空気温度 ℃

51 B格納容器循環ファン人口空気温 lヽ[ ℃

52 14納容器再循県サンプ広蚊水位(CHl) %

58 路納容器再循環サンブ広域木位 (CH2) %

54 燃本IT又答用水タンク水位 (1) %
55 燃料収替用水タンク水位 (2) %

56 充てん流 量 m3/h
37 復水辮空気抽出器ガスモニタ

58 本気発生器ブローダウン水モニタ

59 A蒸気発生器広 h光水位 %

60 B蒸気孔く生器広域水位 %

美浜 1号機

月町表2-5-16 ERSS伝 送データ項 目

(1/3)
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ヽo 1汁時伝送項 日 単位 No 常時伝送項 日 単イ立

格納容器排気筒ガスモニタ 61 A補助給水流量 m3/h
格納容器llF気筒高レンジガスモニタ(低レンジ) 62 Bれ l助給水流量 m3/h

3 Fイ納容器JF気筒高レンジガスモニタ(高レンジ) 63 Aループ給水流盈 (CHl) t/h

ll市助建屋 J卜気筒ガスモニタ 64 ヘルーブ給水流星 (CH2) t/h

5 柿助建屋リト気筒高レンジガスモニタ(低レンジ) 65 Bループ給水流量(CH3) t/h

6 前助建屋俳気筒高レンジガスモニタ(高 レンジ) 66 Bループ給水流孟 (CH■ ) t/h

7 10分問最多風向方位番号 (山頂) 67 へ主蒸気ヘッダ入日圧力 (CH2) MPa

8 風速 10分間平均 l直 (山 頃) m/s 68 A主ネ気ヘッグ入日圧力(CH3) MPa

9 大気安定度 69 B主蒸気ヘッダ人日圧力 (CH3) 〔ヽPa

tO モニタポストN0 1 nGy/h 70 B主蒸気ヘッグ八日圧力 (CH2) MPa

11 モニタ月ヾストN02 nCy/h 71 安全注入 |力作 発生/復帰
モニタポストN03 れGy/h 72 原子炉水位 (レベル 1) 水位有/水位無

1:] モニタポストN04 れGy/h 73 原子炉水位 (レベル 2) 水位有/水位無
14 モニタ月ヾストN05 nCy/h 74 原子炉水位 (レベル 3) 水位有/水位無
15 モニタステーション nCy//h 75 原子炉水位 (レベル4) 水位有/水位無

16 膨レープ冷却材圧力(広域)(CHl) W[Pa 76 原子炉水位 (レベル 5) 水位有/水位無
[7 Bループ冷却材圧力(広蚊)(cH4) MPa 77 原子炉水位 (レベル 6) 水位有/水位無
18 Aループ冷却材高温側温度 (広 l油文)(CHl) ℃ 78 A格納容器循県ファン 運申ム/停止

19 Bループ冷却材高温側温度 (広ナ茂)(cHl) ℃ 79 B格納容器循環ファン 運転/停止

20 低温lU安全ィ■人流量 m3/h 80 8格納容器術屎ファン 運転/停 止

21 原子炉容器安全注入流量 m3/h 91 D格納容器循環ファン 運転/停止

22 ナヽループ余熱除去系流量 m3/h 82 中性子源領域中性子束 (CHl)

23 Bループ余熱除去系流孟 m3/h 83 中性子源領域中性子束 (CH2)

24 A高圧イ■人ポンプ 運市ム/陣止 84 Щ力領
`支

中性 了束 (CHl) %

25 B高圧注入ポシプ 運ほ/停止 85 JJ力領城中性子束 (CH2) 兆

26 A余熱余去ポンプ 運転/停止 86 出力領域中性子束 (CH3) %
27 B余熱除去ポンプ 運転/停止 87 ■1カ領 h立呵卜陛子束 (CH4) %

28 出力領域平均中↑上子束チャンネル平均値 % 88 l召納容器内ガスモニタ

29 中間領域中性子束 (CHl) A 89 「攻水 ロモニタ

30 中間領丼克中性子束 (CH2) A

31 全信」御体全

“

預入 全挿入/引抜

32 加圧器水位 (CHl) %

33 川I圧冊水位 (CH2) %

34 格納容器圧力(CH2) kPa

35 格納熔器圧力(CH3) kPa

36 格納容イトI偏離A(T信 ) 発生/復帰
37 A内部スプレ流盈 m3/h
38 B内部スプレ流盈 1113//h

39 A内 部スプレポンプ 運転/停止

40 B内部スプレポシプ 運転/停止

4-2C母 練電圧 kV

42 4-2D母線電圧 kV

43 A D/Gし ゃ 1些 Fl器 人/切
44 BD/Gしゃ断器 入/りJ

15 炉内T/C最 高値(1舜時値) ℃

珀6

'v・

内T/C平均 l芭 (瞬 時l芭 ) ℃

47 1次冷却材サブクール度 (T/C) ℃

48 A格納か器高レンジエリアモニタ(高 レンジ) rnSv/h

19 B格納容イ下高レンジエリアモニタ(高 レンジ) rnSv//h

50 A格納容器術哄ファン入日空気温度 ℃

51 B格納容器循県ファン入日空気温l丈 ℃

52 格納容器再循県サンプ広域水位 (CHl) %

53 格納容器再循環サンプ広城水位 (CH2) て
ぉ

54 燃料日又誉用水タンク水位 (1) %

55 燃料 l{文 IJぺ用水タンク水位 (2) %

56 充てん流 盈 m3/h
57 復水器空気抽出器ガスモニタ

58 本気発生器ブローダウン水モニタ

59 A本気発生せ丼広域水位 (CH3) %

60 B木気発生器広域水位 (CH2) %

美浜2号機

月可表 2-5-16 ERSS伝 送データ項 目

(2//3)
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No 常 I寺伝送項 日 単位 No 常時伝送項日 単位

1 路納容器排気筒ガスモニタ 61 復水器空気抽出器ガスモニタ

2 勝納容器すりF気筒高レンジガスモニタ(低 ) 62 恭気発生器プローダウン水モニタ

3 格納容器リト気簡高レンジガスモニタ(高 ) 63 A一 SG広域水位 %

4 肺助建屋排気筒ガスモニタ 64 B― SCttri克 水位 %

5 術助建屋リト気筒高レンジガスモニタ(低 ) 65 C― SG広域水位 %

6 捕助女LttJ卜気筒高レンジガスモニタ(高 ) 66 A補助綸水流量 rn3/h

7 10分 町最多風向方位帝号 (止 頂) 67 B補ロリ」給水流星 m3/h
8 亘ヽ速 10分「日剰平均値 (山頂 ) rn/s 68 Cttt助給水流量 m3/h
9 人気安定度 69 A給水流量CH4 し/h
10 モニタポストN0 1 nCy/h 70 A給水流量CH3 t/h

11 モニタポストN02 れGソ//h 71 B給水流量CH4 t/h

12 モニタポストN03 nGソ/h 72 B給水流量CH3 t/h

13 モニタポストN04 nCy/h 73 C給水流量CH4 t/h

14 モニタ月ヾストN05 nCy/h 74 C給水流量CH3 t/h

15 モニタステーション nCyノ/h 7Б A主本気圧力CH2 MPa

16 Aループ冷却材圧力(広城 ) M Pa 76 A主本気圧力CH3 MPa

17 Bループ冷却材圧力(広域 ) MPa 77 B主ネ気圧力CH2 〔ヽPa

18 Aループ冷却材高 l[]側 温度CHl ℃ 78 B主本気圧力CH3 MPa

19 Bループ冷」H羽 高温l民 1温度CHl ℃ 79 C主蒸気圧力CH2 〔ヽPa

20 3ループ冷却材高温lttl温度CHl ℃ 80 C主蒸気圧力CH3
～
〔Pa

21 柿助安全住入流量 m3/h 81 安全注入動作 発生/復帰

22 安全とと人ィ■L量 m3/h 32 原子炉水位 (レベル 1) 水位有/水位無

23 A余熱除去クーライJ日 流旦 m3/h B3 原子炉水位 (レベル 2) 水位有/水位無

24 B余熱除去クーラ出日流畳 rn 3/h 84 原 子炉 水位 (レベル 3) 水位有/水位無

25 A充てん/高圧注入ポンプ 運転/停止 85 原子炉水位 (レベル 4) 水位有/水位無

26 B充てん/高圧注入ポンプ 起幅/停止 86 原子炉水位 (レベル 5) 水位布/水位無

27 C充てん/高圧注人ポンプ 運事ム/停止 87 原子炉水位 (レベル6) 水位有/水位無

28 A余熱除ムポシプ 運転/停止 88 中性子源領域中性子束 (CHl)

29 B余熱除去ポシプ 運転/停 止 89 中性子源領域中性子束 (CH2)

30 出力板域平均中性子束チャンネル平均値 % 90 出力領域中性子束 (CHl) %

31 中間傾域中性子束CHl A 91 出力領域中性子束 (CH2) %

32 中間領域中性子束CH2 A 92 出力領城中性子束 (CH3) %

33 全制御棒全

“

F入 全挿入/引 抜 93 出力 ,)¬域中性子束 (CH4) %

34 加圧器 水位 CHl % 9′ l 格納容器内ガスモニタ

35 加圧器水位CH2 % 95 放水 ロモニタ

36 格納容器圧力CHl kPa

37 格納容器圧力CL12 kPa

38 格納熔沐隔‖催A(T信号) 発生/復帰
39 A内部スプレクーラ出日流量 m3/h
40 8内¬

`ス

プレクーラ出日流量 m3/h
41 A内部スプレポンプ 運

“

ム/停 止

12 B内部スプレポシプ 運転/停止

43 C内部スプレポンブ 運申ム/停 L

11 D内部スプレポンプ 運転/停止

45 4-3C母線電圧 kV

16 4-3D母線電圧 kV

47 AD/Gしゃ断器 入/切
′18 B D//Gしゃ性折器 人/切
49 炉内T/C最高l百 (瞬時l遭 ) ℃

50 炉内T/C平均値(瞬時値) ℃

51 1次冷却材サブクール度 (T/C) ℃

52 格納容器内高レンジエリアモニタ(高 )(R-91B) mSVノ /h

53 格納熔イ半内高レンジエリアモニタ(高 )(R-92B) mSv//h

51 格納容器内空気温度 (Eし28122m) ℃

55 格納本器内空気温度 (Eし6562211ュ ) ℃

56 格納容器再循環サンプ広蚊水位CHl %

57 格納容器再術環サンプ広蚊水位CH2 %

58 燃料収誉用水タンク水位 (L1400) %

59 燃料 IF天替用水タンク水位 (L1401) %

60 充てん流量 m3/h

美浜3号機

丹可表2-5-16 ERSS伝 送データ項 目

(3///3)
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別表 2-5-17  原子力事業所災害対策支援拠点の候補場所

Ю
Ｏ

耐地震・耐津波・

耐台風

(原子力事業本部 )
一般建築物相当の耐震性
TP約 29mに設置

(美浜整備センター )
一般建築物相当の耐震性
TP約 13mに設置

(原子力研修セ ンター )

一般建築物相当の耐震性

T.P糸勺3mに言費[呈

(和 田社宅横用地 )
T,P約 165nに設置

(大飯緊急時対策所 )

建築基準法の15倍の耐力
T,P約 45mに設置

(お おい り館 )
一般建築物相当の耐震性

T,P糸947mlこ 言貿[霊

(高 浜緊急時対策所 )

建築基準法の1.5倍の耐力

TP約 -1.Onに 設置

(ビ ジターズハ ウス )
一般建築物相当の耐震性

TP約 30mlこ 設置

燃料

その他最寄の

小売店 よ り調

達可能

その他最寄の

小売店 よ り調

達可能

その他最寄の

小売店 よ り調

達可能

その他最寄の

小売店 よ り調

瑳可能

非常用電源

(原子力事業本部 )

非常用発電機

または発電機車

(美浜整備センター)

小型発電機

(原子力研修センター)

小型発電機

(和 国社宅横用地 )

小型発電機

(大飯緊急時対策所 )

非常用ディーセコ発電機

(おおいり館 )

小型発電機

(高浜緊急時対策所 )

非常用ディーどル発電機

(ビ ジターズハウス)

小型発電機

広   さ※

(原子力事業本部 )

建物 :約 290m2

平地 :約 3,600m2

(美浜整備センター )

建物 :約 1,600m2

平地 !約 1,200m!

(原子力研修セ ンター )

建物 :約 620m2

平地 :約 7,800m2

(和 田社宅横用地 )

平地 :約4,000m9

(大会反発電所 )

建物 :約 280m2

平地 :約 6,200m2

(お おい り館 )
建物 :約 360m2

平地 :約 1,700m2

(高 浜発電所 )

建物 :約 300m2

平地 :約 2,200m2

(ビ ジターズハ ウス )

建物 :約 290m2

平地 :高 浜緊急時対策
所記載 と同じ

発電所からの

距離

(原子力事業本部 )

糸り1lkm

(美浜整備センター)

糸勺 9km

(原 子力研修セ ンター )

率も41km

(和 国社宅横用地 )

ネ

'41km

(大飯発電所 )

糸勺33km

(お おい り館 )

約 33km

(高 浜発電所 )

糸t46km

(ビ ジターズハウス )

糸勺46km

住    所

(原子力事業本部 )

福井県三方郡美浜町

郷市13号横田8番

(美浜整備センター)

福井県三方郡美浜町

佐田64号 毛の鼻 1-4

(原 子力研修セ ンター )

福井県大飯郡高浜町

水明 2番地

(和 円社宅横用地 )

福井県大飯郡高浜町

安± 3

(大飯発電所 )

福井県大飯郡おおい町

大島 1字吉見1-1

(お おい り館 )

福井県大飯郡おおい町

大島40字堤下22

(高 浜発電所 )

福井県大飯郡高浜町田ノ浦 l

(ビ ジターズハ ウス )
福井県大飯郡高浜町田ノ浦1

名    称

関西電力 (株 )

原子力事業本部

および

関西電力 (株 )

美浜整備センター

関西電力 (株 )

原子力研修センター

および

関西電力 (株 )

和円社宅横用地

関西電力 (株 )

大飯発電所

および

関西電力 (株 )

おおい り館

関西電力 (株 )

高浜発電所

お よび

関西電力 (株 )

ビジターズハ ゥス

※ :原子力事業所災害対策支援拠点として使用できる面積をいう。
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別表 2-6-18   発電所の原子力防災教育の内容

主な内容

。原災法および関係法令の概要
・発電所原子力事業者防災業務計画の概要
・発電所原子力防災体制の区分と発令、解

除の基準
・発電所の原子力防災組織の構成、各班の

職務
。事故時影響緩和操作の概要

・発電所の放射線監視設備
・事故時対応操作と関連設備
・輸送容器の種類、構造
・緊急時対策所の機能

・放射線に関する基礎的知識
・放射線による被ばくとその経路
。放射線の人体に及ぼす影響
・放射線防護 (除染を含む)のための措置

・被ばくに対する応急手当の知識

・沢J定機器の用途とその目的、測定方法
・測定機器の取扱い

・シビアアクシデントに関する基礎的知識

頻  度

新たに指名された場合、および
1回/1年

新たに指名された場合、および
1回/3年
施設または設備に変更が生じた

場合

入所時および 1回/3年
あらかじめ定める基準を満足す

る場合は省略

(労働安全衛生法に定める特別

の教育にて実施)

新たに指名された場合、および
1回/3年

新たに指名された場合ならびに

測定方法および機器を含む設備

に変更が生じた場合

新たに指名された場合、および
1回/1年

対象者

原子力防災要員

原子力防災要員のうち指名され

た者

原子力防災要員のうち指名され

た者

原子力防災要員のうち指名され

た者

原子力防災要員のうち指名 され

た者

原子力防災要員

防災教育の種類

原子力防災体制および組織

に関する知識

発電所および放射性物質の運ケ凡R

容器等の施設または設備に関す

る知識

放射線防護に関する知識

放射線および放射性物質の測定

機器ならびに測定方法を含む防

災対策上の諸設備に関する知識

シビアアクシデントに関する知

識

(注)防災教育を受けた者は、必要に応じ所属するカリエの他の要員に伝達教育を行 う。
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別表 2-6-19   本店の原子力防災教育の内容

(注)防災教育を受けた者は、必要に応じ所属する班の他の要員に伝達教育を行う。

主な内容

・原災法および関係法令の概要
・発電所原子力事業者防災業務計画の概要

・発電所原子力防災体制の区分と発令、解

除の基準
。本店原子力緊急時対策本部および原子力

事業所災害対策支援拠′点の組織構成なら

びに各係の職務
。事故時影響緩和操作の概要

。放射線に関する基礎的知識

・放射線による被ばくとその経路

・放射線の人体に及ばす影響
・放射線防護 (除染を含む)のための措置
。被ばくに対する応急手当の知識

頻  度

1回/1年

1回/3年

対象者

本店原子力緊急時姑策本部

の原子力設備班、設備班、総

務班、広報班、即応センター

対応チーム、現地支援チー

ム、住民対応チーム、損害賠

償担当チームの うち指名 さ

れた者

本店原子力緊急時対策本部

の原子力設備班、設備班、総

務班、広報班、即応センター

対応チーム、現地支援チー

ム、住民対応チーム、損害賠

償担当チームの うち指名 さ

れた者

防災教育の種類

原子力防災体制および組織

に関する知識

放射線防護に関する知識
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別表 2-7-20 原子力防災訓練の内容
訓練内容

本店と合同による原子力総合防災訓練を行い、社内における情報連

絡、技術的検討、発電所支援等が円滑に行われることを確認する。

訓練では、シビアアクシデントを想定した訓練を必須項目とし、以

下の内容を適宜組み合わせて行う。

①要員参集

事象発生により緊急時応急対策対応要員を参集し、本部の設

営を行う。

②通報連絡

事象発生から終結までの情報を収集し、関係各所に通報、連

絡を行う。

③緊急時県境モニタリング

発電所敷地内および敷地境界付近について、モニタリング

カーによる空間放射線量率および空気中ヨウ素濃度の測定を

行う。

④発電所退避誘導

本部からの退避誘導指示に基づき、発電所内の緊急事態応急

対策等の活動に従事しない者および来訪者等について、退避誘

導員により指定された集合 。退避場所に誘導する。

⑤緊急時被ばく医療

管理区域内での負傷者発生を想定し、負傷者搬出、汚染除去

および応急処置等の対応を行う。

⑥全交流電源喪失対応

全交流電源喪失を想定し、電源機能等喪失時における原子炉

施設の保全のための活動を行う。

⑦アクシデントマネジメント対応

シビアアクシデントを想定し、アクシデントマネジメントに

係る対応を行う。

③原子力緊急事態支援組織対応

原子力緊急事態支援組織との連携に係る対応を行う。

頻度

1回 /3年
程度 (※ )
1回/年

対象者

本店、発電所の原子力緊急時

封策本部要員等

発電所原子力緊急時対策本部

要員等

訓練の種類

原子力総合防災訓練

発電所原子力防災訓練

(※):国または地方公共団体が実施する原子力防災訓練を勘木安して行 う。



別表 2-8-21 原子力緊急事態支援組織

1.原子力緊急事態支援組織の概要

2.平常時の主な業務
資機材の集中

管理

保有資機材 (4.参照)について集中管理を行い、使用可能な状態に整備する。

資機材の機能

向上及び拡充

国内外の先進的資機材に係る情報を収集するとともに、保有資機材の機能向

上に係る改良措置及び新規資機材導入の検討などを行 う。

資機材操作要

員の養成訓練

原子力事業者の要員に対する資機材操作訓練を実施する。

・ 場  所 :日 本原子力発電株式会社 敦賀総合研修センター内、または原
子力事業者との連携訓線実施場所

。 頻  度 :操作技能の習得訓練実施後、技能の定着を目的とした詞W練を
定期的 (1回/年)に実施

・ 主な内容 :遠隔操作資機材のメンテナンス、運転操作等

原子力防災訓

練への協力

原子力事業者が行 う原子力防災訓練に計画的に参画し、資機材の提供時の発

災事業者との連携対応と資機材輸送手段の妥当性の確認、支援対応に関する

改善事項を確認する。

3.原子力災害発生時の原子力緊急事態支援組織の対応及び発災事業者への支援内容

災害発生時の

連絡体制
発災事業者※

10条通報
・支援要請

→

一

動
示
出
指

(平 日日中)支援組織長

(夜間休祭日)連絡当番者

状況報告

※発災事業者 :特定事象が発生した原子力事業所を保有する事業者

支援組織要員

発災事業者ヘ

の支援内容

発災事業者からの支援要請後、支援組織の要員を招集 し、資機材の輸送準

備を開始する。

支援組織から輸送先施設までの資機材の輸送は、陸路による複数ルー トの

うちから出動時の状況 (災害、天候等)に応じた最適なルー トにて行 う。
なお、状況に応 じてヘ リコプターによる発電所近郊までの輸送も考慮す

る。

災害発生状況に応 じた資機材引渡し箇所にて、発災事業者へ資機材を引き

渡すとともに、発災事業者が実施する資機材操作の支援及び資機材を活用

した事故収束活動に係る助言を実施する。

以上の活菫力については、支援組織本部の指揮命令のもとに実施する。

実施主体 日本原子力発電株式会社

所 在 地
日本原子力発電株式会社 敦賀総合研修センター内

(所在地 :福井県敦賀市沓見 165-9-6)

施設概要 事務所兼研修室、資機材保管スペース、訓練施設、宿泊施設、駐車場 等

要 員 数 9名 (組織長、姑応要員 )
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4.保有資機材一覧
資機材については1回/年保守点検を行う。また、不具合が長期にわたる場合には代替品を補

充する。

分類 名    称 数量 保管場所

遠隔操作

ロボット

現場の偵察 (撮影、放射線測定)するロボット 4台

資機材保管

ス ペ ー ス

偵察に必要な障害物を撤去するロボット 1台

除染用

資機材
除染用資機材 1式
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別表 3-1-22  原子力災害対策指針に基づく警戒事象 (1/2)

EAL
区分

E AIフ

召F牛号
EAL事 象 説   Πジ]

止
め
る

AI´ 11 <原子炉 l写
~止
機能の異常のおそれ >

原子炉の運転中に原子炉保護回 J各の 1チ ャンネルか ら原子炉停止

信号が発信 され、その状態が一定時間継続 された場合において、当該

原 子炉停止信号が発信された原因を特定できないこと。

「原子炉の運転中Jと は運車ムモー ド1、 2を い う。
「原子炉保護回路の 1チ ャンネルか ら原子炉停止信号が発信 され」 と

は、原子炉 トリップパーシャル誓報が発信 した場合をい う。ただ し、

当該原 7紆 Fト リップパーシャル讐報の発信が、試験、保守作業等計画

的な ものであることがロリ]ら かな場合を除 く。

「一定時間継統 された場合」 とは、 1時間をい う。
「発信 された原因を特定できない」 とは、その時点で原子炉が トリン

プ してお らず、かつ、原子 l“が トリップすべき状 Vノとになっているか ど

うかをlF定でき′Fい状況をい う。

冷
や
〕
~

AL21 <原子炉冷却羽の漏えい>
原子炉の運転中に保安規定で定められた数値を超える原子炉冷封I

イツの漏えいが起こり、定められた時FΠ日内に定められたす日置を実施でき

ないこと。

「原子炉の運市
^中
」 とは、運転モー ド1、 2、 3お よび 4を い う。

「保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいJと は、

l呆安規定第47条 (1次冷却材漏えい率)の運転上の制限において、原
子炉格納容器サンプ水位計 または駆縮液旦測定装置によつて測定 さ

れ る掃えい率の うち、原子 lⅢ 冷却材圧カハ タング リか らの漏 えいでな

いことが確認 されていないィF,え い卒 (023m3/h)を 超える漏えい率が

,g、 められた場合をい う。

「定め られた時間内に定められた措置を実施できないこと」 とは、保

安規定第47条 (1次 冷却材掃えい率)の運転上の制限を逸 ll比 した際に

要求 され る以下の措置を完了Π寺問内に達成できない場合をい う。

① 12時間以内にモー ド3に できないとき
または

② 56時 間以内にモー ド5に できないとき

AL24 <本気発生器給水機能喪失のおそれ >
原子炉の運転中に蒸気発生器へのすべての主給水が停止 した場合

において、電動補助給水ポンプまたはター ビンコJttWり」給水ポンプによ

る給水機能が喪失す ること。

「原子炉の運転中Jと は、運転モー ド 1、 2、 3お よび 4(本 気発生
器が除熱のために使用 されている場合)を い う。
「すべての主給水が停止 した場合Jと は、すべての主給水ポンプ (蒸

気発生イ手水張 リポンプを含む)に よる給水が停止 した場合をい う。
「電

"力

∬l・助給水ポンプまたはタービン動柿 l力給水ポンプによる給水機

能が喪失する」 とは、電動柿助給水ポンプまたはタービン動柿助給水

ポンプによる給水機能に支障が生 じ、柿助給水 ラインの給水流金の合

計が、次の流量未 l山 となった場合をいう。

①夫浜 1号機 i39m3/h
②美浜 2号機 :59m3/h
◎夫浜 3号機 :75m8/h

AL25
(※ 1)

<全交流電源束失のおそれ >
すべての非曽†用交流母線か らの電気の供給が 1系統のみ となった

場合で当該母線への電気の供給が 1つの電源のみ とな り、その状態が

15分以上継続す ること、または外部電源喪失が 3時間以 L継続す
ること。

本 )洪半:は 、恒設電主原設備が新 Jと制基準に基づ くl丈用前検企に合格 した

原子炉施設における、すべての運転モー ドお よび運転モー ド外におい

て適用す る。

け べての非常用交流「 卜線から
の電気の供給が 1系統のみ となつた場

合で当該母線への電気の供給が 1つ の電板のみ」とは、使用 可能な所

内非常用高圧母煉が 1系 縦 となった場合において、当該母線への供給

電源が非常用デ ィーゼル発電機、所内変圧無、起動変圧器、予備変圧

器、または恒設電源設備のどれか 1つになった場合をい うロ
「外剖
`電
源 Jと は、電力系れまたは主発電機 (当 該原子炉の主発電機

を除 く)か らの電力を非常用高圧母線へ供給す る設備をい う。
「または外部電源喪失が 3時間以上継続すること」とは、当該原子力

発電所のすべてのユニ ットにおいて外部電源喪失が発生 した場合 に

適用す る。

AL26
(※ 1)

<企交流電 l原喪失のおそれ (旧 処lt炉 )>
すべての非常用交流母線か らの電気の供給が 1系統のみ となった

場合で当該母繰への電気の供給が 1つの電源のみ とな り、その状態が

15分以上継続す ること、または外部電源喪失が 3時間以上継統す
ること。

木基準は、恒設電源設備が新規hJ基準に基づ く使用前検査に合格す る

前の原 子炉施設における、すべての入:E中ェモー ドおよび運幅モー ド外に

おいて適用す る。
「すべての非常用交流母線からの電気の供給が 1系統のみ となった場

合で当該辟線への電気の供給が 1つ の電源のみJと は、使用可能な所

内非常用高圧母線が 1系統 となった場合において、当該母線への供給

電源が非常用ディーゼル発電機、所内変圧器、起動変圧器、予備変圧

朴、または恒設電湯〔設備のどれか 1つになつた場合をい う。
「外部七源 Jと は、電力系統または主発電機 (当 該原子炉の主発電機

を除 く)か らの電力を非常用高圧母線へ供給す る設備をい う。
「または外部電源喪失が 3Π寺問以上継統すること」とは、当該原子力

発電所のすべてのユニ ッ トにおいて外部電源喪失が発生 した場合に

適用するハ

AL29 <停止中の原子力]冷即機能の一部喪失 >
原子炉の停止中に 1つの夕完留熱除去系ポンプの機能が束失す るこ

とて,

「原 子炉の停止中Jと は、運転モー ド5(一次冷却系非満水 )、 6(キ

ャビティ低水位)に おいて、原子炉の停 止後、 F智射済み燃料J人合 l本が

原子炉容器内にある場合をい う。

「 1つの残留熟 1余去系ポンプの機能が史失」 とは  1つ の余熱除去ポ
ンプがごJl作不能 とな り、かつ、 1次 冷却材酉己管の水位が低下 して余熱
除去配管の吸込 日上端 となった場合をいう。

Aし 30 <使用済燃料貯蔵樽の冷却機能史失のおそれ >
使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位 まで低 ドすること。

「水位が一定の水位まで低 ドすることJと は、使用 llヤ燃料ピット水の

帰えいまたは蒸発がlTF認 され、水位が下Hこのレベル未満となった場合

において、 1時間以内にこの水位に復婦しない場合をいう。
①夫浜 1号機 :E18 0m
②美浜 2号機 :EL9 0m
③美浜 3号機 IEし 31 0m
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別表 3-1-22  原子力災害対策指針に基づく警戒事象 (2/2)
(美浜発電所 )

(※ 1) 「AI´ 25」 :原子炉施設に設ける電源設備が「実用発電用原子炉及びその附属施設のlヽ l置、構造及び設備の基準に関する規風」J妬 57条第 1項および「実
用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する打と則」第 72条第 1項の基雪Eに適合している場合

「A【フ26J「 原子炉施設に設ける電源設備が 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則J第 57条 第 1項お よび 「実
用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 J節 72条 第 l rrlの 基準に適合 していない場 合

(※ 2)「 安全機器等J :「安全上重要な構築物、系統 または機器」 をいい、その種類お よび場所等については、月W表 3-1-24に 示す。

EAL
区分

EAL
番号

EAL事 象 ,と   明

11イ ]

し
込
め
る

AL42

P

<単一障壁の喪失または F、は失の可能性 >
燃料破覆管の障壁 もしくは原子力'冷 却系の障壁が喪失す るおそ

れがあること、または、燃料被穫管の障壁 もしくは原子炉冷却系の

障壁が喪失す ること。

運転モー ド 1、 2お よび 3において適用する。
「燃料被覆管の障壁がェt失す るおそれ」 とは、サブクールが喪失 した

状態をい う。

「燃料被覆管の障壁が喪失Jと は、炉心出日温度が 650℃ 以 ととな
つている場合をい う。

「原子炉冷ナ刊l系 の障壁が喪失するおそれ」 とは、抽出隔離が動作 した

状態で、充てんポンプまたは充てん/高圧とし入ポンプ 1台分の充てん

流量を超過 した場合をい う。

「原子炉冷却系の障壁が喪失Jと は、 「加圧器圧力」または「加圧器

水位お よび加圧器圧力Jが非常用炉心冷却装置の作動を必要 とする設
定圧力または設定水位以下となった場合をい う^

そ
の

他
′脅′

威

AL51 <原子炉制御室他の機能史失のおそれ >
原子炉市」御宝その他の簡所か らの原 子炉の運転や制御 に影響 を

及ぼす可能性が生 じること。

すべての運憾モー ドおよび運転モー ド外において適用する。

「原子炉制御室その他の箇所Jと は、中央牛1御室お よび中央制御室外

1典作盤が設置 された箇所をい う。

「x星幅や制御に影響を及ぼす可能性」とは、放射線 レベルや宝温の 上

昇等により、運転員が中央制御室の操作盤および中央制御宝外操作盤

での操作が容易にできなくなるおそれがある状況をい う。ただ し、作

業等のため 一時的に中央制御室の環境が悪化 した場 合を除 く。

AL52 <所内外通信連絡機能の一部吏失 >
原子力事業所内の通信のための設備 または原子力事業所内 と原

子力事業所外 との通信のための設備の一部の機能が喪失すること。

すべての運転モー ドおよび運転モー ド外において適用する。

「原子力事業所内の通信のための設備または原子力事業所内 と原子力

事業所外 との通信のための設備の一部の機能が喪人す るJと は、原子

炉で異常な過 l疲変化等が
'た
生 した場合、その情卒Rを 社内連絡または社

外通報を行お うとする段階で、「原子力事業所内の通信手段」または

「原子力事業所内から所外への通信手段」のいずれかにおいて、複数

ある通信手段の うち、使用可能な通信手段が 1つのみ となっているこ

とが確認 された場合をい う。

Aし 53 <重 瞬区h立での火災・治水による安全機能の一部喪失のおそれ >
重要区城において、火災または冷水が発生 し、安全機器等 (※ 2)

の機能の一部が ,に失するおそれがあること。

すべての運転モー ドおよび運転モー ド外において適用する。

「重要区ナリ友J「安全上重要な構築物、系統または機 7卜」とは、別表 3
-3-29に おける緊急事態 →干象 (CE)に 記載 されている系統 また
は機器およびその設置区域であつて、機能別重要度分類の PS-1、
MS-1に 該当する系統または機 /■の うち、運転モー ドに応 じて要求
され る系統または機器をい う。

「火災Jと は、発電所
'技

地内に施設 され る設備や仮置きされた可燃性

物質 (難然性を含む)力 燃`焼 し、この状態を解消するために消火器 、

消火 R;t備等を往用することが必要なものをい う。
「溢水」 とは、発電所内に施設 される機器の破損による保水、または

消火栓等の系統の作動による放水が原因で、系統外に放出された流 l木

をい う (滞留水、流水、本気を含む)。

「安全機イド等の機能の一部が喪失するおそれ」 とは、火災または総水

によ り、安全 LT]野 な構築物、系統または機器 の機能に支障が生 じ、

同一の機能を布する系統または機器の うち使用できる系統または機器

が 1つのみ となることをい う。
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別表 3-1-23  原災法第 10条第 1項に基づ く特定事象 (1/5)

EAし
区分

EAI´ 番 サ
政令

または規則
EAL事 象 説   明

放
射
線
盈

放
射
ド+
物
質
放
出

SE01 政令

第 4条

第 4項

第 1号

<敷地境界付近の放射線見の上昇>
1 原災法第 11条第 1項の規定により設置された放
射練測定設備によ り、5マイ クロンーベル ト/時以
上を検出すること。ただ し、次の各号のいずれかに

該当する場合は、当該数値は検出されなかったもの

とみなす。

(1)以下の排気筒モニタおよび指定エ リアモニタに
よ り検出 された数値に果常が認め られない場合

(5マイ クロシーベル ト/時以上 となっている
原因をただ ちに原子力規布l委員会 に報告す る場

合に限る。 )

①格納容器排気筒ガスモニタ

②補」力建屋 |)1気 筒ガスモニタ

③格納容粋内高 レンジエ リアモニタ
ン

①使用済燃料 ピン ト区域エ リアモニタ

(2)当 該数値が落雷の時に検出された場合

2 原災法第 11条第 1項の規定により設置された放
射線測定設備 のすべてについて 5マ イ クロシーベ

ル ト/時を下回つている場合において、当該放射線
測定設備により、 1マ イクロシーベル ト/時以上が
検出されているときは、当該各放射線測定設備にお

ける放射線 量 と原子炉の運転等のための施設の周

辺 において通宇R事象等規則第 4条 で定めるところ

によ り測定 した中性 子線の放射線量 とを合計 して

得た数値が、 5マ イクロシーベル ト/時以上のもの
となっているとき。

ただ し、 1マイクロシーベル ト/時以上が検出さ
れているときで、上記 1(1)ま たは (2)に 該当
する場合は、当該数値は検出されなかったもの とみ

なす。

この とき、 1(1)の 「5マ イクロシーベル ト/
時Jは、「 Iマイクロシーベル ト/時」に読み替 え
る。

※照射済燃料が全て格納容器外へ搬世Iさ れている場

合には、「格納容器内高 レンジエ リアモニタの指示

l直に異常が認められない」の代わ りに、 「格納容器

内に欧射済燃料な し」 と報告する。

「原災法第 11条第 1項 の規定により設置 された放射線 lよ l定設備」
とは、以下の設備をい う。

①No l、  2、 5モ ニタポス ト
「放射線測定設備によ り、 5マ イクロシ~ベル ト/時 (1マ イク
ロシーベル ト/時)以上を検出」とは、単位時間 (2分以内のもの
として「1分」とす る。)ご とのガンマ線の放射練量を測定 して得
た数値が 5マ イクロシーベル ト/時 (1マ イクロシーベル ト/時 )
以上の ときをい う。

「検出 された数値に異常が認められない場 合Jと は、俳気衛モニ

タおよび指定エ リアモニタの讐報がコJ作 していない場合または布

意な指示の上昇が認められない場合をい う。

「原囚をただちに原子力規制委 _E主会へ報告す る場合に限る」とは、

原子力防災管理者または、原子力防災管理者の指示を受けた者が、

原子力規制委員会へ、上記により異常が山ρ、められない として、直

接電話連絡により報告 した場合 をい う。

「」:色 報事象等規則第 4条で定めるところにより測定 した」 とは、

中性子線が検出されないことがり]ら かになるまでの出I 中性子線
サーベイメータにより、中性子線の放射線量を測定 し、 1時 Fl]当
た りの数値に換算することにより行われることをい う。

なお、SE01を 判断す る過程において、放射線 lal定設備の 1基
で 10分以上継統または、 2基以上について、 5マ イクロシーベ

フレト/時を検出 した場合は、 GE01に も該当する。
この場合は、SE01と GE01が 同時に検出 されたもの として、
特定事象 (10条 )の 通報 讐面に緊急事七卜事象 (15条 )に も該当
する旨の記載を行 うことにより、 1本化 して通†Rを 行 うことがで
きる。

SE02 政 令

第 4条

第 4項

第 2号

通 報 事 象 等

規到!

第 5条

第 1項

<通常放出経路での気体放射性物質の放出 >
原子炉の運転等のための施設の俳気筒、十1F水 日その他 こ

れ らに類する場所において、当該原子力弓I業所の区域の境

界付近 に進 した場合 におけるその放射能水準が 1時 ド1月 当

た り 5マイ クロシーベル トにIH当 す るもの として通やR事

象等規則第 5条第 1項で定める基準以上の放
"↓

性物質が

同条同項で定めるところにより検出された とき。

イ 空気中の放射性物質濃度の測定 (10分 l告月以上継統 し
て検出する)

「JF気筒、排水口その他これらに頼する場所Jと は、以下の排気筒モニ

タが設置されている場所をい う。

①格納容粋排気筒ガスモニタ(1.2u:R16 3u:R24)

②補助建屋排気筒ガスモニタ(1～ 3u:R14)

「普該原子力事業所の区域の境界付近Jと 1■、当該原子力発電所の「敷

地境界Jを いう。
「放界:能水準が 1時‖]当 たり5マイクロンーベル トにl引 当するものとし

て通キ11事象等規則第 5条第 1項で定める基準以上の放射性物蜜が同条

同項で定めるところにより検‖iされたとき。Jと は、各排気筒にて1ll定

される計数率で判断するものとし、別途定める。

なお、SE02が 検出された場合は、同Π寺にGE02に も該当する。こ
のため、SE02と GE02は 同時に検出されたものとして、特定事象
(10条)の通報き面に緊急事態事象 (15条 )に も該当する旨の記載
を行 うことにより、 1本化 して通報を行 うことができる。

政令

第 4条

第 4項

第 2号

JL報 事 象 等

規則

第 5条

第 1■口

<通常放出経路での液体放射性物質の放出 >

原子炉の運転等のための施設の排気筒、排水 日その他こ

加′らに類する場所において 晋該原子力事業所の区域の境
界付近 に ,こ した場 何

へにおけるその放射能水準が 1時間 当

た り 5マイクロシーベル トに相当す るもの として通辛R事

象等規則第 5条第 1項で定める基準以上の放射性物質が

同条同項で定めるところにより検出 された とき。

口 水中の放射性物質濃度の】‖定 (lo分何月以上継続 して
検出する)

「排気筒、排水日その他これらに類する場所Jと は、以下のJF水モニ

タが設置されている錫所をい う。

①放水Π水モニタ (1～ 3u:R20)

「当該原子力事業所の区域の境界付近Jと は、当該原子力発電所の「敷

地境界Jを いう。
「放射市ヒ水準が 1時間当たり5マイクロシーベル トに相当するものとし

て疋ll甘1非象等規則第 5条第 1項で定める基準以上の放射性物寛が同条

同項で定めるところにより検出されたとき。」とは、放水日にて測定さ

れる計数率で判断するものとし、別途定める。

なお、SE03が 検IHされた場合は、同時にGE03に も該当する。こ
のため、SE03と CE03は 同Πキに検出されたものとして、特定事象
(10条)の通報書面に緊急iF態芋祭 (15条 )に も該当する旨の .己枝
を行 うことにより、 1本イヒして通報を行 うことができる。
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別表 3-1-23  原災法第 10条第 1項に基づ く特定事象 (2/5)

EAL
I三分
EAし 番号

政令

または抹見Rl
EAL事 象 説   明

放
射
線
量

放
赤「

性
物
質
放
出

SE04 政令

第 4条

第 4項

第 3号

(イ )

<火災爆発等による管コ上区域外での放射線の放出 >
原子炉の運転等のための施設の内部 に設定 された

管
'E区
域 (そ の内部において柴務に従事する者の被ば

く放射 1泉 量の管工早を行 うべ き区域 として通報事象等

規則第 6条第 1項で定める区h克 をい う。)外の場所 (政
令第 4条第 4項第 2号に大チと定する場所を除 く。)にお
いて、次に掲げる放射線量が検出 された とき。

イ 火災、爆 発その他 これに類する事象の発生の際
に、 1時間当た り50マ イ クロシーベル ト以上の
放射線呈 (10分聞以 上継続 して検出する)

なお、上記の測定が困史催である場合にあつて、その

状況 に鑑み上 ,己水準の放射線量が検出 され る蓋然性

が高い場合には、検出されたものとみなす。

「通報事象等夫ЛL則第 6条第 1攻で定める区蚊 Jと は、放射線管コ上

区域 をい う。

「政令第 4条第 4項第 2号 に規定す る場所Jと は、通常放出経路
にかかる俳気筒および放水 日をい う。

「 1時 FH月 当た り50マ イクロシーベル ト以 しの放射ィ泉量」 とは、
原子力防災資機材であるガ ンマ線測定用サーベイ メータで検出

された値が、 50マ イ クロシーベ ル ト/時以 にである場合をい

放
射
線
里

放
射
V上

物
質
放
止|

SE05 政令

第 4条

第 4項

第 3号

(1=I)

<火 災爆 発等による管4区蚊外での放射性物質の放
出 >
原子炉の入I転等のための施設の内部 に設定 された

管】巳区オ貨 (そ の内部において業務に従事する者の被ば

く放射線量の管
'Pを
行 うべき区域 として通報事象等

規輿!第 6条第 1項で定める区域をい う。)外の場所 (政
令第 4条第 4■|(第 2号に規定する場所を除 く。)にお
いて、次に掲げる放射性物質が通報芋象等規則第 6条

第 2項お よび第 3項 で定めるところに よ り検出 され
た とき。

火災、爆発その他 これに九¬す る事象の発生の際

に 当該場所におけるその放射能水準が 1時間当
た り 5マ イクロシーペル トの放射線量に相 当す

るもの として通報 ■象等規則第 6条第 2項 で定
める基準以上の l衣射性物質

なお、上記の測定が困難である場合にあつて、その

状況 に鑑み上記水準の放身l性物質が検 出 され る蓋然

性が高い場合には、検出されたもの とみなす。

「通報事象等規則第 6条第 1項で定める区城 Jと は、l攻射線管
'■

区 h夕 をい う。

「政令第 4条第 4項第 2号に規定す る場所Jと は、通常放出経路
にかかる排気筒発よび放水 日をい う。
「その放射能水 イltが 1時間当た り 5マ イ クロシ~ベル トの放射線
量に相普するものJと は、原子力防災資税不ガである可搬式ダフ、ト

1ll定 関連機器、可搬式の放射性 ヨウ素測定凹道機器で検出 された

l直 が放射能水準 として 5マ イ クロシーベル ト/時 に十日当す る放
射性物質を検出 した場合をい う。

「通‡R事象等規則第 6条第 2項および第 3項で定めるところによ

り検出Jと は、以 下の①お よび②をい う。

①検世|さ れた放射性物質の種類が明 らかで、かつ、 1種類であ

る場合にあつては、その放射性物質の濃度が周辺監視区域外

の空気中濃度限度の 50倍 以上の とき
②検出された放射性物

F賞の種類が明 らかで、かつ、 2種類以上

の放射性物質がある場合にあつては、それぞれの l攻射性物質

の濃 l交 が周辺監 侃区域外 の空気 中濃度限 l文の 50倍 の数値
に対する割合の「 liが

1以上になるとき

SE06 通 報 耳 象 等

規則

第 7条

第 1項

第 2号

<施設内 (原子炉外)臨界キ故のおそれ >
原子炉 の運転等のための施設の内部 (原 子炉の本

l木の内部を除 く。)において、核燃料物質の形状によ

る管理、質量による管理その他の方法 による管理が

損 なわれ る状態その l也の臨界状態の発生の蓋然性 が

高い状態にあること。

「核燃料物質の形状による管ナT[、 質量による管理その他の方 Y_■ に

よる管理が損なわれ る状態その他の臨界状態の発生の北然 l生が高

い状態Jと は、原子炉施設内にある核ヤ人料物質同士が異常に接近、

かつ、減速羽 としての水が存在 し、その状況か ら臣浄界条件が満た

されていると

'と

定される状態をい う。

冷
や
す

SE21 通 報
ir象
桁

規則

第 7条

ユこ中
ロ ー (1)

<原 子炉冷却材掃 えいによる非常用炉′とヽ冷 ナ̂1装置作
動 >
原 子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作 r力 を Z、

要 とする原子炉冷却初の漏えいが発生すること。

「原子力・の運丁ぅ庁中」とは、運幅モー ド1 2 3お よび 4を い う。
「非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の偏えいJ

とは、プラン トのパラメータが非常用炉心冷却装置作動設定値に

達 した場合 (た だし、lL助  陣止時にブロックしている場合や誤
作動は除 く。)ま たは手壼サJに より非常用炉心冷引映 世を作動 させ

た場合であつて、その原因が原子炉冷却材の系外への流失 (本気

発生誅伝熱管からの漏 えいを含む)に よるものをい う。

SE24 通 報 市 象 等

規則

第 7条

第 1項

第 1号

表中

ロー (2)

<木気発生器給水機能の喪失 >
原子炉の運転中にな気発生器へのす べての給水機

能が里([失 すること。

・「原子炉の運
'ほ
中Jと は、運転モード1、 2、 3お よび4(本気発

生器が除熱のために髄用されている場合)をいう。
,「すべての給水機能が喪失」とは、主給水ポンプ (本気発生器水張

リポンプを含む)に よる蒸気発生″ドヘの給水が喪失するとともに
柿助給水ラインの流量が、次の流量未満となり、かつすべてのネ

気発生器の狭域水位が0%未満となった場合をいう。
①美浜 1号機 :39m3/h
②美浜2号機 :59m3/h
③美浜 3号機 :75m3/h

SE25
(※ 1)

通 i風 事 象 午

規則

第 7条

第 1項

第 1号

表中

ロー (3)

<全交流電源の 30分 以上吏失 >
すべての交流母級か らの電気の供給 が停 1と し、か

つ、その状態が 30分以上継統すること。

木

'き

準は、恒設電源設備が新規布」基準に基づ く使用前検査に合格

した原子炉ナI亘設における、すべての,I伝モー ドお よび道転モー ト

外において適用する。

「すべての交流母線か らの電気の供給が作止」 とは、非常用ディ

ーゼル発電機 、所内変圧イャ 起動変圧器お よび予術変圧器か らの
受電に失敗 し、かつ、恒設竃源設備か らく)供給 されないことによ

り、すべての所内高圧鳳線がl上用不能 となることをい う。
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別表 3-1-23  原災法第 10条第 1項に基づく特定事象 (3/5)

EAL
区分

EAL番 号
政令

または大手と則
EAL丁 象 説   明

冷
や
す

SE26
(※ 1)

通 ヤR事 象 等

規 Rl

第 7条

第 1項

第 1号

表中

ロー (3)

<全交流電源の 5分以上吏失 (旧 基 4生炉)>
すべての交流母線か らの電気 の供給が停 ‖iし 、か

つ、その状態が 5分以上継続すること。

本基準は、恒設電源設備が新規制基準に基づ く使用前検査に合格

する前の原 子炉施設における、すべての運転モー ドおよび運転モ

ー ド外において適用する。

「すべての交流母線からの電気の供給が停止」 とは、非常用ディ

ーゼル発電機、所内変圧器、起動変圧器お よび予備変圧器か らの

受電に失敗 し、かつ、恒Π費電源設備か らも供給 されないことによ

り、すべての所内高圧母線が使用不能 となることをい う。

SE27 通 報 事 象 等

規則

第 7条

第 1項

第 1号

表中

ロー (4)

<直流電源の部分吏失 >
非常用直流母線が一 となった場合において、当該直

流母線 に電気 を供給す る電源が一 となる状態が 5分

以上継続すること。

すべての運転モー ドおよび運転モー ド外において適用する。

「非常用直流母線が一 となった場合において、当該直流母線に電

気を供給する電源が一 となる状態Jと は、電ィ原供給可能な母線が

1つ になった場合に、当該母線に電気を供給 している健全な誉電

池または充電器 (後備充電器 を含む)が 全非常用直流母線中で 1
つになった場合をい う。ただ し、計画的な作業の場合は除く。

SE29 通 報 事 象 等

規則

第 7条

妨 1項

第 1号

表中

ロー (5)

<停止中の原子炉冷却機能の吏失 >
原子炉の停 止中にすべての残留熱除去系ポンプの

機能が束失すること。

「原子炉の停止中Jと は、運転モー ド5(一 久冷 +J「系非満水)、 6

(キ ャビテ ィ低水位)において、原子炉の停止後、ЛR射済み燃料
イ集合 l本が原子炉容朴内にある場合をい う。

「すべての残留熱除去系ポンプの機能が喪失するJと は、すべて
の余を/ヽ除去ポンプが動作不能 とな り、かつ l次冷却材配管の水位

が低 Fし て余熱除去配管の吸込 日上端以下 とな り、 30分 経過 し
た場合をい う。

SE30 JE報 事 象 等

規 :tl

第 7ネ木

第 1項

第 1号

表中

ロー (6)

<使用済然料貯歳 1苗の冷却機能爽失 >
使用ィデF燃料貯歳樽の水位 をィl仁杵できないことまた

は 当該貯蔵槽の水位を維持できていないおそれがあ

る場合 において、当該貯蔵槽の水位を淑」定できないこ

と。

「水位を訂ヒ持できていない」 とは、使用済燃料 ピッ ト水の漏えい

またはアk発が継続 し、水位が下記の レベル未満 となつた場合にお
いて、 1時間以内にこの水位に復帰 しない場合をいう。
①美浜 1号機 :EL6 3 in
②美浜 2号機 :EL6 8m
③美浜 3号機 :EL28 7m
「水位を維持できていないおそれがある場合 Jと は、帰えいまた

は蒸発が継統 している状況で、水位が測定できないことにより、

水位低下の可能性が否定できない場合をい う。
「水位 を測定できないJと は、直接的または間接的な手段によつ

て使用済燃料 ピッ トの液面の位置が確認できない場合をい う。

F珂

じ
込
め
る

SE41 通 報 事 象 等

規則

第 7条

第 1項

第 1号

表中

ロー (10)

<格納容器健全性喪失のおそれ >
原子炉格納容器内の圧力または温度の上昇率が ―

定時 P日弓にわたって通常の入FE伝お よび停止中において

想定 され る上昇率を超えること。

運 l石モー ドが、 1、 2、 3お よび 4において適用する。
「原子炉格納容器内の圧力または温度の上昇辛 Jと は、原子炉冷

却材喪失 JI象または主蒸気管 lせえ断事象等が発生 した場合の上昇率

をい う。
「一定時間にわたつて通常の運転および停 止中において想定され

る上昇率を超えることJと は、格納容器 スブ レイの設定点である

以下の値を超え、 10分 経過 した状態か らさらに上昇する場合を
い う。

①美浜 1号機 :116 2kPa
②美浜 2号機 :118 2kPa
③美浜 3号機 :115 2kPa

SE42 通 報 事 象 等

規則

第 7条

第 1項

第 1号

表中

ロー (12)

<2つ の障畳の■にL失 または .に・失の可能性 >
燃料被覆管の障壁が喪失 した場合 において原子炉

冷却系の障壁が喪失す るおそれがあること、燃料被覆

管 の障壁お よび原子炉冷ナ可系の障壁が喪失す るおそ

れがあること、または燃 ll被覆管の障性若 しくは原子

炉冷却系の障壁が吏失す るおそれがある場合におい

て原子炉格納容器の障壁が喪失すること。

運転モー ド1、 2お よび 3に 発いて適用す る。
「燃 ll被覆管の障壁が喪失するおそれJと は、サプクールが喪失
した状態をい う。

「燃料被穫管の障壁が喪失Jと は、炉心出 日温度が 650℃ 以上
となっている場合をい う。

「原子炉冷却系の障壁が吏失す るおそれJと は、市れ出隔B佐が豆lJ作
した状態で、充てんポンプまたは充てん/高圧 注入ポンプ 1台分
の充てん流量を超過 した場合をい う。

「原子炉格納容器の障壁が吏失Jと は、格納容器隔自催弁のいずれ

か 1系列の全弁が F潟 上できない場合、および隔離操作後 も直接放

出経路がある場合をい う。
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(美浜発電所 )

別表 3-1-23  原災法第 10条第 1項に基づく特定事象 (4/5)

EAし
区分

EAL番 号
政令

または規則
EAL事 象 Rlと  明

F刑

じ
込
め
る

SE43 通 報 事 象 等

規 RJ

第 7条

第 1項

第 1号

表中

ロー (1)

<原子炉格納容器圧力逃 し装健の使用>
炉心の損傷が発生していない場合において、炉心のれ傷

を防止するために原子炉格納容器圧力逃がし装置を使ナ同

すること。

・運転モー ドと、 2、 3お よび 4において適用する。
・「炉心の損傷が発生していない場合」とは、格納容器内の格納容イ千高レ

ンジエリアモニタでlXtぼ mSv/h未 ,古である場合をいう。

<補足>
本基準については、該当する設備が未設置であるため、設世後に適用さ

れるものと,~る。

そ

肝
威

SE51 通 報 !F象 等

規則

第 7条

第 1項

第 15
表中

ロー (7)

<原子炉 1刊桐I室の一部の機能喪失・讐報喪失>
l泉子炉制御堂の環境が悪化し、原子炉の制御に支障が生

じること、または原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常

が発生した場合において、原子炉制御室に設置す る原子

炉施設の状態 を表示す る装置若 しくは原子炉施設の

異常を表示す る警11装 置の機能の一剖
`が
rに
[失す るこ

と。

すべての運転モー ドおよび返帳モー ド外において適用する。

「原子炉制御室の県境が悪化Jと は、放射線 レベルや主温の上昇等によ

り、防護具または空気浄化 J炎置等を用いなければ、運転員が操作雑で操

作できない状態をいう。

「原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発 rに した場合Jと は、原子

炉で異常な過波変化等が発生 した状況が進行中である場合もしくは使

用済燃料ビット水ア)用えいまたは本発が確認された場合をい う。

「原子炉施設」 とは、原子炉およびその付属施設をい う。

「原子炉制御室にF史置する原子炉施設の状態 を表示する装置若 し

くは原子 lナ
]施
H又の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失す

る」とは、主に原子炉を制御する盤または原子炉以外の原子炉施設を制

御する継のどちらかの llttl経 において、表示句の消灯ならびに指示言|お

よび記録計の動作停止が起きたこと、または警報が消灯 したことによ

り、その制御盤が使用できない場合をいう。

SE52 uL報 事 象 等

規則

第 7条

第 1項

第 1号

表中

ロー (8)

<所内外通信連絡機能の全て更失>
原子力事業所内の通信のための設備または原子力事業

所内と原子力事業所外との通信のための設備のすべての

1髭能が喪失すること。

す く́ての運転モー ドおよびj臣中ムモー ド外において適用する,

「原子力事非_所内の通信のための設備または原子力甘=業所内
と原子力事

業所外との通信のための設備のすべての機能が喪失するJと は、原子炉

で異常な過波変化等が発生 した場合、その情報を l上内連絡または社外通

報を行お うとする段階で、「原子力事業所内の通信手段 Jま たは「原 子

力事業所内か ら所外へのょth信手段 Jの いずれかにおいて、複数ある通信

手段が、すべて使用不能 1こなっていることが確認 された場合をい う。

SE5:〕 通 報 事 象 等

規 l11

第 7条

第 1項

第 1号

表中

ロー (9)

く火災・途水による安全機能の一部更失 >
火災または冷水が発生 し、安全機瑞等 (※ 2)の 機能の
―部が吏失すること。

すべての運Ⅲ′Fモ ー ドおよび,生車五モー ド外において適用する。

「安全上薫要な構築物、系統または機器」とは 別表 3-3-29に お
ける緊急事態事象 (CE)に 記載されている設備、系統、機器であつて、
安全上の機能別重要度分類の PS-1、 MS-1に 該当する機齢のう
ち、jΞ揺モー ドに応じて要求される系統または機器をいう。

「火災」とは、発電所炊地内に施設される設備や l反陛きされた可体性物

質 鶴 然性を合む)が然ナ,と し、この十大態を解消するために消火器、消火

設帝il等 を使用することが之、要なものをいう。

「澄水」とは、発電所内に施設される機器のlせ覚損による掃水、または消

火栓等の系統の作動による放水が原因で、系統外に放出された流体をい

う (滞留水、流水、恭気を含む),
「安全1装器等の機能の一部が喪失Jと は、火災または澄水により、安全

上重要な構築物、系統または機器υ)機能に支障が生じ、同一の機能を有

する系縦または機器がすべてl吏用てきなくなることをいう。

SE54 政令

第 4条

第 4項

第 6号

<緊急事態事象の発生 >
政令第 4条第 4項第 1号 か ら第 5号 に掲げるもののほ

か 政令第 6条第 4項 第 3号または第 4号 に掲げる事象。

この基準は、政令に基づき、 CE06～ GE55の 緊急事悠事象が発
生 した場合に、原災法第 10条 ,こ報を行 うためのモ〕のであり、該当す
る事象は、別表 3-3-29を 参ЛR。

SE55 通 報 事 象 等

規則

第 7条

第 1項

第 1号

表中

ロー (13)

<防 ,隻 P口上置の 1=備および一部実施が必要な事象発生 >
その他原子炉 l施:設以外 に起因す る事象が原子炉施設 に

影響を及ばすおそれがあること等放射性物質 または放射

線が原子力 I来所外へ放出され、または放出されるおそれ

があ り、原子力事業所周辺において、緊急
i卜態に備 えた防

護措置の準備および防護措置の一部の実施 を開始する必

要がある事象が発生すること。

「その他原子炉施設以外に起因する事象」とは、発電所外部からの自夕人

現象影
'潟
lや人的行為によつて、プラン トの安企を維持する機能に不具合

を引き起こす よう/J｀ 事象 をい う。

「原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措憶の準備お よび

防謹‖置の一部の実施を開始する必要があるキ象Jと は、影響範囲が政

地内に止まると原子力防災管 }l世者が判断 した事象をい う。
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別表 3-1-23  原災法第 10条第 1項に基づく特定事象 (5/5)

(美 浜発電所 )

(※ 1) 「SE25」 :原子炉施設 に設ける電源設備が 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基 1とに関す る規則 J第 57条 第 1項
お よび 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す る規則J第 72条 第 1項の基準に適合 している場合

「SE26J :原 子炉施設に設 ける電源設備が 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関するた)と則」第 57条 第 1項
お よび 「実用発電i用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す る規則J第 72条 第 1項の基当とに適合 していない場合

(※ 2)「 安全機ギ1等 J :「 安全上重要な構築物、系統または機器 Jを いい、その種類お よび場所等については、別表 3-1-24に 示す。

木別表における原災法、政令、通報事象等規則お よび省令 とは久の とお り。

原災法     :原 子力災害対策特別措置法 (平成 11年法律第 156号 )

政令      :原 子力災害対策特別措置法施行令 (平成 12年政令第 195号 )

遍報事象等規則 :原子 力災害紺策特別措置法に基レうき原子力防災管理者が通革世すべ き事象等に関す る規則 (平成 24年 文部科学省・経済産業省令第 2号 )
省令      :原 子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係 る事象等に関する省令 (平成 24年 文部科学省 経済産業省

国土交通省令第 2号 )

EAL
区分

EAL番 号
政令

または規則
EAL事 象 説   明

事
業
所
外
j臣

搬

XSE61 政令

第 4条

第 4項

第 4号

<事業所外運伍tでの放射線量率の上昇 >
火災、爆発その他これに類する事象の発生の際に事業所

外運搬 に使用す る容器か ら 1メ ー トル Hにれた場所におい

て、1時間当た り 100マ イ クロシーベル ト以上の力文射線
量が省令第 2条で定めるところにより検出されたとき。

なお、上 ,己の測定が困難である場合であって、その状況に

鑑み上記水準の放射性物質検出の蓄然性が高い場 合には、

検出されたものとみなす。

○計測器等

ガンマ線測定用サーベイメータ

XSE62 省令

第 3条

<事業所外運搬での放射性物質用えい>
火災爆発等により省令第 3条 に定める事業所外運搬の

場合にあつては、放射性物質の漏えいが発生するか、また

は掃えいの蓋然性が高いとき。(L型 、IP-1型 を除く。)

○計測器午

・表面汚染密度測定用サーベイメータ

XSE63 政令

第 4条

第 4項

第 6号

<事業所外運搬での原子力緊急事態事象の発生 >
政令第 4条第 4項第 1号 から第 5号 に掲げるもののほ

か、政令第 6条第 4攻第 3号または第 4号に掲げる事象。

この基準は、政令 に基づ き、XGE61～ XGE62の 緊急事態事象

が発生 した場合に、原災法第 10条通報を行 うた めの ものであ り、該
当する事象は、別表 3-3-29を 参照。
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別表 3-1-24 安全上重要な構築物、系統または機器一覧

(美浜発電所 )

別表 3-1-22「 AL53」 および別表 3-1-23「 SE53」 で規定される「安全機器等」イよ、
下表のとお り。

安全上重要な

機器または系統名
重要区域 1,2号機 3号機

制御棒駆動系

MGセ ットエ リア ①

MGセ ット制御棒駆動装置室 ○

原子炉保護系 リレー室 ○ ○

充てんポンプ 充てんポンプ室 ○

高圧注入ポンプ 高圧注入ポンプ室 ○

充てん/高圧注入ポンプ 充てん/高圧注入ポンプ室 ○

余熱除去ポンプ 余熱除去ポンプ室 ○ ○

余熱除去クーラ 余熱除去クーラ室 ○ ○

蓄圧タンク 原子炉格納容器 ○ ○

燃料取替用水タンク 燃料取替用水タンクエリア ○ O

内部スプレポンプ

内部スプレポンプエ リア ○

内部スプレポンプ室 ○

内部スプレクーラ 内部スプレクーラ室 O

電動補助給水ポンプ 電動補助給水ポンプエリア ○ ○

タービン動補助給水ポンプ

タービン動補助給水ポンプエリア ○

タービン動補助給水ポンプ室 ○

非常用ディーゼル発電機 非常用ディーゼル発電機室 O ○

充電器 バ ッラ リ室 ○ ○

蓄電池 バン冴 り室 ○ ○

中央制御室 中央制御室 ○ O
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別表 3Tl-25 発電所が輸送物の安全に責任を有するもの

使用済燃料

低レベル放射性廃棄物

照射試験片等

(L型を除く)

なお、照射試験片等の輸送については、試験施設等が輸送物の安全に責任を有

する場合を除く。
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別表 3-2-26 原子力災害対策活動等に従事する者の安定ヨウ素剤服用基準

項 目 内容

服用基準

①.原災法第 10条第 1項の規定に基づく通報以降、原子力施設内
のエリアモニタ (緊急時対策所内のSPDSで 遠隔監視が可能なエ
リアモニタ、または緊急時対策所内に設置しているエリアモニタ)

で、 0。 lmSv/hの 空間線量率の指示上昇を検知した場合
②.原災法第 10条第 1項の規定に基づく通報以降、炉心損傷 (原
子炉格納容器内の格納容器高レンジエリアモニタの線量率が 1×

1 05mSV/h以 上、かつ炉心出口品度が350℃以上)を検知
した場合

服用対象者

原子力緊急時対策本部の全要員。ただし、服用不適格者は除く。

なお、慎重投与対象者には投与後、 30分程度観察を行う。

(服用不適格者)
ヨウ素過敏症の既往歴のある者

(J虞重投与対象者 )

造影剤過敏症の既往歴のある者、低補体性血管炎の過敏症の既往

歴のある者または治療中の者、およびジューリング疱疹状皮膚炎

の既往歴のある者または治療中の者

服用量

1日 、1回、医療品ヨウ化カリウムの丸薬 2丸 (ヨ ウ素量76mg、
ヨウ化カリウム量 100mgを 服用する。

服用回数

10日 を限度とする。
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別表 3-2-27原 子力防災体制発令後における要員の派遣、資機材の貸与

※ 1:警戒体制発令時においては、関係機関からの要請に応じてυR遣する。
※ 2:「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」に基づく原子力事業者支援本部が設置され運営開始された後は、若狭地域原子力事業者支援連携本部
の活動は原子力事業者支援本部のl舌動に移行する。

√く置先 派遣元組織 !  要員数 貸与する資機材等 数  量 実施する主な業務

原子力規制庁緊

急時対応センタ
ー (ERC)

2名本盾 各 1台携帯電話 事故情報の提供

決定事項の伝達

緊急時モニタリ

ングセンタース
28名本店

美浜発電所

高浜発電所

大飯発電所

モニタリングカー

Narシ ンチレーション式サーベイメータ
電離箱式サーベイメータ

表面汚染密度測定用サーベイメータ

可搬型モニタリングポス ト

エアサンプラー (ハイボリューム)

エアサンプラー (ロ ーボリューム)

熱蛍光線量計 (TLD)
TLDリ ーダ
TLDア ニール装置
ゲルマニウム波高分析装置

NaIポ ータブルスペクトルメータ
ガラスバンジ等

個人被ばく線量測定器

携帯電話

3台

20台

28台

28台

4台

4台

1台

440個

1台

1台

3台

1台

192個

64台

1台

・初期モニタリング

・中期モニタリング

・復旧期モニタリング

若狭地域原子カ

事業者支援連携

本部X2(美 浜整
備センター内)

本店

高浜発電所

大飯発電所

15名
10名
10名

携帯電話

原子力事業者防災業務計画

関係自治体地域防災計画

若狭地域原子力事業者連携に関する確認書

原子力事業者岡協力協定

機材・要員用輸送車両

表面汚染密度測定用サーベイメータ

個人線量計 (ポ ケット線量計)

1台

1冊

各 1冊

15式

1,式

1台

27台
45台

各発電所への情報提供

事業者間の要員派遣調整

オフサイト活動の人員、配置の調

整

環境放射線モニタリング

避難退域時検査および除染など

原子力防災セン

ター

9名本 店 携帯電話

発電所周辺地図

事故時操作所則

事故時影響緩和操作評価に係るマニュアル

プラント系統図

プラント主要設備概要

プラント関係プロセスおよび放射線計測配置図

原子炉安全保護系ロジンク~覧表

発電機車

1台

1式

1式

15式

1式

1式

1式

15ヽ

1台

原子力防災センターにおける設営

準備 (発電機車の準備含む)

連絡会議への参加

本店との情報共有

要請事項への協力

所在都道府県、

所在市町村、関

係周辺都道府

県、関係周辺市

町村の災害対策

本部

本店

美浜発電所

14名
2名

各 1台携桔電話 事故情報の提供

決定事項の伝達

技術的事項他の支援

事業所外運搬に

係る特定事象発

生場所

本店

発災元副原子

力防災管理者

美浜発電所

3 名

5名

1名

道路地図

安全解析書

携帯電話

NaIシ ンチレーション式サーベイメータ
電離箱式サーベイメータ

表面汚染密度測定用サーベイメータ

可搬型モニタリングポスト

エアサンプラー (ロ ーボリューム)

熱蛍光線量計 (TLD)
ガラスハシジ等

除染キット

機材・要員用輸送車両

1式

1式

1台

3台

3台

4台

1台

2台

100個

50個

1式

1台

環境放射線モニタリング

避難退域時検査および除染など
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別表 3-2-28  原子力防災組織業務の一部を委託するもの

(1/2)

「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画

等に関する命令」第 2条第 3頂に基づき、原子力防災組織の業務の一部を委託する法人の名称、

主たる事務所の所在地、業務の範囲および実施方法は以下のとおり。

法人の名称 日本建設工業株式会社

主たる事務所の所在地 兵庫県神戸市兵庫区小松通 5丁 目 1番 16号菱興ビル

業務の範囲および

実施方法

・緊急時姑策活動の現場で機器損傷等の想定外事象が発生した場合にお

ける損傷機器等の復旧作業

・上記の作業に付帯する業務

法人の名称 太平電業株式会社

主たる事務所の所在地 大阪府大阪市北区梅田 3丁 目3番 20号 明治安田生命大阪ビル

業務の範囲および

実施方法

・緊急時姑策活動の現場で機器損傷等の想定外事象が発生した場合にお

ける損傷機器等の復旧作業

・上記の作業に付帯する業務

法人の名称 株式会社関電パワーテック

主たる事務所の所在地 大阪府大阪市中央区備後町 3丁 目6番 2号

業務の範囲および

実施方法

・化学消防草、水槽草、泡原液搬送車および消防資機材等を使用 した消火

作業

・瓦礫等の障害物の除去作業

・上記の作業に付帯する業務
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法人の名称 株式会社クリハラント

主たる事務所のFり〒在地 福井県大飯郡おおい町成海 2号 2番 1

業務の範囲および

実施方法

・電源車、空冷式非常用発電装置および電源復旧作業用資機材等を使用

した電源復旧作業および給油作業

・消防ポンプ等給水活動用資機材等を使用した給水作業および消防ポン

プ等への給油作業

・上記の作業に付帯する業務

別表 3-2-28  原子力防災組織業務の一部を委託するもの

(2//2)

法人の鶉称 関電プラント株式会社

主たる事務所の所在地 福井県三方郡美浜町興道寺 9号 10番地

業務の範囲および

実施方法

・電源車、空冷式非常用発電装置および電源復旧作業用資機材等を使用

した電源復旧作業および給油作業

・消防ポンプ等給水活動用資機材等を使用した給水作業および消防ポン

プ等への給油作業

・津波による漂流物等の重機を用いた撤去作業

・上記の作業に付帯する業務

法人の名称 株式会社オーイング

主たる事務所の所在地 福井県大飯郡高浜町東三松第 9号 9番地 13

業務の範囲および

実施方法

・給水活動用資機材等を活用した給水作業および同資機材等への給

油作業

・上記の作業に付帯する業務

法人の名称 株式会社アイビックス

主たる事務所の所在地 福井県福井市下馬 2丁 目 101番地

業務の範囲および

実施方法

・給水活動用資機材等を活用した給水作業および同資機材等への給

油作業

。上記の作業に付帯する業務
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別表 3-3-29  原災法第 15条第 1項に関する緊急事態事象 (1/4)

EAL
区分

EAL
↑焉号

政令

または規則
EAL芋 象 説   明

放
射
線
量

放
射
性
物
質
放
出

GE01 政令

第 6条

第 3項

第 1号

<ウ文地境界付近の放射線量の L昇 >
原災 r去第 11条第 1項 の規定によ り設置 された放射線
測定設備により、5マイクロシーベル ト/時以上の放

'l線モが検出された ときであって、放外「線量が 2地点以上にお
いてまたは 1地点において 10分 間以 上継続 して検出 さ
れた場合に限る。

ただ し、当該数値が溶需の時に検出された場合を除 く。

「原災法第 11条第 1項の大丁と定により設置 された放射線測定設備 J
とは、以下の設備をい う。

①No l、  2、 5モ ニタポス ト
「5マ イクロシーベル ト/時以上の放射線量が検出されたときであ
ってJと は、 SE01に 該当すると判断 した ときをい う。
「 1地点において 10分間以上継続 して検出 された場合Jと は、放
射線洲J定設備の 1基で検出値が 5マ イクロシーペル ト/時以上 とな
つている状態が、 10分 硝〕以上継続 した場合 をい う。

GE02 政令

第 6条

第 4項

第 1号

通 報 事 象 等

大lと則

第 12条

<通常放出経路での気 l本放射性物質の放出 >
原子炉の運転等のための施設の排気筒、排水 日その他 こ

れ らに類する場所において 当該原子力事業所の区ナ成
・の境

界付近 に達 した場合におけるその放射能水準が 1時間当

た り5マイ クロシーベル トに1■ 当す るもの として通報事
象等規則第 5条第 1項 で定める果 41tt Lの 放 41V上 物質が

同条同項で定めるところにより検出 された とき。

イ 空気中の放射性物質濃度の測1定 (10分問以上継統 し
て検出する)

GE02は 、 SE02と 同 じ基準である。 このため、判断および発
生の報告のJ又 1及 いは、 SE02に 準ず る。

GE03 政令

勢 6条

第 4項

第 1号

通 市,芋 象 等
規則

第 12条

<,邑 常放出経路での波 l本放射 lV+物質の放出 >
原子炉の運転等のための施波の排気筒、排水 日その他 こ

れ らに類する場所において 当該原子力 事業所の区域の境

界付近 に走 した場合におけるその放射能水準が 1時間当

た り 5マイ クロシーベル トに相 当す るもの として通無事

象等規則第 5条第 1項で定める泉準以上の放射性物質が

同条同項で定めるところにより検出された とき。

口 水中の放射性物質濃度のガЩ定 (10分 間以上継続 して
検出す る)

GE03は 、 SE03と 同 じ丞lFで ぁる。 このため、判断および発
生の報告の li文扱いは、 SE03に 呵lず る。

GE04 政令

第 6条

第 3項

第 2号

<火災爆発等による管コ上区域外での放射線の異常放出 >
原子炉の運 ll^等 のための施設の内部 に設定 された管理

区域 (その内部において業務 に従事す る考の被ばく放射線

量の管延 を行 うべき区域 として通ギR事象等規則第 6条第
1項で定める区城 をい う。)外 の場所 (政令第 4条第 4項

第 2号に舟l定する場所を除く。)において、次に掲げる放
射隷旦が検出された とき。

イ 火災、爆発その他 これに類する事象の発生の際に、 1
時間当た り 5ミ リシーベル ト以上の放射線呈 (10
分間以上継続 して検出す る)

なお、上記の測定が困失推である錫合にあつて、その状況

に鑑み上記水準の放射線量が検出 され る議然性が高い場

合には、検出されたミ)の とみなす。

「通辛R事象等規則第 6条第 1項 で定める区域」とは、放射線管理区

成をい う。

「政令第 4条第 4項第 2;に 規定す る場所」 とは、通常放出経路に
かかるJF気筒および放水 日をい う。
「 1時間当た り 5ミ リシーベル ト以上の放射線量Jと は、原子力防

災資機期であるガンマ線沢1定用サーベイメータで検出された値が、

5ミ ツシーベル ト/‖キ以上である錫合 をい う。

GE05 政令

第 6条

第 4r貞

第 2号

<火災爆発年による管コキ区ナ,曳外での lノズ射性物質の異常放
出 >
原子炉の運転等のための施設の内部 に設定 された管″巳

区域 (そ の内部において業務に従事す る者の被ばく放券1線

且の管 nを 行 うべ き区h女・として通報事象等規則J第 6条第
1項で定める区城をい う。)外 の場所 (政令第 4条第 4項

第 2考 に規定する場所を除 く。)において、人に掲げる放

射線是 または放寺lド1物 質が検イ|さ れた とき。

口 火災、爆発その他 これに類するiF象 の発生の際に、当
該錫所 におけるその放射能水甲iが 1時 間 当た り 50
0マ イクロシ~ベル トの放射線旦に卜H晋 す るモ)の と
して通報キ象等好]し則第 6条第 2項 で定める基準に R
00を 果 じたもの以上の l攻射性物質

なお 、上記のll l定が困難である場合にあつて、その状況

に鑑み上記水イ士との放射性物質が検出 され る蓋然 Ⅳとが高い

場合には、検出 されたもの とみなす ,

「通字11事象等規則第 6条第 1項で定める区ナ支Jと は、 l′文射線管〕I巳区
lⅢ夕をい う。

「■花令第 4条第 4項第 2居 に規定する場所Jと は、通常放出経路に

かかる排気 F.有および放水日をい う。

「その放射能水準が 1時 F口弓当た り500マ イ クロシーベル トの放射
線旦に相当する R)の 」 とは、原子力防災資 | 覧々材である可搬式ダス ト

‖ll定関連機器、「げ搬式の放赤l性 ヨウ素測定関連 1を推器で検 |→ された値

が放射能水準 として 500マ イクロシ~ベル ト/時に相当する放射
性物更を校出 した場合をい う。

「通報事象等規則第 6条第 2項で定める基 1と に 100を 乗 じた もの」
とは、以下の①および②をい う。

①検出された放射性物質の種類が明 らかで、かつ、 1種類である
場合にあつては、その放射性物質の濃度が周 ,′J監視区域外の空

気中農度 lll更度の5,000+吉 以上のとき

②検出された放射 性物質のイエ類が明 らかで、かつ、 2種類以上の

放射性物質がある場合にあつては、それぞれの放射性物質の濃

liEが周辺監 l見区域外の空気中濃 l壁限度 の5,000倍 の数値に対す

る割合の不日が 1以上になるとき

GE06 政令

第 6条

第 4項

第 3号

<施設内 (原 子 lナ・外)で の臨界市故 >
原子炉の道転年のための施設の内部 (原子炉の本体の内

部を除 く,)に おいて、核燃料物質が臨界状態 (原子核分
裂の道鎖反応が継航 している状態をい う。 )に あるとき,

「核燃料物質が l守界状態にあるときJと は、核分裂による中性子線
またはガンマ線を検出 した場合 をい う。
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別表 3-3-29  原災法第 15条第 1項に関する緊急事態事象 (2/4)

EAL
区分

EAL
番号

政令

または大見則
EAL市 象 説   明

止

め

る

GEll 通 報事 象等

規則

第 14条
表中

ロー (1)

<原子炉停上の失敗 または停止確認不能 >
原子力・ の非常停 止が必要な場合において、制御棒の挿入

によ り原子炉を停止す ることができないことまたは停止

したこ とを確認す ることができないこと。

「原子炉の非常停 とが必要な場合」 とは、原子炉で異常な過波変化

等が発生 し、原子炉施設のパラメータが原子炉 トリップ設定値 に達

した場合をい う。

「制御棒の挿人により原子炉を停止することができないJと は、連

幅モー ドが 1、 2の とき、原子炉 トリップが必要な場合において、

以下のいずれの制御棒挿入Ⅲ共作によつても制御棒が挿入 されず、原

子炉出力が 5%以 上または中間領域起動率が上の状態 となつている
場合をい う。

① 自動 トリップ

②手動 トリップ

③MGセ ッ ト電源 IJ子 による トリップ
④制御棒手動挿入

「停止したことを確Ⅳ
=、

することができないJと は、運転モー ドが 1、

2の とき,原子炉 トリップが必
"て

な場合において、制御棒の柿 入に

より、原子炉出力が 5%以 上または中岡偵蚊起動率が正であるか否
かが下に認できない場合をい う。

冷
や
す

GE21 通 報 事 象等

大見則

第 14条
表中

ロー (2)

<原子炉冷却材編 えいΠtに おける非常用炉心冷却装置に
よる注水不能 >

原 子炉の運事ム中に非常用炉心冷却装置の作 J功 を必要 と

する原 子炉冷却材の漏えいが発生 した場合において、すべ

ての非 常用炉心冷却装置による当該原子炉への注水がで

きない こと。

「原 子炉の運転中」 とは、運

“

ムモー ド1、 2、 3お よび 4をい う。
「すべての非常用炉心冷却装置による当該原子炉へのと水ができな

いことJと は、以 下に示す非常用炉心冷却装置のポンプ等がすべて

起動 しないこと、または、注入弁が 「開」 しないこと等により、原

子炉 ヽの注水流量がl確認できない場合 (原子炉が高圧状態にあ り低

圧注入ができない場合を除 く)を い う。
ただ し「ポンプ等が起動 し、注水流量が確認できた場合Jまたは
「原子炉が高圧状態にあ り、低圧注入ができない場合」のいずれか

の場合であっても、炉心出ロイ[l度 350℃ 以上の状態が、 30分 以
上継続 して観測された場 日

へは、原 子炉への注水ができていないと判

断する。

①充てん/高圧注入ポンプまたは南圧注入ポシプ

②余熱除去ポンブ

③
~畜
圧注入タンク

GE24 ,b報 事 象 等

★見則

第 14条
表中

ロー (3)

<蒸気 発生器給水機能喪失後の非常用炉心冷却装置注水
不能 >
原子炉の運憾中に来気発生 /Tへのすべての給水機能が

喪失 した場合において、すべての非市用炉心冷却装置によ

る当該原子炉への注水ができないこと。

「原子炉の運転中Jと は、運転モー ドと、 2、 3お よび 4(蒸気発生
器が除黙のために使用 されている場合)を い う。
「すべての給水機能が喪失」 とは、主給水ポンプ (本気 5し

t生器水張

リポンプを含む)による蒸気発生器への給水が喪失するとともに補
助給水ラインの流量が、次の流量未満 とな り、かつすべての本気発

生器の狭域水位が 0%未 満 となった場合をい う。
①美決 1号機 :39m3/h
②美侯 2号機 :59m3/h
③美浜 3号機 :75m3/h
「非常用炉心冷却装置による当該原子炉への注水ができないJと は、

以下に示す非常用炉心冷却装置のポンプ等が起〕Jしないこと、また

は、座人弁が fF,日 」 しないこと等により、非常用炉心冷却装置によ

る原子炉へのと水が行われず炉心の冷却がなされていることを石仁″g、

できない状態をい う。

なお、ポンプ等が起動 し、庄水流量が確認 できた場合であっても、

炉心出日温度 350℃ 以上の状態が 30分以上継続 して観測 された
場合は、原 子炉への注水ができていないと判断する。

①充てん/高圧注入ポンプまたは高圧注人ボンプ

②余熱除去ポンプ

③苦圧注入タンク

GE25
(※ 1)

通 1l JI象 等

規則

第 14条
表中

ロー (5)

く全交流電源の lΠ寺問以上喪失 >
すべての交流母線か らの電気の供給が作止 し、かつ、そ

の l入態が [時間以上継続す ること。

本基準は、恒設電源設備が新規制基準に基づ く使用前検査に合格 し

た原子炉施設における、すべての運市ムモー ドおよび運転モー ド外に

おいて適用す る。

「すべての交流母線 か らの電気のυ【給が停止Jと は、非常用ディー

ゼル発電機、所内変圧器、起動変圧器お よび予術変圧器からの受電

に失敗 し、かつ、恒設定源設備か らも供給 されないことにより、す

べての所内高圧母線が l丈用不能 となることをいう。

GE26
(※ 1)

通 報 キ象 等

大兒則

第 14条
表中

ロー (5)

<全交流電源の 30分 以上喪失 (旧 基準炉)>
すべ ての交流母線か らの電気の供給が停止 し、かつ、そ

の状態が 30分以上継続す ること。

木基準は、恒設七源設備が新規制基準に基づ く使用前検査に合格す

る前の原子炉施設 における、すべての運転モー ドおよび運転モー ド

外において適用する。

「すべての交流母線か らの電気の供給が停止Jと は、非市用デ ィー

ゼル発電機、所内変圧 /半、起動変圧器および子備変圧器からの受
‐
竜

に失敗 し、かつ、 E設電源 n党備か らも供給 されないことによ り、す
べての所内高圧 母森が使用不能 となることをい う。
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別表 3-3-29 原災法第 15条第 1項に関する緊急事態事象 (3/4)

EAL
区分

EAL
番 号

政令

または規則
EAL事 象 説   児

冷
や
す

GE27 通 辛R'F象 等

規則

第 1■ 条

表中

ロー (6)

<全直流電源の 5分以上吏失 >
すべての非常用直流母線か らの電気の供給が伸止 し、

かつ、その状態が 5分以上継続す ること。

すべての運転モー ドお よび運転モー ド外において適用す る。

「すべての非常用直流母線か らの電気の供給が停 止Jと は、すべて

の直流母線が使用不能 となった場合をい う。

GE28 通 報 事象 絆

規則

第 14条
オく中

ロー (7)

<炉心損傷の検出 >
炉心の損 瘍の発生を示す原 子炉格納容ィン半内の放射線

量または原子炉容朴内の温l■ を検知す ること。

運転モー ド 1、 2お よび 3に おいて適用する。

「炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量または原子

炉容器内の温度Jと は、原子炉格納容器内の格納容器高 レンジエ リ

アモニタの線且率が 1× 105mSV/h以 上かつ、炉心出 日温度

が  350℃ 以 ととなつた場合をい う。
ただ し、関連パラメータを確認 し、明 らかに誤検出の場合は除 く。

GE29 通 †&丁卜象 等

規則

第 14条
表中

ロー (8)

<悴止中の原子炉冷瀾〕機能の完全喪失 >
蒸気発生器の検査その他の 目的で 一時的に原子炉容

器の水位を下げた状態で、当該原子炉か ら残留 1)1を除去

す る機能が吏失 し、かつ、燃料取誉用水 I庁歳ギ菅か らの注

水ができないこと,

「一時的に原子炉容器の水位 を ドげた状態Jと は、一次冷却材系統の

水位 を一時的にループ酉己管の中心付近まで下げた状態 (ミ ッ ドルー

プ運転状態)を いう。
「唆留熱 を除去する機能が吏失Jと は、余熱除去ポンプを用いた冷

即および本気発生器を通 じた除熱 (リ フラックス冷却)が できない
ことをい う。

「燃料 lI文替用水貯鷹1槽 か らの注水ができないこと」 とは、燃料取名べ

用水タンク (ピ ット)か ら充てん/高圧注入ポンプ、充てんボンプ、
高圧注入ポンプを用いたまたは停止中の余熟除去ポンプを通 じた注

水手段ならびに警圧 タンクか らの注水手段のすべてを吏失 した場合

で、1次冷却材配管の水位が配管の下端 となつて 1時「F珂が経過 した

場合をい う。

GE30 通 報 lr象 等

規則

第 14条
表中

ロー (9)

<l吏川済燃料叶蔵樽の冷却機能束人・ 放射線放出 >
l丈用済燃料貯懐槽 の水位が〕照射済燃 料集合体の頂訂I

か ら上方 2メ ー トルの水位まで低下す ること、または当

該水位まで低下しているおそれがある場 合において、当

該貯 l歳槽の水住 を沢1定できないこと。

「照射済燃料集合体の頂部か ら上方 2メ ー トルの水位まで低下Jと

は、使用済燃料 ピッ ト水位計が ド記の レベルを検出す るか、または

l吏用済燃料ピッ ト
「
X城エ リアモニタ (R5)′ )指示が指示計の L限を

超え、使用済燃料 ビッ ト付近に接近できない場合をい う。

①美浜 1号機 :EL4 6m
②美浜 2号機 :EL4 5m
③美浜 3号機 :EL26 3 rn
「当該水位 まで低下 しているおそれJと は、 l吏用済燃料 ピン ト区域
エ リアモニタ (R5)の 指示が有意に上昇 している場合をい う。
「水位を測定できないJと は、直接的または問接的な手段によつて

使用済燃料 ピットの液面の位置がT仁認できない場合をい う。

閉
じ
込
め
る

GE41 通 事に下 象 等

1と即J

第 14条
表中

ロー (4)

<格納容器圧力の異常上昇 >
原子炉格納容部内の圧 力または温度 が当該格納容冊

の設計上の最高 tJl用 圧力 または最高lt用 祀度 に入とす る

こと。

運中′:モ ー ド 1、 2、 3お よび 4において適用する。
「最高使用圧力」 とは、以下の値をい う。

また、 「最高使用温度」 とは、最高 l吏用圧力における飽和温度をい

①美浜 1号機 :261kPa
②夫浜 2号機 :2661Pa
③夫浜 3号機 :261kPa

GE42 通 報 可F象 等

規則

第 14条
衣中

ロ ー (11)

<2つ の障壁喪失および とつの障壁 の喪失または喪失
の可能性 >
燃料被覆管の障Π十・ お よび原子炉冷却系の障壁が喪失

した場合において、原 子炉格納本器の障壁が吏失するお

それがあること。

運市ムモー ド 1、 2お よび 3に おいて適用す る。
「燃料被覆管の障性が史失Jと は、炉心出日温度が 650℃ 以 Lと
なつている場合をい う。

「原子炉冷却系の障性が喪失 Jと は、「力Π圧器圧力Jまたは「加圧器

水位お よび加l上器圧力」カベ非常用炉心冷却装置の作動を必要 とする

設定圧力または設定水位以下となつた場合をい う。

「原子炉格納蓉器の障壁が史失す るおそれ」 とは、格納容器スプ レ

イが動作 した場合において、格納本器スプ レイ系が 1系 統のみの場

合をい う。

そ
の

他
′肖タ

成

GE51 過 1lR事 象 等

規貝l

第 1■ 条

表中

ロー (10)

<原子炉 i制御室の機 ll七喪失 警 報史失 >
原 子炉制御室が使 用できなくなることにより、原子炉

制御室か らの原 子炉 を停止す る機 Hヒおよび冷温停止状

態を維持す る機能が喪失す ることまたは原子炉施設に

呉市が発生 した場合において、原子炉制御室に設置する

原子炉 lた設の状態 を表示す る装置若 しくは原子炉施設

の異常を表示す る警報装置のすべての機能が吏失する

こと。

すべての運 lムモー ドおよびたと転モー ド外において適用する。

「原子炉 ll御室が使汗〕できなくなる」 とは、放射線 レベルや宝温の

異常な上昇等により中央制御室か らの退避が必要な場合をい う。

「原 子炉施設に異常が発生 した場合Jと は、原 子炉で異常な過波変

化等が発生 した場合をい う。

「原子炉施設」 とは 原子炉およびその付属施設をい う。
「原子炉制御室に設置す る原子炉施設の状態を表示する装晋に若 しく

は原子炉施設の興常 を表示す る警報装置のすべての機能が喪失す

る」 とは、主に原子炉を制御する継および原子炉以外の原子炉施設

を制御す る継の両方において、表示灯の消灯ならびに指示計および

記録計のコ)J作 停止が起きたこと、攻たは筈報が消灯 したことにより、

その制御糀 が使用できない場合をい う。

GE55 逓 報 事象 等

規則

第 14条
表中

ロー (12)

く住民の避英佐を開始す る必要があるJr象発生 >
その他原子炉施設以外 に起因す る lI象が原 子炉施設

に影響 を及ぼす こと等放射 l′+物 質 または放射線が興常

な水準で原子力 l十業所外へ放出 され、または放出 される

おそれがあ り、原子力lF業所周辺の住民の避英llを 用始す

るZ、要がある J〔象が発生すること。

「その他原子炉施設以外に起囚する事象」 とは、発電所外部か らの

自然現象影響や 人的行為によつて、プラン トの安全を甜[持す る機能

に不具合 を引き起こすよ うな事象をい う。

「原子 力‖F業所周辺の住民の避沢F♯を井l始する必要がある事象」とは、

影稗範四が炊地外に及ぶ と原子力防災管
'巴

者が判断 した事象をい
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EAL
区分

EAL
番号

政令

または規則
EAL事 象 説   明

事
業
所
外
運
搬

XGE61 政令

第 6条

第 3頂

第 3号

<事業所外運搬でのテ友射線量率の異常上昇 >
火災、爆発その他 これに類す る事象の発生の際に事業

所外運搬 に使用す る容器か ら 1メ ー トル萬にれた場所 に

おいて、 1時間普た り 10ミ リンーベル ト以上の放射
線量が省令第 2条 で定めるところにより検出 された と

き。なお、上記の測定が困難である場合にあつて、その

状況に鑑み上記水準の放射性物
サ質検出の蓋然性が高い

場合 には、検出 された ものとみなす。

O計測器等
・ガシマ線おll定用サーベイメータ

XGE62 省令

第 4条

<事業所外運搬でのナ友射性物質の異常漏 えい>
火災爆発等によ り省令第 4条に定める事業所外運搬
の場合にあつては、放射性物質の漏えいが 5と生するか、

または掃 えいの蓋然性が高い とき。

O計測器等
・表而汚染密度測定用サーベイメータ

別表 3-3-29 原災法第 15条第 1項に関する緊急事態事象 (4/4)

(※ 1) 「Gじ 25J :原 子炉施設に設ける電源設備が 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び f食備の基準に関す る規則」第 57条 第 1項
および 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基イFに 関する規則」第 72条 第 1項 の基準に適合 している場合

「GE26J :原 子炉施設に設ける電源設備が 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す る規則J第 57条 第 1項
および 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す る規則J第 72条 第 1項の基準に適合 していない場合

本別表における原災法、政令、逓報事象等規則および省令とは次のとおり。

原災法    :原 子力災害対策特別佑置法 (平成 11午法律第 156号 )
政令     !原 子力災害メす策特別す日「置法施行令 (平成 12年政令第 195号 )
過報事象等規則 :原子力災害村策特別柑置法に基ン「)き 原子力防災管理者が通報すべき芋象等に関する規則 (平成 24午文部科学省・経済産業省令第 2号 )
省令     :原 子力災害対策特烈I措置法に基づき原子力防災管理者が通キRすべき事業所外スI搬に係る事象等に関する省令 (平成24年文部科学省・経ィ斉産業省

国土交通省令第 2号 )
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別表 3-3-30 緊急事態応急対策における要員の派遣、資機材の貸与
(原災法第 15条第 2項の原子力緊急事態宣言発出以降)

実施する主な業務派遣先 VR遣元組織 要員数 貸与する資機材等 数  量
原子力規制庁緊

急時対応センタ

ー (ERC)

2名本店 各 1台携杵電話 事故情報の提供

決定事項の伝達

原子力防災セン

ター

9本店

3美浜発電所

名

名

携帯電話

発電所周辺地図

事故時操作所則

事故時影響緩和操作評価に係るマニュアル

プラン ト系統図

プラント主要設備概要

プラント関係プロセスおよび放射線計 lttl配置図

原子炉安全保護系ロジックー覧表

発電機車

人員輸送車両

1台

1式

1式

1式

1式

15式

1ヨ式

1式

1台

2台

・総合調整の協力

・住民への広報支援の協力

・プレス対応

・放射線影響評価、予測の協力

・事故状況把握、進展予狽Jの 協力

・原子力防災センターにおける管理

の協力 (発電機車の待機含む)

・地域住民等の避難措置への協力

・本店との情報共有

・その他要請事項への協力

原子力災害合同

対策協議会

1名本 店 1台携帯電話 ・関係機関との調整

・情報の共有イヒ

事業者支援連坊

(原子力防災セ

ンター内)

2名本店 要員・機材輸送車

携帯電話

原子力事業者防災業務計画

関係自冶体地域防災計画

原子力事業者間協力協定

1台

各 1台

1冊

各 1冊

1式

・原子力災害合同対策協議会から要

請されるオフサイ ト活動の事業所

関連携

・原子力事業者支援本部への情報連絡

緊急時モニタリ

ングセンター

28名本店

美浜発電所

高浜発電所

大飯発電所

モニタリングカー

NaIシ ンチレーション式サーベイメータ
電離箱式サーベイメータ

表面ィ
'テ

楽密度測定用サーベイメータ

可搬型モニタリングポス ト

エアサンプラー (ハイボリューム)

エアサンプラー (ロ ーボリューム)

熱蛍光線量計 (T丁 D́)

TLDリ ーダ
TLDア ニール装置
ゲルマニウム波高分析装置

NaIポ ータブルスペクトルメータ
ガラスパッジ等

個人被ばく線量測定器

携帯電話

3台

0台

8台

8台

4台

4台

1台

0個

1台

1台

3台

1台

44

個

台

台

2

2

2

・初期モニタリング

・中期モニタリング

原子力事業者支

援本部 (美浜整

備センター内)

本店

高浜発電所

大飯発電所

13名
10名
10名

携帯電話

原子力事業者防災業務計画

関係自治体地域防災計画

若狭地域原子力事業者連携に関する確認書

原子力事業者間協力協定

機材・要員用車肘命送車両

表面汚染密度測定用サーベイメータ

個人線量計 (ポ ケット線量計)

1台

1冊

各 1冊

1式

1式

1台

27台

45台

各発電所への情報提供

事業者間の要員派遣調整

オフサイ ト活動の人員、配置調整

環境放射線モニタリング

避難送城時検査および除染など

所在都道府県、

所在市町村、関

係周辺都道府県、

関係周辺市町村

の災害対策本部

本店

美浜発電所

14名
2名

各 1台J尭帯電話 ・事故情報の提供

・決定事項等の伝達

・技術的事項他の支援

事業所外運搬に

係る特定事象発

生場所

本店

発災元副原子力防

災管理者

美浜発電所 5名

3名

1名

道路地図

安全解析書

撹岩午電話

NaIシ ンチレーンコン式サーベイメータ
電自佐箱式サーベイメータ

表面汚染密度測定用サーベイメータ

可搬型モニタリングポス ト

エアサンプラー (ロ ーボリューム)

熱蛍光線量計 (TLD)
ガラスバッジ等

除染キント

機材・要員用輸送車両

1式

1ュ式

1台

3台

3台

4台

1台

2台

100個
50個

1ラ式

1台

環境放射線モニタリング

避難退域時検査および除染など
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別表 4-2-31 原子力災害中長期対策における要員の派遣、資機材の貸与
(原災法第 15条第 4項の原子力緊急事態解除宣言以降)

(発災 :美

派遣先 派遣元組織 1  要員数 貸与する資機材等 教  量 実施する主な業務

原子力規制庁緊

急時対応セ ンタ

ー (ERC)

2名本 后 各 1台携帯電話 中長期対策晴報の提供

決定事項の伝達

緊急時モニタ リ

ングセンター

28名

所
　
所
　
所

電
　
電
　
電

発
　
発
　
発

店

浜

浜

飯

本

美

一局

大

モニタリングカー

NaIシ ンチレーション式サーベイメータ

電高t箱式サーベイメータ

表面汚染密度測定用サーベイメータ

可搬型モニタリングポスト

エアサンプラー (ハイボリューム)

エアサンプラー (ロ ーボリューム)

熱蛍光線量計 (TLD)

TLDリ ーダ

TLDア ニール装置

グルマニウム波高分析装置

NaIポ ータブルスペクトルメータ

ガラスバッジ等

個人被ぱく線量沢J定器

携帯電話

3台

20台

28台

28台

4台

4台

1台

440個

1台

1台

3台

1台

192個

64台

1台

復旧期モニタリング

関係機関との調整

情報の共有化 (復 1日状況の報告を含む)

原子力災害合同

対策協議会

1名本店 1台携帯電話

原子力防災セ ン

ター

中長期対策組織

等 (汚染検査、汚

染除去に関す る

事項 )

本店

美浜発電所

大飯発電所

高浜発電所

8名

6名

6名

6名

表面汚染密度測定用サーベイメータ

要員・機材馬勺送車

スミヤろ紙

ウエス

9台

1台

15式

1式

復旧期モニタリング

住民、各施設等の汚染検査および汚

染除去

原子力防災セン

ター

中長期対策組織

等 (広報活動に関

する事項 )

本店

美浜発電所

4名

2名

原子力事業者防災業務計画

汚染状況概要図

要員・機材輸送車

1冊

1式

1台

中長期対策組織の設営準備

発電所対策本部と中長期対策組織との

情報交換

対策の実施状況の広報資十Jの 作成

記者発表の実施

事故情報等に関する問い合わせ対応

汚染状況等に関する問い合わせ対応

被災者の損害賠償請求等に関する問

い合わせ対応

原子力防災セ ン

ター

中長期対策組織

等 (住民相談窓日

の設置に関す る

事項 )

本店

美浜発電所

3名

3名

原子力事業者防災業務計画 2冊

原子力事業者支

援本部 (美浜整備

センター内)

・各発電所への情報提供

・事業者間の要員派遣調整

・オフサイ ト活動の人員、配置の調整

・環境放射線モニタリング

・避難退域時検査および除染など

所
　
所

電
　
電

発
　
発

店
　
浜
　
飯

本

一局

大

15名

10名

10名

携帯電話

原子力事業者防災業務計画

関係自治体地域防災計画

若狭地域原子力事業者連携に関する確認書

原子力事業者間協力協定

機材・要員用申口勺送車両

表面汚奥密度測定用サーベイメータ

個人線量計 (ポケット線量計)

1台

1冊

各 1冊

1式

1式

1台

27台

45台
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別表 5-1-32 福井県内原子力事業所の緊急事態応急姑策等における要員の派遣、
資機材の貸与                    (1/2)

(日 本原子力発電 (株)ま たは日本原子力研究開発機構が発災事業者の場合)

※ 1:「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」に基づく原子力事業者支援本部が設置され運営開始された後は、若狭地域原子力事業者支援

連携本部の活動は原子力事業者支援本部の活動に移行する。

※ 2:日 本原子力発電 (株)が発災事業者の場合は、日本原子力研究開発機構櫛川寮別館内

日本原子力研究開発機構が発災事業者の場合は、日本原子力発電 (株)敦賀地区本部内

※ 3:資機材の貸与は陸路を基本とし、確実に支援が行える輸送経路をもつて輸送を行 う。

派遣先 派遣元組織 要員数 貸与する資機材等 数  量 実施する主な業務

緊急時モニタリ

ングセンター

本店

美浜発電所

大飯発電所

高浜発電所

29名 モニタリングカー

NaIシ ンチレーション式サーベイメータ

電離箱式サーベイメータ

表面汚染密度測定用サーベイメータ

可搬型モニタリングポスト

エアサンプラー (/ヽイボリューム)

エアサンプラー (ロ ーボリューム)

熱蛍光線量計 (TLD)

TLDリ ーダ

TLDア ニール装置

ゲルマニウム波高分析装置

NaIポ ータプルスペクトルメータ

ガラスハッジ等

個人被ばく線曇測定器

携帯電話

3台

10台

14台

14台

4台

2台

1台

220個

1台

1台

3台

1台

64個

64台

1台

初期モニタリング

中期モニタリング

復旧期モニタリング

事業者支援連携

(福井県敦賀原

子力防災セン

ター内)

本店 2名 要員・機材輸送車

携帯電話

原子力事業者防災業務計画

関係自治体地域防災計画

若疾地域原子力事業者連携に関する確認書

原子力事業者間協力協定

1台

各 1台

1冊

各 1冊

1ヨ式

1式

原子力災害合同対策協議会から要請

されるオフサイ ト活動の事業所問連携

若狭地域原子力事業者支援連携本部
※i

への情報連絡

若狭地域原子力

事業者支援連携

本部
ン M2

本店

美浜発電所

大飯発電所

高浜発電所

13名

10名

10名

10名

携帯電話

原子力事業者防災業務計画

関係自治体地域防災計画

若狭地域原子力事業者連携に関する確認書

原子力事業者聞協力協定

機材・要員用輸送車両

表面汚染密度測定用サーベイメータ

個人線量計 (ポケット線量計)

除染キット

高圧洗浄機

1台

1冊

各 1冊

1式

1式

1台

27台

45台

15式

1台

各発電所への情報J是供

事業者間の要員派遣調整

オフサイ ト活動の人員、配置の調整

環境放射線モニタリング

避難退域時検査および除染など

美浜発電所

緊急医療処置室

美浜発電所 2名 緊急医療処置室内設備および資機材 1式 自治体医療本部等からの受入要請に

対応した緊急時医療協力
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派遣先 派遣元組織 要員数 貸与する資機材等 数  量 実施する主な業務

緊急時モニタリ

ングセンター

美浜発電所 11名 モニタリングカー

NaIシ ンチレーション式サーペイメータ

電自佐箱式サーベイメータ

表面汚染密度測定用サーベイメータ

可搬型モニタリングポスト

エアサンプラー (ハイボリューム)

ガラスバッジ等

1台

8台

14台

14台

1台

2台

96個

・初期モニタリング

・中期モニタリング

・復 1日期モニタリング

若狭地域原子力

事業者支援連携

本部
｀
(原子力研

修センター内)

美浜発電所 10名 表面汚染密度測定用サーベイメータ 13台 環境放射線モニタリング

避難退域時検査および除染など

美浜発電所

緊急医療処置室

美浜発電所 2名 緊急医療処置室内設備および資機材 1式 自治体医療本部等からの受入要請に

対応した緊急時医療協力

別表 5-1-32 福井県内原子力事業所の緊急事態応急対策等における要員の派遣、
資機材の貸与                   (2/2)

(大飯発電所が発災事業者の場合 )

※ :「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」に基づく原子力事業者支援本部が設置され運営開始された後は、若狭地域原子力事業者支援連

携本部の活動は原子力事業者支援本部の活動に移行する。

(高浜発電所が発災事業者の場合 )

※ :「原子力災害時における原子力事業者間協力協定Jに基づく原子力事業者支援本部が設置され運営開始された後は、若狭地域原子力事業者支援連

携本部の活動は原子力事業者支援本部の活動に移行する。

派遣先 派遣元組織 要員数 貸与する資機材等 数  量 実施する主な業務

緊急時モニタツ

ングセンター

美浜発電所 11名 モニタリングカー

NaIシ ンテレーシコン式サーベイメータ

電離箱式サーベイメータ

表面汚染密度測定用サーベイメータ

可搬型モニタリングポス ト

エアサンプラー (ハイポリューム)

ガラスバッジ等

1台

8台

14台

14台

1台

2台

96個

初期モニタリング

中期モニタリング

復旧期モニタリング

若狭地域原子力

事業者支援連携

本部
―
(原 子力

研 修セ ン ター

内)

美浜発電所 10名 表面汚染密度測定用サーベイメータ 13台 環境放射線モニタリング

避難退域時検査および除染など

美浜発電所

緊急医療処置室

美浜発電所 2名 緊急医療処置室内設備および資機材 15式 自治体医療本部等からの受入要請に

対応した緊急時医療協力
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別 表 5-2-33 福井県外の原子力事業所または他の原子力事業者が輸送物の

安全に責任を有する事業所外運搬中に発生した原子力緊急事

態等における要員の派遣、資機材の貸与

(原子力災害対策要員の派遣、資機材の貸与)

※ 1:放射能測定用車両とは、原子力災害時に放射線量率の測定、空気中のグス ト、よう素のサンプリングが可能な設備を搭載した車両とする

※ 2:可搬型モニタリングポス トは当社の保有台数を記載する。

※ 3:資機材の貸与は陸路を基本とし、確実に支援が行える帝「句送経路をもつて輸送を行う。

※4:準備数量については、全て程度とする。

派遣先 派遣元組織 要 昌数 貸与す る資機材等 数 量 実施する主な業務

要請 を受けた事

業所

本店

美浜発電所

大飯発電所

高浜発電所

15名

10名

10名

10名

表面汚染密度測定用サーベイメータ

NaIシ ンテレーションサーベイメータ

電自信箱サーベイメータ

グストサンプラー

個人線量計 (ポケット線量計 )

高線量対応防護服

全面マスク

タイベックスーツ

ゴム手袋

魅へい材

放射能測定用車両
※t

Ge半導体式試料放射能測定装置

ホールポディカウンタ

可搬型モニタリングポスト
ズZ

院枯電話

66台

3台

3台

11台

150個

30着

150個

5,500着

11,000双

300枚

1台

1台

1台

7台

各 1台

乗境放射線モニタリング

避難退域時検査および除

染など

本店

最寄りの発電所

4名

3名

サーベイメータ

グストサンプラー

熱蛍光線量計 (TLD)

ガラスバッジ等

携帯電話

10台

2台

100個

50個

各 1台

・環境放射線モニタリング

・避難退域時検査および除

染など
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別図2-1-1 発電所原子力防災組織
お よ

卜
∞

原子ノ,防焼体 ml

1

2

3

4
5

6

7

8

連絡 ,通信手段の確保

要員の動員、輸送手段確l呆

弊急 L失廉措世

緊急時活動用資I残オオの調達・輸送

見学者、協力会社員等の退避 ,避難措営

消火活動

1

2

3

4

見学者の退避誘導

広報活動 (緊急時ブ レスを含む )

2 発的芳対策本部内情報の整理・H又朱・記録

3

4
5

6

把握

国・ 自治体等関係者 との連絡調整

社外関係機関への通報連絡および受信

広報用資料の集胸

と

1

2

3

4

6

7

事故状況の把握、評価

事故時影轡緩和操作の検討

放射能影響範囲の推定

発電所 l抒内の讐柄 、立入制限

防護施設の運用

ンター

原子

1

2

3

4
5

被ばく管理、汚染除去・拡大防止措置

放射線管理資機 ,|オの整備 。点検

災答対策活動に伴 う放射線防護措置

ンターにおける活動の支援

1

2

3

4

事故状況の把握・整理

事故拡大防止のための措置

発匂折設備の保安維持

原子力災官合同対策協議会における情報」又実

1

2

3

4
5

6

兆電所諸設備の整備 点検
見学者、lりJ力会社員等の濃胡|・ 避難措置
負傷者枚助
1ヽ肖火活動
遠1蝙操作が可能な〕装置等の操作

1

1

2

3

4
5

発電所諸設備の整備 点検
見学者、協力会社員等の退避・避難措世

負傷者救助

消火活動

事故原因の究明、

1 不測

1

2

3

4
5

6

7

8

連絡・通信手段の推 l呆

要員の動員、輸送手段石在イ呆

緊急医療措世

緊急時活動用資梅材の調達・輸送

見学者、協力会社員等の退避・避難措置

消火活動

]

2

3

見学者の退避誘導

広報活動

発勘折警戒本部内情報の整〕ユ・J又焦・記録・状況

把握

図 自治体等関係者 との連絡調整
社外関係機関への通報連絡および受信

広報用資料の集約

3

4
5

6

1

2

発電所構内の警備、立入制限

防護施設の運用

1

2

3

1

2

3

4

被ばく管理、汚染除去・拡大防止措営

放射線管理資機|オの整備・点検

災害対策活動に伴 う放射像防護措置

1

2

3

4

事故拡大防止のための措置

発匂折設備の保安維持

消火活動

所長室の係長

係長を除く)

コミエトンiン係長

技術課の係長

原子燃料課の係長

当直課長、当直主任

保全計画課、

計装保修課、原子炉保修課、

タービン保修課、土木建築諜

の係長

指名 され高1本部長または

所長室課長

所長室課長

技af課長

原子燃料課長

電気保修課長

計装保修諜長

原子炉保修課長

タービン彫 課長

七本建築課長

広報〕I

安全管理班

特命班

本部附

副本部長お よび

Ⅲり王長を除 く、各

課 (室 )長以上

副 本 部 長

(統括管理補佐 )

原子力安全統括、

技術系の副所長、安

全 防災室長、運営

統括長、

品質保証室長

(統括管ユユ)

本 部 長

原 子 力

防災管理者※
】

子 は 、 3-2-28 るもの。J
※ 1:原子力防災管理者は、複数号機で同時に特定事象が発生 した場 合または特定事象に至ると辛↓断 した場合、以 下の対応を行 う。

・副本部長または本部附から号機 ごとの指揮者を指名 して必要な対応にあたらせる。
・号機 ごとの対応者を明確にするよう発電所対策本部の各り1長 に指示する。



別図2-2-2本 店警戒本部および本店原子力緊急時対策本部の組織

本店本部長 り上および係
主な任務

誓戒体 Ⅲll

*3 人数
l原 子力

1方災体制
人数

原

子
力

設
備

班

情報係
キt 本部指示の伝達、社内外情報の収集・連絡・記録、関係官公庁への中R告 、災害状況の把撮、lと

'原
子力事斐者への応援要請

○

28

○

29

安全支援係
半: 事故状況の把握・評価の支援 、アクシデントマネジメントの支援、汚染拡大防止措置に日日する支

暖、放射線影・磁l総囲の推定等に関する支援、 原子力緊急事態支援組縦との連携
○ ①

技術支援係
キ1

泉子力発電 l党偏 の祝吾状 t,との把握 、事故拡大防 止栄に関する更丁炭、事故原囚のシと明・際去に関

する支援 、復 旧対策に関する支援 、原 子力発電設術 の設計工事情報の確認、プラントメーカーお
とが 4■ (,今刑″rナ)i直 雄

〇 O

特命支援係
*l

原子力設備〕[長が指示する事項 O

情報連絡係 山の班との情報連絡 ① O

設
備

班

火力係
火力発電設備 (テと設工事中のものを含む。)の災害防止 、被告状況の把恨 、復 旧対策の樹 立、経
済語挙省 に4,十るとFl告 大ヲ¬率 託μF「に■対 上給体制1の確立

○

16

○

26

水力係
水力発電Π;と備 (建設工事中のものを合む。)の災客防止、被害状況の把握、復旧対策の樹立、国
十本涌省に対する報告 ゲムのを今確保ヤロi旨

○ ○

工務係

送電・変電設備 (建設工事中のものを含む。ただし、他の係の分隼事項を除く。)。太陽光発電設備

(建設工事中のものを除く。)の 災害防止、被宮状況の把提、復旧対策の村立、経済産業省に対す

る報告、特定規模電気事業者への対応

O ○

系統運用係
‖附 I設備 (建設 I事中のものを含む.ただし、他の係の分掌事項を除く。)の災害防止、被害 1大況
の把掃、侮旧対策の絣立、給宙精令所関係電力緊急融通体制の確立

〇 ○

ネットワーク技術係
曜電設備の災害防止、
まへの対応 (広報車等 )

被告状況の把握、復旧対策の樹立、関係機関への応急送電対応、お客さ
〇

ガス係

ガス事業法適用設備、熱供給事業法準用設備 (建設工事中のものを含む。ただし、也の係の分掌

事項を除く。)の 災害防止、被害状況の把握、復旧対

'「

くの樹立、経済産業省に対する報告、ガス事

業:のお客さまへの設備保安、LNGЛ反売対応
○

通信係

晴報処I:世 R貿備・通信設備の災害防止、被害状況の把握、復旧対策の樹立、データ輸送のF存保、非
常災害Πキの通信ルートの確保、総務省に対する報告、本部テレビ会議システムの設置、通信系統
およびその機能確際、挑帯電話のT在腺・輸送

○ O

県境係 庄上変圧器資源リサイクルセンター設備の災害防 止、被害状況の把握、復旧対条の樹立 ○

土木係 土木設備の災害防止、被害状況の把握および復旧射策の樹立に係る他係への指′専および支援 O ○

建築係 毬築物の災害防 に、被害状況の把提および復旧対策の村立に係る他係への指導および支援 〇 ○

研究 lFl発係
研究り‖発設備 (建 1]〔工事中のものを含む。ただし、他の係の分掌事項を除く。)の災吾防 止、被客
|た湖の用‖据、街 ロメ十る災の思立

○

総

務

班

総括係
*2

本部の設営・運営、行政 (危機管理箇所 )・社外防災機関との連携 (要員派遣を含む )、 本部要員の

召集、通話制限、燃料・ヘリコプター・要員等の全社融通調整、他のカリ上および係に属さない:F項 、
各班および係の分掌 J十項に関する緊魚調整

○

11

〇

33

生活物資係 食料、飲料水、衣類、宿泊施設、仮設トイレ等の生活物資の石竹:保・輸送、社屋防護 ○

社外情報係 道路状況、火災発生状況、公衆電話回線、水道、ガス等の被告状況、J任業に千力告地の調査 ○

気象情報係 気象情 l限の把握 ○

地域係 行政・地域に対する支援活動 ○

秘書係 役員 役員家族等の安否確認、役員の宿泊場所の確際、役員出動時の交通手段の確保 ○

労務係
*2

労働組合対応、従業員の出社状況の把握 、州R務に関する事項、従業員。従業員家族等の安否確
認および被災状況の把握、災害予防、一般交通機関の稼働状況の把握、社宅・寮等の被害状況
l不J用 可能状ィ兄うの把1屋、その他被災従業員および従業貫家族等に対する支援

○ ○

l呆健係
半Z

従業員の健康管J巳、
「

生療・防疫対策に関する事項、放射線緊急医療封策に関する支援 ○

用地係 業務設備等の災害防止、業務設備等の移ほおよび仮設のメ
‐
l応 ○

経】巳係 資金のFに保、出納、被告額、復旧れ尭算額の把握、対策費用の経理審査 ○

資材係
*2 資材の調達・輸送、他電力からの資材・役務の融通調整、復旧車両全股の燃料の調達・輸送、ヘリ

コプターの確保 物沓の降 卜輸浜手 E`)の
`t保
契約 F_q係

〇 ○

燃料係
燃料の備蓄 管〕坐、海上輸送手段の確保に関する生活物資係の支援、復旧車両全般の燃料確 l呆
に闊十る奮材係支|を

○

グループ経営係 関係会社に関する被害状況の把握、関係会社との連携に関する事項 ○

国際係 災害時の国際関係支援活動 O

広

報

班

広報係
ホ2 社外報道機関への対応、マスメディアを通じた安全および復 1日状況等に関する広報、社内広報夕尺

l本での社内情報提供、関係 自治 l木への広報
○

9

○

llお容さま係
重要負荷の被害状況の失約、検針・うに企業務遅ィド古状況のIL握および対策の策定、お客さまへの

対応 (ガス、熱供給事業等を含む )、 委託集金人の安否確認および被災状況の把握
○ ○

立地係 立地地点の自r4｀体牛関係箇所への広報 O

予備りI により応援

ターの設営・運営、会議の事務、関係省庁派遣要員の対応

O

○ 0

支援チーム
判

処点の選定、支援物資の調達・輸送・管理、区域出入管理・汚染測定 ⑤ 15

民対応チーム
*[

白治休との連携、避女作所・被災者 地域モニタリングの射応計画作成 ○ 10

相談窓日の設置、補償対応計画の作成 ○ 12

*1:本店原子力緊急 I寺対策本部 (若ぢ夫)でlf動する係およびチーム示す。
*2:本府原子力緊急時対策本部 (若狭)においても平「「動する係およびチームを示す。
*3!讐戒 l本制発令Π+において標準的に設世する係を示す。
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別図 2-2-3 防災組織全体図

連絡 報告

要請

”
〇

連絡

報告

資機材、要員等の支援

他発電所支援会議

原子力事業所災害対策

支援拠点

本店原子力

緊急時対策本部

発電所原子力

緊急時対策本部

中之島

(本店非常災害対策室)

若 狭

(原子力事業本部緊急時対策室)

指導・助言

連絡

連絡

東京支社



原子力安全統括

副所長

運営統括長

発電所課長

品質保証室長 品質保証室員

安全・防災室長 安全・防災室員

所長室長 所長室員

技術口呆長 技術口果員

原
子
力
防
災
管
理
者

美
浜
発
電
所

原子燃料課長 原子燃料課員

放射線管理課長 放射線管理課員

発電室員発電室長

保全計画課長 保全計画課員

電気保修課長 電気保修課員

計装保修課長 計装保修課員

原子炉保修課長 原子炉保修課員

タービン保修口果長 タービン保修課員

土木建築課長 土木建築課員

電気工事グループロ果長 電気工事グループ員

機械工事グループロ果長 機械工事グループ員

別図 2-2-4 発電所対策本部要員の非常招集連絡経路

51



(若狭 )

原子力防災管理者

別図2-2-5 本店対策本部要員の非常招集連絡経路 (1/2)

広報ク
｀
ルーフ員
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P

ク レフ ラ フ

地域共生本部長
ク フ

クレフ

チー ルーフ
ゞ

総務ク
｀
,レ
ーダ員

経理ク'ル フ員

ク ルーア
.チー ルーフ

・

P

ルーフ・チー レ フ

ルーフ
・

レ フ

ク'ルーフ
.チー レ フ

発電ク
・ルフ
・
員

レ フ

夕
｀
ルーフ

'

総務担当部長

レ フ

原子力安全部長

レ フ

原子力発電部長
レ フ

原子力技術部長

ルーク

レ ア

調査ク
ヾ
ルーア
・
員

クレア

レ フ

ク'ルーフ ク レ フ

ルーフ
ゞ

工 小 スき:乗

ク
｀
ルーフ'
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(中之島)

別図2-2-5 本店対策本部要員の非常招集連絡経路 (2/2)

ク フ

総合企画本部
CSR・ 経営管理部門統括

ク ア

総務室長 ク'ルーフ

関係副社長等

お客さま本部エンン
・ニアlンク
・

営業部門続括 ク ア

フ

チーフマィレ

送電サヒ'スセンター員

中央給電指令所長

基幹系統給電所長

ク レフ

技術試験センタ 技術試験センター員

クレア

情報通1言センター員情報通信センタ長

子―タマィ、シ
'

ク レア

広報室長

人材ギ占性化室長

経理室長

秘吾室長
ク ア

立地室長

環境室長

クレア

調達本部扁1本部長

燃料室長
タ フ

研究開発室長

経営監査室長
ク ブ
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発
災
プ
ラ
ン
ト

）

当
直
課
長
等

別図2-2-6警 戒事象に基づく通報 (連絡)経路

連絡

通

□ 粽替建認露啓
画宰静缶令に

――→通報

国(警戒事態の判断

原子力規制庁原子力災害対策・核物質防護r果
(原子力規制委員会)

美浜原子力規制事務所
(原子力防災専門官、原子力保安検査官)

所在都道府県

所在市町村

関係周辺都道府県

関係周辺市町村

原

者

所在都道府県警察本部

関係周辺都道府県警察本部

その他関係機関
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齢

報告

霧

い
い

別図2-2-7警戒体制および原子力防災体制発令時の連絡経路

(必要に応じて)

報告

報告

非常

煙

窪

煙姉
籐

招集

姉
籐

本店各本部・室の

対策本部要員

(原子力事業本部を除く)

原子力

鶉 隈

社  長

原子燃料サイクル室長

総務室長

原子力事業本部原子力発電部門統括

原子力規制委員会

所在都道府県

所在市町本ヽす

関鍮周辺都道府県

醐 辺市町村

その他関係機関

当直膨曹惑幸

(発災プラント)

原子力防災管理者

発電所の

対策本部要員



本店原子力緊急時対策本部

原子力規制委員会

所在都道府県

所在市町村

関係周辺都道府県

関係周辺市町村

その他関係機関

本   部   長
(副本部長・本部附)

広
　
　
報
　
　
班

総
　
　
務
　
　
班

情
　
　
報
　
　
班

安

全

管

理

班

放

射

線

管

理

班

発
　
　
電
　
　
班

保
　
　
修
　
　
班

報告

発電所対策本部

指示

他発電所支援会議

要請

別図 2-2-8 発電所対策本部設置以降の報告連絡経路
(原子力防災体制発令後の報告連絡経路 )

報告 指導・助言 連絡

報告
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発
災
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ラ
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ト

）

当
直
課
長
等

通

別図2-2-9原 災法第10条第1頂に基づく通報 (連絡)経路 (発電所内での事象発生)

□ 冤縄
0条第1項に基

|1田 設置されている場合に連絡

―…→フアクシミリ

………1電話

内閣府政策統括官 (原子力防災担当)付参事官 (総括担当)付

内閣官房 (内閣情報集約センター)

内閣官房 (内閣官房副長官補 (事態対処・危機管理担当)付 )

本店

東京支社

原
子
力
防
災
管
理
者

美
浜
発
電
所

(原子力規制委員会)

・核物質防護課

内閣府 (内閣総理大臣)

庁原子力政策課

浜原子力規制事務所
子力防災専門官、原子力保安検査官)

(地方放射線モニタリング対策官)
井地方放射線モニタリング対策官事務所

県

関係周辺都道府県

関係周辺市町村

所在都道府県警察本部

関係周辺都道府県警察本部

その他関係機関

I,(卜 ⅢⅢII,十】■″ |¬卜●11i)メテケィ||テ f'ヽ IIⅢ

|“
.
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別図2-2-10原 災法第10条第1項に基づく通報 (連絡)経路 (事業所外運搬での事象発生)

□ 塚器慾軍発
°条第1項に基

――→ファクシミリ

……Ⅲ電話

内閣府政策統括官 (原子力防災担当)付参事官 (総括担当)付

内閣官房 (内閣情報集約センター)

内閣官房 (内閣官房副長官補 (事態対処・危機管理担当)付 )

本店

東京支社

事
業
所
外
運
搬
責
任
者

原
子
力
防
災
管
理
者

美
浜
発
電
所

(原子力規制委員会)
子 原子

閣府 (内閑総理大臣)

経済産業省資源エネルギー庁原子力政策課

経済産業省近畿経済産業局総務企画部総務課

美浜原子力規制事務所
(原子力防災専門官)

(地方放射線モニタリング対策官)
福 ニタリング対策官事務所

大臣官房参事官 (運輸安全防災)付

国土交通省海事局検査測度課
(国土交通大臣)

の場合〉

国土交通省自動車局環境政策課
(国土交通大臣)

の場合〉

生場所を管轄する都道府県知事

生場所を管轄する市町村長

事象発生場所を管轄する警察本部

事象ヌた生場所を管轄する消防本部

事象発生場所を管轄する海上保安部
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発
電
班
長
等

連絡

別図2-2-11原 災法第10条第1項の通報後の報告 (連絡)経路 (発電所内での事象発生)

□ 原災法姦そ籍
項に基

――→ファクシミリ

…̈…Ⅲ電話

注)ファクシミリ、電話とも地方公共
団体の災害対策本部等が設置さ
れるまでは、原災法第 10条第1項
に基づく通報 (連絡)経路 (発電所
内での事象発生)による。

経済産業省近畿経済産業局総務企画部総務課

内閣府政策統括官 (原子力防災担当)付参事官 (総括担当)付

内閣官房 (内閣情報集約センター)

内閣官房 (内閣官房副長官補 (事態対処・危機管理担当)付 )

関係省庁事故対策連絡会議または原子力災害対策本部本店対策本部

東京支社

発
電
所
対
策
本
部
長

美
浜
発
電
所

原子力

力規制委

閣府 (内閣総理大臣)

経済産業省資源エネルギー庁原子力政策課

美浜原子力規制事務所
(原子力保安検査官)

福井県美浜原子力防災センター
(原子力防災専門官 (総括班))

(現地事故対策連絡会議または合同対策協議会 (プラントチーム))
県美浜原子力防災センター

県警察本部

関係周辺都道府県警察本部

県災害対策本部

災害対策本部

関係周辺都道府県災害対策本部

関係周辺市町村災害対策本部
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別図2-2-12原 災法第10条第1項の通報後の報告 (連絡)経路 (事業所外運搬での事象発生)

[三三三三]蜃紹
5条第2項に基

|  1設置されている場合に連絡

――→ファクシミツ

……Ⅲ電話

経済産業省近畿経済産業局総務企画部総務「果

内閣府政策統括官 (原子力防災担当)付参事官 (総括担当)付

内閣官房 (内閣情報集約センター)

内閣官房 (内閣官房副長官補 (事態対処・危機管理担当)付 )

関係省庁事故対策連絡会議または原子力災害対策本部本店対策本部

東京支社

事
業
所
外
運
搬
責
任
者

発
電
所
対
策
本
部
長

美
浜
発
電
所

核物質防護課
(原子力規制委員会)
子 子

閣府 (内閣総理大臣)

経済産業省資源エネルギー庁原子力政策「果

美浜原子力規制事務所
(原子力防災専門官)

リング対策官事務所

大臣官房参事官 (運輸安全防災)付

国土交通省海事局検査測度課
(回土交通大臣)

ミ海上の場合〉

事象発生場所が陸上の場合〉

国土交通省自動車局環境政策課
(国土交通大臣)

事

事象発生場所を管轄する市町村長

力災害現地対策本部または原子力災害合同対策協議会

事象発生場所を管轄する市町村災害対策本部等
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別図2-3-13 発電所敷地周辺の放射線測定設備
V No.3モ ニ
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モニタステーション

( ＼
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っ

No.2モ ニタポス ト

No lモ ニタポス ト

No 5モ ニタポス ト

検出器種類、計測範囲

NaI(10nGy/h～ 104nGツ h)、 電離箱 (1 02nGy/h～ 108nGツ h)

NaI(10nGy/h～ 1 04nGツ h)、 電離箱 (1 02nGy/h～ 108nGツ h)

Nal(10nGy/h～ 1 04nGy/h)、 電離箱 (1 02nGy/h～ 1 00nGy/h)

Nal(10nGツh～ 104nGy/h)、 電離箱 (102nGy/h～ 10anGy/h)

Nal(10nGy/h～ 104nGy/h)、 電離箱 (1 02nGy/h～ 108nGツ h)

NaI(10nGy/h～ 104nGツ h)、 電離箱 (1 02nGy/h～ 10anGツ h)

プラスチックシンチレーション (01～ 1 05cps)

Nal(01～ 10。cps)

測定対象

空間線量率

空間線量率

空間線量率

空間線量率

空間線量率

空間線量率

空気中ゲスト

空気中ヨウ素

名 称

Nolモニタポスト

No2モニタボスト

No3モニタポスト

No.4モニタポスト

No5モニタボスト

モニタステーション

原災法第 11条第 1項に基づく放射線測定設備
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別図2-3-14 シビアアクシデント対策等に関する資機材配置

安全確保上の観点から公開しな

いこととしています



別図2-5-15 発電所内の集合・退避場所
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別図2-5-16 発電所内の緊急時対策所および緊急医療処置施設等
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別図 2-5-17  美浜発電所 と原子力事業所災害対策支援拠点の位置
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別図 3-2-18   公表内容の連絡経路

発電所対策本部

広 報 班

情報 班

・事故の内容

・プラント状態
。放射性物質の放出状況
。負傷者の有無等

。公表内容取 りまとめ

本店原子力緊急時対策本部

・発表内容についての発電所対

策本部との調整

・発表の実施

プ レス発表
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別図 5-1-19 他発電所支援会議の組織
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1美浜発電所支援会議※
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美浜発電所発災時

――――――他事業者発災時

・支援会議の運営
・情報の収集、連絡、記録
・要員の派遣、資機材の貸与
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※ 1

※ 2

他原子力事業所発災時においては、本店原子力緊急時対策本部は原子力事業本部支援会議となる。

他原子力事業所発災時においては、美浜発電所は美浜発電所支援会議となる。

本店原子力

緊急時対策本部

6

6

・支援会議の運営
・情報の収集、連絡、記録
・要員の派遣、資機材の貸与

・支援会議の運営
・情報の収集、連絡、記録
・要員の派遣、資機材の貸与

高浜発電所支援会議

大飯発電所支援会議



年  月  日

内閣総理大臣、原子力規制委員会 殿

届出者

住所

氏名                 印

(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名 )

(担当者    所属    電話    )

別添のとおり、原子力事業者防災業務計画を作成 (修正)したので、原子力災害対策特別措
置法第 7条第 3項の規定に基づき届け出ます。

原 子 力 事 業 所 の 名 称 及 び 場 所

当該事業所に係る核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律に基づき受けた指定、許可又

は承認の種別とその年月日 年 月 日

原子力事業者防災業務計画作成 (修正)年月 日 年 月 日

協 議 し た 都 道 府 県 知 事 及 び 市 町 村 長

予 定 さ れ る 要 旨 の 公 表 の 方 法

様式 1-5-1 原子力事業者防災業務計画作成 (修正)届出書

原子力事業者防災業務計画作成 (修正)届出書

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4と する。
2 協議が調つていない場合には、「協議 した都道府県知事及び市町村長」の欄にその旨
を記載するものとする。

3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、
署名は必ず本人が自署するものとする。
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備考 1

2

様式 2-1-2 原子力防災要員現況届出書

原子力防災要員現況届出書

この用紙の大きさは、日本工業規格A4と する。
氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は

必ず本人が自署するものとする。

年  月  日

原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長 殿

届出者

住所

氏名                  印

(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名 )

(担当者    所属    電話    )

原子力防災組織の原子力防災要員の現況について、原子力災害対策特別措置法第 8条第 4項の

規定に基づき届け出ます。

原 子 力 事 業 所 の 名 称 及 び 場 所

業 務 の 種 月ll 防 災 要 員 の 職 制 その他の防災要員

情 報 の 整 理 、 関 係 者 と の 連 絡 調 整 塔以上

原子力災害合同対策協議会における情報の交換等 名以上

広 報 名以上

放 射 線 量 の 測 定 そ の 他 の 状 況 の 把 握 妬以上

原 子 力 災 害 の 発 生 又 は 拡 大 の 防 止 妬以上

施 設 設 備 の 整 備 ・ 点 検 、 応 急 の 復 旧 名以上

放 射 性 物 質 に よ る 汚 染 の 除 去 名以上

医 療 に 関 す る 措 置 名以上

原子力災害に関する資機材の調達及び輸送 名以上

原 子 力 事 業 所 内 の 秘誓 備 等 名以上
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備考 1

2

様式 2-1-3 原子力防災管理者 (副原子力防災管理者)選任 。解任届出書

原子力防災管理者 (副原子力防災管理者) 出書

3

この用紙の大きさは、日本工業規格A4と する。
複数の副原子力防災管理者を選任した場合にあつては、必要に応じて欄を追加するものと

する。

氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名

は必ず本人が自署するものとする。

原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長 殿

原子力防災管理者 (副原子力防災管理者)を選任・解任したので、原子力災害対策特別措置
法第 9条第 5項の規定に基づき届け出ます。

(担当者 所属 電話

年  月  日

届出者

住所

氏名                  印

(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名 )

原子力事業所 の名称及び場所

区 分 選 任 任角罪

氏 名

選 任 ・ 解 任 年 月 日正

職 務 上 の 地 位

氏 名

選 任 ・ 解 任 年 月 日目1

職 務 上 の 地 位
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年  月  日

内閣総理大臣、原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長 殿

届出者

住所

氏名                   印

(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名 )

(担当者    所属    電話    )

放射線測定設備の現況について、原子力災害対策特別措置法第 11条第 3項の規定に基づき
届け出ます。

原子力事業所の名称及び場所

原子力事業所内の放射線測定

設備
設置数 式

設置場所

原子力事業所外の放射線測定

設備
設置者

設置場所

検出され

る数値の

把握方法

備考 1

2

3

様式 2-3-4 放射線測定設備現況届出書

放射線測定設備現況届出書

この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
「原子力事業所外の放射線測定設備」の欄は、通報事象等規則第 8条第 1号ただし書の

規定により代えることとした放射線測定設備を記載するものとする。

氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署

名は必ず本人が自署するものとする。
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年  月  日

内閣総理大臣、原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長 殿

届出者

作所

氏名 F日

(法 人にあってはその 款 形が代表考 の 氏えⅢ

(担当者    所属    電話

原子力防災資機材の現況について、原子力災害対策特別措置法第 11条第 3頂の規定に
基づき届け出ます。

)

原子力事業所の名称及び場所

放射線障害防護用器具 汚染防護服 組

呼吸用ボンベ付き一体型防護マスク 個

フィルター付き防護マスク 個

非常用通信機器 緊急時電話回線 回線

ファクシミリ
ム
口

携帯電話等
ム
口

計測器等 排気筒モニタリング設備

その他の固定式測定器

排気筒モニタ
ム
口

」F水モニタ
ム
口

ガンマ線測定用サーベイメータ ム
ロ

中性子線測定用サーベイメータ
ム
口

空間放射線積算線量計 個

表面汚染密度測定用サーベイメータ ム
ロ

可搬式グス ト測定関連

機器

サンプラ
ム
口

測定器 ム
ロ

可搬式の放射性ヨウ素

測定関連機器

サンプラ ム
ロ

測定器 ム
ロ

個人用外部被ばく線量測定機器 ム
ロ

その他 エ リアモニタリング設備
ム
口

モニタリングカー
ム
口

その他資機材 ヨウ素剤 錠

担架 ム
ロ

除染用具 式

被ばく者の輸送のために使用可能な車両 ム
ロ

屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備 式

備考 1

2

様式 2-3-5 原子力防災資機材現況届出書

原子力防災資機材現況届出書

この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名

は必ず本人が自署するものとする。
「排気筒モニタリング設備その他の固定式測定器」の後の空欄には、設備の種類を記載する

こと。

3
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備考 1

2

様式 2-7-6 防災訓練実施結果報告様式

防災訓練実施結果報告書

この用紙の大きさは、日本工業規格A4と する。
氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、

署名は必ず本人が自署するものとする。

年  月  日

原子力規制委員会 殿

報告者

住所

氏名                  印

(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名 )

(担当者    所属    電話    )

防災訓練の実施の結果について、原子力災害対策特別措置法第 13条の 2第 1項の規定に
基づき報告します。

原子力事業所の名称及び場所

防災訓練実施年月日

防災訓練のために想定した原子

力災害のイ既要

防災訓練の項目

防災訓練の内容

防災訓練の結果の概要

今後の原子力災害対策に向けた

改善点
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様式 3-1-7 警戒事象発生通報様式

警戒事象発生通報

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4と する。

年  月  日
原子力規制委員会  殿

警戒事象通報

通報者名

連 絡 先

警戒事象の発生について、原子力事業者防災業務計画第 3章第 1節に基づき通報します。

原子力事業所の名称

件名/EAL番 号

発生時刻

状  況
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様式 3-1-8 特定事象発生通報様式

特定事象発生通報

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4と する。

※事業所外運搬時は、以下のとおり。

内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、都道府県知事、市町村長 殿

年  月  日
内閣総理大臣、原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長 殿※

第 10条 通 報

通報者名

連 絡 先

特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第 10条第 1頂の規定に基づき通報
します。

原子力事業所の名称及び場所

特定事象の発生箇所

特定事象の発生時刻 (24時間表示 )

発

生

　

し

た

特

定

事

象

の
概

要

特定事象の種類

/EAL番 号

想定される原因

検出された放射

線量の状況、検

出された放射性

物質の状況又は

主な施設 。設備

の状態等

その他特定事象の把

握に参考となる情報
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様式3-1-9(1/2) 応急措置の概要連絡様式 (原子炉施設)

(■ /2)

内閣総理大臣、原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長 殿

第 25条報告

原子力災害対策特別措置法第 25条第 2項に基づき、応急措置の概要を以下のとおり報告します。

発信 日時 年  月  日   時  分 送信者

受信 日時 年  月  日   時  分 受信者

1.事象件名/EAL番 号

2.事象発生箇所

3.事象発生同時 年  月  日   時  分 頃

4.発生事象と対応の概要 (注 1)

5.緊急時対策本部その他の事項の概要 (注 2)

(注 1) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置他の時刻、場所、内容について
発生時刻順に記載する。

(注 2) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく息者発生状況等について記載する。

76



様式3-1-9(2/2) 応急措置の概要連絡様式 (原子炉施設)

(2/2)

6.プ ラン トの 確認時刻  時  分

7.放射性物質の放出 時刻  時

8.放射性物質の放出評価

発電所状態 原子炉出力 %

炉心平均燃焼度 剛D/卜f田
事象発生時の状況

原子炉停止時刻 時  分

% 1次系圧力 MPa(gage)原子炉出力

%1次系 (ホ ッ ト
レグ)温度

℃ 加圧器水位

%

現在の状況

格納容器圧力 kPa(gage)
格納容器内水素

浪度 (ドライ値)

放出開始時刻 日 時 分 頃 放出停止時刻 日 時 分 頃

放出高さ

(地上高)
m放出箇所

評価時点での放出率 評価時刻までの放出量放出実績評価

Bq希ガス Bq/h

Bqヨウ素 Bq/h

Bq

放出状況の評価を

開始したΠ寺刻

(時刻  時 分)

放出状況

その他

(核種 )
Bq/h

cps

cpm
補助蕉屋

cps

cpm排気筒モニタ
格納容器

(主排気筒 )

MS名 称 No.1 No.2 No 3 No.4 No.5

モニタポス ト
nGy/h

天候 風 向

風速 m/s 大気安定度
気象情報

合計希ガス ヨウ素

Bq Bq Bq
放出見通 し 放出評価時刻以

降の放出見通し

方位 距離 被ばく線量

外部全身被ばく km mSv

mSv

最大地点の線量の

推定

甲状腺被ばく km

9。 その他
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様式3-1-10(1/2)応 急措置の概要連絡様式 (事業所外運搬)

(■ /2)

内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、都道府県知事、市町村長 殿

第 25条報告

原子力災害対策特別措置法第 25条第 2項に基づき、応急措置の概要を以下のとおり報告します。

発信 日時 年  月  日   時  分 送信者

受信 日時 年  月  日   時  分 受信者

1.事象件名/EAL番 号

2.事象発生箇所

3.事象発生同時 年  月  日   時  分 頃

4.発生事象と対応の概要 (注 1)

5。 緊急時対策本部その他の事項の概要 (注 2)

(注 1) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置他の時刻、場所、内容について
発生時刻順に記載する。

(注 2) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく息者発生状況等について記載する。
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6.輸送容器の状況 確認時刻  時  分

7.放射性物質の放出状況等 確認時刻  時  分

8.放射性物質の放出評価 評価時刻  時  分

9。 その他

事象発生時の状況

輸送物の種類 使用容器の種類

出発地/到着予
定地

輸送手段

現在の状況

火災の有無 有 ・ 無 爆発の有無 有 ・ 無

漏えいの有無 有 ・ 無

特記事項

放出状況

放出、漏 えい

開夕台口寺亥」
日 時 分 頃

放出、漏えい

停止時刻
日 時 分 頃

放出、漏えい

箇所

放射線量

距離
場所

nSv/h
μ Sv/h

放出見通し
放出評価時刻以

降の放出見通し

最大地点の線量の

推定

方位 距離 被ばく線量

外部全身被ばく m mSv

様式 3-1-10(2/2)応 急措置の概要連絡様式 (事業所外運搬 )

(2/2)
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様式 3-3-11(1/2)原 災法第 15条第 1項に関する報告様式 (原子炉施設 )

(■ /2)

内閣総理大臣、原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長 殿

第 15条報告

原子力災害対策特別措置法第 25条第 2項に基づき、応急措置の概要 (同法第 15条第 1項に係る
原子力緊急事態事象の発生)を以下のとおり報告します。

発信 日時 年  月  日   時  分 送信者

受信 日時 年  月  日   時  分 受信者

1.事象件名/EAL番 号

2.事象発生場所

3.事象発生日時 年  月  日   時  分 頃

4.報告する内容 (注 1)

5.発生事象と対応の概要 (注 2)

6.緊急時対策本部その他の事項の概要 (注 3)

(注 1)

(注 2)
原子力緊急事態事象の内容を記載する。

設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置他の時刻、場所、内容について

発生時刻順に記載する。

緊急時対策本部設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。(注 3)
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7.プ ラン ト 確認時刻  時  分

8 の 日寺

9 の 日寺

発電所状態 原子炉出力 %

炉心平均燃焼度 いヽD/ド年Ⅲ
事象発生時の状況

停止時刻 時  分

原子炉出力 % 1次系圧力 MPa(gage)

%
1次系 (ホ ッ ト
レグ)温度

℃ 加圧器水位現在の状況

格納容器圧力 kPa(gage)
格納容器内水素

濃度 (ドライ値)
%

放出開始時刻 日 時 分 頃 放出停止時刻 日 時 分 頃

m放出箇所
放出高さ

(地上高)

放出実績評価 評価時点での放出率 評価時刻までの放出量

Bq希ガス Bq/h

Bq/h Bqヨウ素

放出状況の評価を

開始した日寺刻

(時刻  時 分)

放出状況

その他

(核種 )
Bq/h Bq

排気筒モニタ
格納容器

(主排気筒 )

cps

cpm
補助建屋

cps

cpm

名 称 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 MS

モニタポス ト
nGy/h

天候 風 向
気象情報

風速 m/s 大気安定度

希ガス ヨウ素 合計

放出見通 し 放出評価時刻以

降の放出見通し
Bq Bq Bq

方位 距離 被ばく線量

外部全身被ばく km mSv最大地点の線量の

推定

甲状腺被ばく km mSv

10.そ

様式 3-3-11(2/2)原 災法第 15条第 1項に関する報告様式 (原子炉施設 )

(2/2)
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様式 3-3-12(1/2)原 災法第 15条第 1項に関する報告様式 (事業所外運搬 )

(■ /2)

内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、都道府県知事、市町村長 殿

第 15条報告

原子力災害対策特別措置法第 25条第 2項に基づき、応急措置の概要 (同法第 15条第 1項に係る
原子力緊急事態事象の発生)を以下の≧おり報告します。

発信 日時 年  月  日   時  分 送信者

受信 日時 年  月  日   時  分 受信者

1.事象件嘉/EAL番 号

2.事象発生箇所  :

3.事象発生 日時  :

4 報告する内容 (注 1)

年  月  日   時  分 頃

5.発生事象と対応の概要 (注 2)

6 緊急時対策本部その他の事項の概要 (注 3)

(注 1)

(注 2)
原子力緊急事態事象の内容を記載する。

設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置他の時刻、場所、内容について

発生時亥」順に記載する。

緊急時対策本部設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。(注 3)
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7.輸送容器の状況 確認時刻  時  分

8.放射性物質の放出状況等 確認時刻  時  分

9.放射性物質の放出評価 評価時刻  時  分

10.そ の他

事象発生時の状況

輸送物の種類 使用容器の種類

出発地/到着予
定地

輸送手段

現在の状況

火災の有無 有 ・ 無 爆発の有無 有 ・ 無

漏えいの有無 有 ・ 無

特記事項

放出状況

放出、漏えい

開攻台日寺刻
日 時 分 頃

放出、漏えい

停止時刻
日 時 分 頃

放出、漏えい

箇所

放射線量

距離・

場所

nSv/h
μ Sv/h

放出見通 し
放出評価時刻以

降の放出見通し

最大地点の線量の

推定

方位 距離 被ばく線量

外部全身被ばく m mSv

様式 3-3-12(2/2)原 災法第 15条第 1項に関する報告様式 (事業所外運
搬 )

(2/2)
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EAL
区分

警戒事象(AL) 原災法第10条第1項に基づく特定事象(SE) 原災法第15条第1項に関する緊急事態事象 (GE)

EAL番号 EAL略称 EAL番号 EAL略称 EAL番号 EAL略称

放
射
線
量

・
放
射
性
物
質
放
出

01 SE01 敷地境界付近の放射線量の上昇 GE01 敷地境界付近の放射線量の上昇

02 SE02 通常放出経路での気体放射性物質の放出 GE02 通常放出経路での気体放射性物質の放出

03 SE03 通常放出経路でのィ夜体放射性物質の放出 GE03 通常放出経路での液体放射性物質の放出

04 SE04 火災爆
発等による管理区域外での放射線の

放出
GE04 火災爆発等による管理区域外で

の放射線の

異常放出

05 SE05 火災爆発等に
よる管理区城外での放射性物

質の放出
CE05 火災爆発等による管理区域外で

の放射性物
質の異常放出

06 SE06 施設内 (原子炉外)臨界事故のおそれ CE06 施設内 (原子炉外)での臨界事故

止
め

る

11 Aと11 原子炉停止機能の異常のおそれ GEll 原子炉停止の失敗または停止確認不能

冷
や
す

21 AL21 原子炉冷却材の漏えい SE21 原子炉冷却材漏
えいによる非常用炉心冷却

装置作動
GE21 原子炉冷却材漏え

い時における非常用炉心

冷却装詈にによると水不能

22

23

24 Aし24 蒸気発生器給水機能喪夫のおそれ SE24 蒸気発生器給水機能の喪失 GE24 蒸気発生器給水機能喪失後
の非常用炉心

冷却装置と水不能

25 AL25 全交流電源喪失のおそれ SE25 全交流電源の30分以上喪失 GE25 全交流電源の1時間以上喪失

26 AL26 全交流電源喪失のおそれ(旧基準炉) SE26 全交流電源の5分以上喪失 (旧基準炉) GE26 全交流電源の30分以上喪失 (旧基準炉)

27 SE27 直流電源の部分喪失 GE27 全直流電源の5分以上喪失

28 GE28 炉心損傷の検出

29 AL29 停止中の原子炉冷却機能の一部喪失 SE29 停止中の原子炉冷却機能の喪失 GE29 停止中の原子炉冷却機能の完全喪失

30 AL30 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ SE30 l丈用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪夫 GE30 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪夫
・放射徐

放出

閉

じ
込
め
る

41 SE41 格納容器健全性喪夫のおそれ CE41 格納容器圧力の異常上昇

42 AL42 単一障壁の喪失または喪夫の可能性 SE42 2つの障壁の喪失または喪失の可能性 GE42
2つの障壁喪失および1つの障壁の喪失また
は喪失の可能性

43 SE43 原子炉格納容器圧力逃し装置の使用

そ

の
他
宥
成

51 AL51 原子炉制御室他の機能喪失のおそれ SE51 原子炉制御室の一部の機能喪失・警報喪失 GE51 原子炉制御室の機能喪失・警報喪失

52 Aし52 所内外通信連絡機能の一部喪失 SE52 所内外通信連絡機能の全て喪失

53 AL53 重要区域で
の火災・盗水による安全機能の一

部喪失のおそれ
SE53 火災・盗水による安全機能の一部喪失

54 SE54 緊急事態事象の発生

55 (原子力規制委員会委員長又は委員長代行
が警戒本部の設置を判断した場合)

SE55 防護措置
の準備および一部実施が必要な事

象発生
GE55 住民の避難を開始する必要がある事象発生

事

業
所
外
運
搬

XSE61 事業所外運搬での放射線量率の上昇 XGE61 事業所外運搬での放射線量率の異常上昇

XSE62 事業所外運lt壁での放射性物質帰えい XGE62 事業所外運l服での放射性物質の異常漏えい

XSE63 事業所外運搬で
の原子力緊急事態事象の発

生

参考1 原子力災害対策特別措置法および原子力災害対策指針に基づく標準EALマトリックス表
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